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学校法人船田教育会 令和 7 年度 事業報告書 
（令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月 31日まで） 

 

１ 法人の概要 
 
１． 学校法人の沿革 

1885（明治 18）船田兵吾が私立下野英学校を創立  

1888（明治 21）私立作新館と改称 

1899（明治 32）私立下野中学校と改称   

1925（大正 14）財団法人下野中学校に改組  

1941（昭和 16）財団法人作新館高等女学校を創立 

1947（昭和 22）下野中学校と作新館女学校を合併し、高等部と、中等部で組織する財団法

人作新学院に改組  

1948（昭和 23）作新理容学院を創立  

1950（昭和 25）学校法人作新学院に改組  

1951（昭和 26）作新理容学院を作新高等理容美容学院と改称 

1953（昭和 28）幼稚園を創立 

1954（昭和 29）小学部を創立 

1960（昭和 35）法人名を船田教育会と改称  

1967（昭和 42）作新学院女子短期大学を開学 

1985（昭和 60）作新学院創立 100 周年  

1988（昭和 63）高等部に英進部を開設 

1989（平成元） 作新学院大学（経営学部）を開学 

 幼稚園を作新学院女子短期大学附属幼稚園と改称  

1991（平成 3） 高等部に情報科学部を開設 

1993（平成 5） 大学院経営学研究科（修士課程）を開設 

1995（平成 7） 大学院に博士課程を開設し、大学院経営学研究科博士（前期・後期）に改組       

作新学院創立 110 周年  

1998（平成 10）理美容を学校法人作新理容美容専門学院に改組 

1999（平成 11）短大を作新学院大学女子短期大学部に名称変更 

2000（平成 12）大学に地域発展学部を開設 短大を清原キャンパス（竹下町）に移転 

2002（平成 14）大学に人間文化学部を開設 

2003（平成 15）高等部を作新学院高等学校に名称変更し、総合進学部を開設 

幼稚園を作新学院幼稚園に名称変更 

2005（平成 17）地域発展学部を総合政策学部に改組 大学院経営学研究科にビジネスコー

スを設置     作新学院創立 120周年              

2006（平成 18）大学院に心理学研究科（修士課程）を開設 
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2008（平成 20）地域連携支援センターを開設 

2010（平成 22）日本高等教育評価機構の大学評価「適合」認定 

経営学部と人間文化学部の 2学部体制スタート 

2011（平成 23）作新学院大学女子短期大学部外部評価「適格」 

2012（平成 24）人間文化学部に小学校教員養成課程を設置 

「人間文化専攻」「発達教育専攻」の 2専攻制スタート 

2014（平成 26）経営学部を経営学科とスポーツマネジメント学科の 2学科に改組 

2015（平成 27）作新学院創立 130 周年 

2016（平成 28）日本高等教育評価機構の大学評価「適合」認定 

2017（平成 29）作新学院大学女子短期大学部 創立 50周年                

一般財団法人短期大学基準協会による第三者評価「適格」 

2018（平成 30）人間文化学部を発達教育学科と心理コミュニケーション学科の 2学科に 

        改組 

2019（令和元） 作新学院大学 創立 30周年 

2023（令和 5） 日本高等教育評価機構の大学評価「適合」認定 

2024（令和 6） 日本高等教育評価機構の短大評価「適合」認定 

2024（令和 6） 人間文化学部人間文化学科廃止 

2026（令和 8） 短大を共学化し、作新学院大学短期大学部に名称変更 
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2．法人の組織図 

 

 

3．設置する学校・学部・学科等と本学の諸活動 

(1)作新学院大学・作新学院大学短期大学部は、「時代の変化に対応して自らを常に新しく

していくとともに、時代に応じて変化する社会に対して積極的に働きかけ、 社会を良き方

向に変える能動的人間の育成（作新民）」を教育理念として、幅広い教養と実践的な専門性

を身につけ、持続可能な社会の創造に挑戦し、未来を切り拓く人材を養成する教育を実践し

ています。 このような本学の教育理念と目的を理解し、本学において主体的に学ぶ意欲の

ある人で、将来、地域社会あるいは国際社会で活躍することを希望する人材を受け入れてい

ます。このため次のような学部、学科等を設けています。 
そのような状況下において、女子短期大学部は令和 8年度より男女共学化となり、名称も

作新学院大学短期大学部に改めました。 
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(2)国際交流・社会貢献等の諸活動 

協定校 中国：浙江財経大学、内蒙古民族大学、山西大学商務学院 
韓国：東新大学、ソウル女子大学、ウソン大学、ソルブリッジ国際経営大

学、上海大学経済学院 
ベトナム：グエン・タット・タイン大学 
米国：ヴィンセンス大学  

社会貢献活動 出張講義 
作新こころの相談クリニック（相談業務） 
市民大学講座、図書館一般開放など 
子育て支援「わいわいひろば」 

大学間連携 (１)大学間連携 
①産学官連携事業委員会 
②カーボンニュートラル推進事業委員会 
③大学間連携事業委員会 
④宇都宮市内４大学連携によるプラットホーム事業（宇都宮市創造都市研

究センター事業） 
地域連携 『地域協働広報センター』 

(１)自治体・企業・高校等との連携協定締結 
(２)自治体等との連携事業実施 
(３)民間企業、一般社団法人との受託・共同研究 
(４)センター主催講演会・講座の開催 

①最先端先導的特別経営講演会 
②下野新聞社との連携講座 
③防災士養成研修講座 

  ④公開講座（親子参加型）  
(５)地域行事の運営支援 

①宇都宮マラソン大会（学生ボランティア、駐車場提供） 

設置する学校 学 部 ・  学 科 

 

大  学 

大 学 院 経営学研究科／心理学研究科 

 

学 部 

経 営 学 部 ／ 経 営 学 科     

スポーツマネジメント学科 
人間文化学部 ／発達教育学科 
   心理コミュニケーション学科 

短期大学部 幼児教育科 
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②きよはらスポレクフェスティバル（学生ボランティア参加） 
③さくら市「ゆめ！さくら博＆福祉まつり」（学生ボランティア参加） 

 
4．学部・学科等の入学定員、学生数の状況 （令和 7 年 5 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

5．令和 7 年度卒業生の進路状況（令和 7年 9月及び令和 8年 3月卒業）     

適   用  
大学学部 短期大学部 

経営学部 人間文化学部 計 幼児教育科 計 

卒業者数 190 71 261 74 74 

就職希望者数 186 65 251 73 73 

就職者数 184 63 247 73 73 

（対希望者内定率） 98.9 96.9 98.4 100.0 100.0 

進学者数 2 5 7 0 0 

 

 

 

 

学  部 学科〔専攻〕 
入学定

員 

入学者

数 

収容定員 5 月 

現 員 

9、3 月 

卒業者 

学位 

授与数 

大 学 院 
経営学研究科 23 6 49 19 6 6 

心理学研究科 15 5 30 17 10 10 

経 営 学 部 
経 営 学 科 105 142 420 533 114 114 

ｽﾎﾟｰﾂﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科 95 92 380 338 77 77 

 

人間文化学部 

発達教育学科 40 19 190 96 24 24 

心理コミュニケ

ーション学科 60 51 210 209 44 44 

   計  338 315 1279 1212 275 275 

短期大学部 幼児教育科 105 65 210 145 96 96 

合 計 443 380 1489 1357 371 371 

留学生 海外派遣学生数 

23（学部 14、大学院 9） 0 
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6．役員・教職員の概要等 

(1)役員 
理 事  9名（うち、理事長１名、常務理事 1名、常勤理事 2名）  

監事   2名 

 評議員 11名 

 

(2)役員賠償責任保険制度への加入 

  私立学校法に従い、理事会・評議会決議により令和 2年 5月 1日から私大協役員賠償 

 責任保険に加入しました。 

① 団体契約者 

 日本私立大学協会 

② 被保険者 

 記名法人 … 学校法人船田教育会 

 個人被保険者 … 理事・監事、評議員、管理職従業員（理事会決議により選任 

          された職員） 

③ 補償内容 

ア．役員（個人被保険者）に関する補償 

   法律上の損害賠償金、争訟費用等 

イ．記名法人に関する補償 

 法人内調査費用、第三者委員会設置・活動費用等 

④ 支払い対象とならない主な場合（職務執行の適正性が損なわれないようにするため 

の措置） 

 法律違反に起因する対象事由等 

⑤ 保険期間中総支払限度額 

 1億円 

 

(3)教員（学部、職階別） 

                              令和 7年 5月 1日現在 

 専 任 非常勤 

客員 
合計 

教 授 准教授 講 師 助教 合 計 専任比率 

大 学 計 23 15 9 0 48 55.8% 38 86 

経 営 学 部 12 8 3 0 23 － － － 

人間文化学部  11 7 6 0 24 － － － 

短期大学部 4 6 2 0 12 35.3％ 22 34 

合 計 27 21 11 0 60 50.0％ 60 120 
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  ※学長、大学、短期大学学長兼務。短大から学長は除く。 

 
(4)年齢別専任教員数 

                              令和 7年 5月 1日現在 

  20代 30代 40代 50代 60代 70代 合計 

大 学 合 計 0 14 15 4 13 2 48 

経 営 学 部 0 8 6 2 6 1 23 

人間文化学部 0 6 9 2 7 1 25 

短期大学部 0 2 3 6 1 0 12 

 合    計 0 16 18 10 14 2 60 

 
(5)教員一人当たり学生数（学部、5 月） 

                              令和 7年 5月 1日現在 

学 部 専任教員数 
学部学生数 

5 月現員 
教員 1 人当たり 

学生数 

経営学部 23 871 37.9人 

人間文化学部 25 305 12.2人 

計 48 1176 24.5人 

短期大学部 12 145 12.1人 

 

(6)職員の概要 
                    令和 7年 5月 1日現在 

事務局区分 大学･短大 法 人 合 計 

専 任 職 員 43 3 46 

内 男 子 15 3 18 

内 女 子 28 0 28 

嘱 託 職 員 7 0 7 

合 計 50 3 53 

派 遣 職 員 0 0 0 
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２ 事業の概要 

 

1．設置校別教育活動等の概要 

作新学院大学及び作新学院大学女子短期大学部の建学の精神は「作新民」であり、自己を

常に新たにする民を育てることを意味します。すなわち、流動的で不透明な現代社会におい

て、自ら主体的に考え、知識を行動につなげ、自己の生き方を日々創造していける心豊かな

人間を育成していくことです。また、この建学の精神は「自学・自習」「自主・自律」の教

育理念にも通じる考え方です。この建学の精神と教育理念に基づき、「学生ファースト」の

下、学生一人一人が輝き、地域の未来に役立つ人材を育成するステークホルダーから「選ば

れる大学」を目指しています。このような本学の教育理念と目的のもとに、大学の活力ある

教育研究の維持・発展を図り、地域社会あるいは国際社会で活躍する人材を育成するため、

令和6年度は、以下の事項に注力して取り組みを進めました。 

 

１）大学全体 

（1）入学者の確保について 

令和 8年度入試は、①入学定員 275名以上確保（充足率 100％以上）を継続する。②全て

の学部・学科の充足率を 100％以上にする。③収容定員 1,200名以上確保（充足率 100％以

上）を継続する。④偏差値を上げる。を目標に学生確保にあたりました。その結果、①につ

いては 347名で充足率は 126％（経営学科 158名（150.0％）、スポーツマネジメント学科：

96名（100.1％）、発達教育学科 24 名（90.0％）、心理コミュニケーション学科：69名（138％））、

②については、経営学科、スポーツマネジメント学科、心理コミュニケーション学科が充足、

③については、今年度も充足率 100%以上、④偏差値は 2 年前に 3 段階上昇し、今年度まで

同レベルです。 

今年度、大学は、特に経営学部経営学科と心理コミュニケーション学科が昨年よりも増加

したことが要因としてあり、18 歳人口の減少の影響を受けながらも、収容定員を充足でき

ました。その主な要因としては、①志願者の増加（69名増）であった点、②一般選抜の大幅

な増加、③辞退者が少なかったこと、④年内入試(専願)で入学定員の 60％（昨年度より 25％

減少）の学生を確保したこと、などが考えられます。 

ただし、懸念される点がいくつか発生してきています。第１は、発達教育学科が志願者 34

名で前年より 6名増加したものの依然少なく、入学者も 24名と定員を充足していない状況

が挙げられます。今後は志願者数の減少の原因を一層分析し、志願者およびに入学者の増加

に努めて参ります。第 2は、オープンキャンパスの来場者の問題です。全 11回実施しまし

たが、来校者及び志願率の結果とてしては、①経営学部、来校者：327名（前年比 22名増）、

②人間文化学部、来校者：122 名（前年比 20名増）、という結果で、人間文化学部の来場者

が依然少ない点が目立ちます。今後は、オープンキャンパスの来場者は志願者や入学者と連
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動していることから、なお一層高校生に魅力のあるものにして参ります。第 3は、近隣の県

の志願者は増加しているものの、県内の志願者が減少しているという点です。本学は地域と

ともに歩む大学であり、今後県内の高校に本学のよさをこれまで以上にアピールして参り

ます。 

今後の対策として、第 1は、2019(R1)年度からの入学定員充足率による厳格化の影響が本

学への入学者の増加に大きな影響を及ぼしていましたが、文科省は定員厳格化の動きを撤

回し、2023 年度入試から緩和する方針を打ち出し、これまで学年ごとの入学定員で判断さ

れていたものが、全学年の総定員数で判断されることになり、その年で入学者を出しすぎて

も、その次の年度以降で調整できるようになりました。これまで通り高校教員との信頼関係

を構築し、「選ばれる大学」として信用を築き上げることが重要であるということです。そ

のためには、授業における ICT化を推進して授業の充実をはじめ、学生が安心して学べる環

境整備など教育の質保証を構築していくことが何より肝要です。第 2は、今年度は一般選抜

の志願者、入学者は多少増加してはいますが、今後は減少することも予想されるため、総合

型選抜や学校推薦型選抜など専願の志願者をいかに増やすかが入学定員を充足させるカギ

となると考えられます。特に今年度減少した学校推薦型選抜を増加させていくことが課題

となります。年内の入試において 270名の学生確保を目指して参ります。 

短大については、8年連続して定員割れをしているため、充足率 100％を目標に学生確保

にあたってきましたが、令和 8 年度は大幅に減少し 58 名（募集定員 60 名、充足率 96％）

であり、過去 13 年間の入学者数で過去最低でした。今後は、この状況を真摯に受け止めな

がら、特に男子学生の確保対策を具体的に実施し、学生確保の具体的方策を早急に検討して

参ります。 

減少した主な要因として、第 1は、栃木県内の保育者を希望する生徒の減少が顕著になっ

てきている点が挙げられます。その理由として、これまで同様に① 保育者の低水準の給与、

② 職場環境、仕事内容の難しさ、③ 景気が上向き、職業の選択肢が広がったことが挙げら

れます。以上の 3条件の問題が大きく影響して、依然として志願者の増加につながっていな

いのが現実です。なお、次年度もオープンキャンパスにおける“囲い込み”による学生確保

に一層努めて参ります。 

今後の対策としては、男女共学化に伴う学修環境整備や教職員の意識改革を含めた学内

改革による一人一人を大切にしたきめ細かな支援・指導など具体的な改革を早急に実施し

て参ります。また、公立園の合格者も毎年出していることなど、これまでの強みを活かしな

がらも、学生確保の基本方針に基づいて進めて参ります。なお、具体的な基本方針は次の通

りです。①学生一人ひとりの興味・関心に合わせた教育体制（個別支援と選択科目の拡充な

ど）を推進する。②男女共学化を含む全ての人たちを対象とした教育体制・学修環境に改善

する。③社会人が保育・幼児教育を学ぶリカレント教育の体制（組織づくり）と学修環境の

整備を推進する。④企業や保育・幼児教育関係団体によるリスキリング教育の支援体制（協

力・連携・協働）を拡充する。⑤長期履修制度の実施による受験生（現役の高校生ならびに



10 
 

社会人）のニーズに応じた入試広報活動を積極的に展開します。 

入試・地域協働広報課では、高校訪問を課員（星野・阿久津・清水・水口・渡辺）により 

471 回実施しました。作新学院高校からの学生確保については、英進・トップ英進 4名（昨

年比+4 名）、総合進学部 32 名（昨年比-12 名）、情報科学部 20 名（昨年比-2 名）という結

果となりました。オープンキャンパスは、今年度 11回実施し、学部別では、経営学部（327

名）、人間文化学部（122名）、女子短期大学部（85名）で、合計 534名（昨年比+43名）で

した。なお、オープンキャンパス来校者実人数については、今年度の受験者のみを対象に重

複来校者は１回でカウントし、受付で受験の確認を行い「受験しない」と回答した受験生と

留学生及び(株)TKCを除き、オープンキャンパス以外の来校者（3学年対象個別相談会 短大

一日体験授業・強化部セレクション等）も含んだ人数としました。なお、学生確保のための

オープンキャンパスでは、①各回学生スタッフの登用や学生による相談ブースの設置、短大

のキャンパスツアーで在学生同行および学生の説明実施、②各学科の実施内容を HPの OCサ

イトに記載などを実施しました。入試関連では、奨学生選抜試験の申し込み方法を紙だけで

はなく web登録での実施やスポーツ特待該当者承諾書受取の徹底などを実施しました。 

その他の報告としては、以下の通りです。 

① 活躍学生の情報提供 

 例年通り、高校訪問時に報告 

② 強化指定部との連携 

 例年通り実施、野球部に関しては要望があったため入試課員が同行、進路指導部、監督

等に入試説明実績あり 

③ ガイダンス 

 校内ガイダンス 161回 

 会場ガイダンス   39回 

④ 進路担当教員に対する進学説明会 

 実績 23校 24 名 

⑤ 入試広報に関すること 

 入試結果を基に進学促進業者の次年度予算立て、実績のない業者については契約を見

送り、2025 年度よりインフォクラウドシステムを導入。 

 

（2）卒業者・修了者に対する出口（就職）の進路支援について 

大学において、卒業者・修了者に対する就職・進学を支援していくことは、大学の存在そ

れ自体に関わる重要課題であることはいうまでもありません。今年度は、前年度に比べ卒業

者が 3名減少しました。今年度は、キャリア・就職支援課と教員の連携により、最終的に就

職率は昨年度より 1.2％下がり 97.6％（昨年度 98.8％）となりました。なお、令和 8 年 3

月卒の実質就職率は 96.8％となりました。学科別では、経営学科（96.6％、昨年度 96.4％）、

スポーツマネジメント学科（98.6％、昨年度 98.7％）、発達教育学科（96.9％、昨年度 95.8％）、
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心理コミュニケーション学科（94.1％、昨年度 100％）でした。 

以上のような結果となった要因として、第 1は、教職員一体となった支援体制が機能した

点が挙げられます。とくに、連絡が取れない学生、動きが悪い学生については担任（副担任）

の先生に連絡し、学生の現状把握に努めた点は効果があったと考えられます。第 2は、学生

課と協力しながら、学生一人一人の状況把握に努めた点が挙げられます。第 3は、たとえば

障がいを持つ学生の対応について、その学生が希望する企業に事前に打診し、可能性の有無

等について情報を入手するなど、学生と職員が一緒に就活を進めた点が挙げられます。なお、

今年度の特徴としては、公務員合格者が 22名と昨年度より 5名増加しました。その原因は、

昨年中でも、教員採用試験合格者が 15名で昨年度より 2名増加しました。また、今年度も

昨年度に引き続き商業高校教員１名の合格者を出している点は評価できるものであり、教

員以外の公務員合格増加と合わせて今後につなげていきたいと考えます。 

短大は、今年度は就職率 95.9％（昨年度 97.9％）で昨年より 2％減少し、目標の 100％に

は 4年連続届きませんでした。来年度はぜひ再度 100％達成を目指して参ります。また、公

立保育士は 1名合格となりました。今後も公立保育士の合格者数を増加させて参ります。 

キャリア・就職支援課においては、令和 7年度の主な具体的な事業・取り組みに対する実

績としては以下の通りです。 

【多様化する就職活動に対応した教職員一体となった就職支援体制を構築する。】 

  ① キャリア・就職支援課員により 3 年次：10 月、4 年次：4 月と 9 月に３回の個人面談

を実施し、キャリア・就職支援委員会、担任教員、キャリア・就職支援課の職員間で情報

を共有し、学生一人ひとりに対する支援方針を決めて共に支援を実施した。 結果、3 月

末時点での実質就職率は 96.8％となった。  

② 就活の環境変化を的確に捉え、学生が年々早まる選考に対応できるよう、キャリアデ

ザイン２のガイダンス内容の見直しを実施した。 

 ③ 3年生保護者を対象に「保護者向け就職ガイダンス」を 5月 10日（土）に開催し就活

情報の提供を図った。外部講師を学内に招聘し、56組が参加し 14組が個別相談会にも参

加した。 

【 障害等を有する学生の就職支援を積極的に進める。】 

 ① キャンパスライフ支援室と連携を図り、学生の意思を最大限尊重するとともに、家族

等と話し合う機会も設けて、就活だけではなく卒業後の相談窓口の紹介なども行った。 

② 就労移行支援事業者、県、ハローワーク等公的機関と連携し、就職に消極的な学生や

配慮が必要な学生の受入れ先の拡大と卒業後の相談・支援体制の構築を図った。 

【 外国人留学生の就職支援体制を強化する。】 

 ① キャリア・就職支援課内留学生専担者による個別相談会等を実施するなどの支援体 

制を強化し、2026年 3月に卒業した全ての外国人留学生が内定を得ることができた （就

職率 100％）。 

【 新卒応援ハローワークと連携した学生支援を行う。】 
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 ① 新卒応援ハローワークによる年間 20 回の定例相談会で延べ 87 名の学生が進路相談 

等の面談を行った。 

 ② キャリアデザイン 2の特別講座として、「VIP 職業興味検査」や「履歴書を書く」、 「求

人票の見方講座」などのきめ細やかな就職実践講座もあらたに開催した。 

【インターンシップ、オープンカンパニーへの参加を促進する。】 

 ① プレインターンシップ（2 年生必修科目）での学びを活かし、学内、各ナビ会社等の

情報から積極的に自主的参加を奨めた。 

 ② 5 日以上のインターンシップ（3 年次選択科目）については、企業との接点を強化し

て、受け入れ先確保に努め、10社の受入れ先を確保した。引き続き多くの学生が 参加で

きる仕組みを構築したい。また、多くの企業で実施しているオープンカンパ ニーへの参

加を促した。 

【業務効率化の推進】 

 ① 業務全般における効率化を進めた。学生からの内定・進路決定届、就職活動経過報告

書の報告方法のシステム化（テクミン活用）に続き、履歴書の電子化を進めた。あわせて、

証明写真機の設置も行った。 

 ② 求人票管理の効率化と学生の利便性向上のため、キャリタスＵＣが提供する求人票・

インターンシップ情報の管理システム（導入費用無料）を導入した。今後は、ガイダンス

等で使用方法を説明し学生の利用を促進する。 

【キャリア・就職課課員のスキルアップ】  

① 大学職業指導研究会への参加、その他各種セミナーに積極的に参加しキャリアに関 

する専門性を高める等各人のスキルアップを図った。 

 ② 国家資格キャリアコンサルタント資格取得者を輩出（１名）し、計 2名となった。 

本学では、「新キャリア教育宣言」に基づき、学生（留学生や障がい者を含む）の多様な

ニーズに応えるべく、１年次からのキャリアデザインやプレインターンシップ、インターン

シップなどの科目によるキャリア教育を一層充実させるとともに、各学部学科においてさ

まざまな免許・資格が安心して取得できるコア・カリキュラムを編成し、全教職員が一丸と

なり学生の就職率向上を目指して参ります。 

 

（3）外部評価への対応と大学の組織改革 

①外部評価への対応 

現在、国の動向として、「教育の質」と「教育の改善」を内部質保証と現行の認証評価制

度の見直し等を通じた第三者評価で確認する「新たな評価制度」への転換が検討されていま

す。具体的には、これまでの「適合」「不適合」だけの現行制度を学部・学科ごとに 4段階

で評価するというものです。最速では令和 12年度（2030年度）からスタートする予定です。

これまでにも、我が国では高等教育機関に対して「教育の質保証」が強く求められており、

第 4 クールに入った高等教育評価機構においては一層厳しくなってきていると言えます。
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また、毎年実施されている「教育の質に係る客観的指標調査票」についても、一定の基準を

クリアしていない場合は、経常費補助金の返還が求められているのが現状です。 

こうした動向を踏まえながら、本学では、大学は令和 11年（2029 年）に、短大は令和 12

年（2030 年）に第三者評価の受審を予定しており、今年度からスタートする中長期計画第

Ⅱ期（令和 8年～令和 12年）の基本方針（大項目、中項目）を作成し、また大学・短大と

も「教育の質に係る客観的指標調査票」の向上を図りました。今後はこれらに基づいて、大

学・短大で毎年作成する自己点検評価報告書の作成に努めて参ります。 

②大学・短大の組織改革 

 令和 7年度の組織改革については、次の通りです。 

まず短大では、学生数の増加を目指して、今年度男女共学化に伴い男子学生確保のための

ワーキングを昨年度末より立ち上げました。また、学生の余裕を持った学びの実現を目的と

して「長期履修制度」の導入を令和 9年度実現に向けて検討しました。 

大学では、中長期計画第Ⅱ期の作成に当たり、学長の策定方針に則り、斉藤麗学長特別補

佐を委員長としてワーキングを立ち上げて、第Ⅰ期の内容を検討し作成を図りました。また、

それに連動させながら、自己点検評価委員会により令和 7 年度の自己点検評価報告書の作

成に当たりました。 

 

（4）各学部、研究科、学科の改革について 

経営学部では、「資格取得」「教員養成（商業）」「就業力強化」に資するというコア・カリ

キュラムの編成方針に基づく学修プログラムを充実させました。また、「資格取得」につい

ては、平成 30年度に設置した「資格取得支援室」において、年を追うごとに希望学生が増

加し、実績を上げてきており、とくに簿記会計や情報処理等の資格取得講座を開設し、きめ

細かな支援を行い、多くの資格合格者および公務員の合格者を輩出し社会的にも高い評価

を受けています。また「就業力の強化」については、今年度も経営学部経営学科（97.4％）、 

スポーツマネジメント学科（98.6％）と高い就職率となっています。今後も地元企業との密

接な連携を図り、キャリア・就職支援課と学部の担任制とを連携させ就業力強化をさらに図

って参ります。 

大学院経営学研究科では、前期博士課程が志願者 20名（昨年度 11名）、入学者 7名（昨

年度 4名）、後期博士課程が志願者 0名（昨年度 2名）、入学者 0名（昨年度 2名）と、博士

前期課程が前年度より増加したが後期課程が減少しました。今後は今年度の結果を分析し

て、社会人と学部からの学生の入学を視野に入れながら、博士前期課程、博士後期課程とも

学生増加に努めて参ります。留学生については、引き続き大学院の入学者としての一定水準

を保持していく必要があり検討して参ります。また、今後は、実践的な教育内容を採用して

税理士資格を目指す人材や即戦力と成り得る人材養成による地域貢献および本学経営学部

からの進学者の増加を図って参ります。 

人間文化学部の発達教育学科では、定員 25名に対し志願者が今年度 34名と前年度より 6
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名増加し、入学者は昨年度 19 名に対し 24 名と 5 名増加したが依然として大幅に減少傾向

が続いています。全国的に教員を志望する高校生の減少により、本学においても厳しい結果

となり、今後は地元の高校を訪問してこれまでの実績などを紹介し学生確保に努めて参り

ます。また、教職実践センターと連携しながら教員養成の充実を図っていますが、令和 7年

度は二次試験合格者 15名（昨年度 17名）の合格者となり 2名減少しました。なお一方、昨

年に引き続き商業高校教員の 1 名が合格したことは明るい材料となりました。教員採用の

合格率は、発達教育学科の学生確保にも影響することを考慮して、今後明確な数値目標を設

定して、教員採用試験対策の一層の充実を図って参ります。 

心理コミュニケーション学科では、志願者は前年度より 5 名増加し、50 名定員に対して

69 名（昨年度 51 名）と前年度に比較して 18 名増加しました。増加した要因を分析して次

年度につなげて参ります。特に本学では、県内唯一である国家資格としての公認心理師教育

課程を実施しており、今後は、学部から大学院心理学研究科への進学による臨床心理士並び

に公認心理師の受験資格取得に向けた資格試験対策講座など教育指導体制の一層の充実と

ともに、学部からの進学者増加を目指すことで、地域貢献の一層の推進とこれまでの実績に

ついての広報の充実を推進して参ります。 

大学院心理学研究科では、志願者 14名（昨年度 11名）で入学者 9名（昨年度 5名）と、

若干増加しました。今後は、今年度からスタートした大学院における奨学金支給制度の充実

を図り、学生が入学しやすい環境を整備して参ります。なお、令和 7年度までに公認心理師

104 名、臨床心理士 111 名を輩出しており、今後も研究科における学修・研究および資格試

験対策講座の充実を図り合格率の向上に努めて参ります。 

短期大学部について、令和 7年度は、定員 60名に対して 58名（昨年度 65名）と大幅に

減少しており、過去 13年間の入学者数で過去最低でした。早急に定員の見直しと学生確保

のための具体的方策を検討し、今後はこの状況を真摯に受け止めながら学生確保の具体的

方策を早急に検討して参ります。 

 

（5）教育課程の精選と教育改革の実践 

大学教育センターは、「教務運営セクション」と「教育開発セクション」で構成され、教

育企画会議に対する補佐を行ない、より充実した学びの場を提供することを目的として、以

下のような改革を行いました。 

① アセスメント・ポリシーに基づく各種アンケートの実施および分析のサポートについ

ては、EM･IR 課が実施主体となったアンケートは、「新入生アンケート」、「卒業年次生

アンケー ト」、「卒業生アンケート」の各アンケートについて分析、GPAの分析、「学生

生活アンケート」（学生部委員会）、「授業評価アンケート」（FD･SD 委員会）の分析 を

行った。 

② 各種アンケートのスリム化 アンケートのスリム化は、以下のような手続きで実施し

た。「全国学生調査」（文部科学省）と本学のアンケートを比較し、「全国学生調査」に
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類似した質問項目は削除した。また、大学と短大で別々に行われていたアンケートは、

質問項目を調整の上で統合して一本化した。アンケートの目的を再確認し、不必要なも

のについては教授会・委員会等に廃止の提言を 行った。複数のアンケートで同様の質

問項目がある場合には、いずれかのアンケートに一本化した。各アンケートの中で、調

査目的が不明確な質問項目は削除した。 

③ 私立大学等改革総合支援事業のタイプ１および教育の質に係る客観的指標調査への

対応 EM･IR 室実務担当者会議を開催することで、教育行政の動向に対して機動的な対

応を取ることができた。情報の整理・収集方法などについて、詳細に検討することがで

きた。入試・地域協働広報課と連携し、星の杜高等学校との情報連携を推進した。 「私

立大学等改革総合支援事業」のタイプ 1（１－②）に基づき、IRに関する外部研修講師

を務めた（『大学認証評価（第 4クール）におけるＩＲの役割』西谷健次、宇都宮市創 

造都市研究センター主催、令和 7年 5月 30日 ）。 

④ 情報公表の促進 ・各種法令や調査に適合した情報について、ホームページ「教育情報

の公表」の追加更新作 業を行った。 

⑤ 中途退学・休学の実態調査および改善方策の検討 ・学生動向に注目していますが、中

退・休学に対しては例年同様の傾向であったため、改善 方策等の提案は行わなかった。 

 

（6）大学の地域貢献活動と大学広報部活動の積極的展開 

令和 7年度は、前年度に事務局組織を入試・地域協働広報課と改編して、これまで地域社

会に対する一般広報と入試関連の広報とを連動させて強化して取り組みました。 

連携事業では、①今年度は、喜連川社会復帰促進センターと相互連携協定を 10 月 21 日

締結し、受刑者向けのコミュニケーション講座を人間文化学部の教員が講師となってスタ

ートさせました。②本学が連携協定を結んでいる６自治体（宇都宮市、大田原市、矢板市、

那須塩原市、真岡市、さくら市）のうち宇都宮市との連携会議を 2回実施しました。②那須

塩原市との連携事業民間保育施設就職説明会を（7月 8日、5時限目キャリアデザイン（久

野高志教授））にて実施しました。 

講座関係では、①6 月 20 日「ローカルメディアのすすめ〜地域とつながる放送の力〜」

と題し、講師にとちぎテレビで長年キャスター・スポーツ実況を務められているフリーアナ

ウンサー篠田和之氏をお迎えし、作新学院大学公開講座、第 24回最先端先導的経営特別講

演会を開催しました。②9月 24日「スポーツビジネスへの挑戦」として、東京 2025 世界陸

上やパリオリンピックに帯同した相馬聡先生による「第 25回最先端先導的経営特別講演会 

第 18 回 FD・SD 研修会」特別講演会を企画・開催しました。③防災士養成研修講座の 2 回

（1 回目 6月 28 日・29日、2回目 9月 20日・21日）実施しました。1回目受講者 69名（作

短生 42名、宇都宮大学生 42名含む）、2回目受講者 61名（作大生 62名、宇都宮大学生 32

名含む）。また、宇都宮大学地域デザイン科学部地域デザインセンターとの協力関係を強化

しました。④連続公開授業「減災・リスクマネジメント概論」（12 月 4 日～1 月 8 日の計 4
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回）を実施しました。 

行事・イベント関係では、①世界に誇る超老舗企業のトップ御二人をお招きし「超老舗企

業の BCPとセルフメディケーションの真髄とは～家庭薬、健康、そして音楽の午後～」のテ

ーマで、作新学院大学シンポジウムを 5月 24日に開催しました。②未就園児と触れ合う子

育て支援「わいわいひろば」を 29 回企画・実施しました。③しもつき会と連携して 8月 30

日第 4回作新リカレント講演会開催しました。④大学コンソーシアムとちぎ主催の「とちぎ

学生アイデアピッチバトル」（学生＆企業研究発表会後継事業）に、大学 2件応募しました。

⑤宇都宮市の「大学生のまちづくり提案」の情報提供を行い、本学学生（ゼミ・グループ）

の研究発表 2件応募しました。 

企画広報室では、令和 7年度において、重点的に取り組む課題に対応する施策や計画の成

果としては、次の通りです。「企画広報室」と地域協働広報センターとの連携による戦略的

広報活動の展開については、本学の広報活動の統括部署として従来の基本的な業務を安定

的に行うことができました。また、「マスコミ論」の授業を実施していることで、下野新聞

社の社員の方と知り合う機会に恵まれ、同社への情報提供をスムーズなものにしました。 

主な事業計画に対する実績としては、①本学の広報活動の統括については、広報部委員会の

活動と地域協働広報センターが行う広報業務、その他の活動を統括しました。従来行ってき

た大学・短大紹介動画一般広報誌（『燦-KIRARI-』）といった広報媒体の作成に取り組みまし

た。なお、大学・短大パンフレット（CAMPUS GUIDE）の作成については、地域協働広報課と

協働して作成しました。②学内における広報物に関する管理については、本学の PRに関わ

る広報物のみならず、学外からのアンケート調査の依頼についても、総務課や学生課、法人

事務局等と連携し、企画広報室長が可否を判断し、学長の決裁を経て発信（回答）すること

ができました。③本学のブランドイメージの向上とその普及に関する業務については、地域

社会における「本学の良きブランドイメージ」の確立と普及をめざして、ホームページでの

行事や学生の活躍の紹介に力を入れました。令和 7年度のホームページの更新件数は 398件

（前年度は 352件）でした。④学長のトップセールスを支える広報業務については、学長自

身の広報活動（トップセールス）を支える活動に取組んで、ホームページにおける学長コラ

ムの隔月掲載や 1月の下野新聞及び日本経済新聞での学長の新年のメッセージ、入試・地域

協働広報課の協力を得て学長コラム集「日々に自らを新しく」（第３巻）を作成し、学長の

思いや考えを地域社会に向けて発出しました。⑤報道各社への情報提供・取材対応について

は、令和 7年度の企画広報室では、入試・地域協働広報課からの協力を得つつ、本学の学生

の活動に関する情報発信や来学した記者へ資料提供など丁寧な取材対応を行いました。な

お、令和 7年度の本学に関連したメディア掲載実績は、新聞 77件（前年度 84件）、テレビ

ラジオ、雑誌・専門誌 10件（前年度 16件）、合計 87件（前年度 100件）でした。新聞掲載

において地元紙である下野新聞社が多かったことは、企画広報室の方針に合致した成果と

言えます。 
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（7）課外活動強化部の支援について 

学生が自主的に取り組む課外活動は、学生が輝く大学づくりの主要な柱であり、大学の 

特徴を表す一つでもあります。体育系強化部は、硬式野球部、陸上部、サッカー部、バドミ

ントン部、自転車部の 5部となっています。本学の体育系強化部は、それぞれ一定の成績を

上げました。具体的には、次の通りです。 

サッカー部では、①第 99回関東大学サッカー3部リーグ 6位残留 4月～11月、②関東イ

ンディペンデンスリーグ 1 部リーグ 7 位１部残留４月～10 月 、③関東インディペンデン

スリーグ 2部リーグ 3位４月～10月、④栃木県社会人リーグ１部リーグ 6位１部残留 5月

～10月、という結果でした。 

硬式野球部では、①関甲新学生野球連盟 1部春季リーグ戦 10位、②関甲新学生野球連盟

1部 秋季リーグ戦 8位、という結果でした。 

バドミントン部では、①2025年度関東学生バドミントン春季 リーグ戦 女子 2部第 6位 

男子 3 部 A 第 4 位 4 月～5 月、②2025 年度関東大学バドミントン選手権大会 A ブロック

女子ダブルス（齋藤加賀谷）第 3位 Bブロック男子シングルス（広瀬）ベスト 8、③第７

回さくら市会長杯バドミントン大会出場、④さくら市合同練習会（小中学生へのバドミント

ン指導）、⑤2025 年度関東学生バドミントン秋季リーグ戦 女子 3 部 B 優勝、男子 3 部 A 第

5 位、⑥令和 7 年度第 68 回東日本学生バドミントン選手権大会女子団体 ベスト 32、女子

ダブルス（齋藤加賀谷）ベスト 32、女子シングルス(加賀谷）ベスト 32、⑦令和 7年度全日

本学生バドミントン選手権大会 女子ダブルス（齋藤加賀谷）出場、女子シングルス(加賀

谷）出場、⑧LAマイスター（株）主催地域イベントボランティア（栃木県立特別支援学校宇

都宮青葉学園にて、障がいのある方へのバドミントン体験スタッフとして参加）➈2025 年

度第 14回全日本教育系学生バドミントン選手権大会 男子シングルス（三浦）準優勝（廣

瀬）ベスト 8、女子ダブルス（小林加賀谷）第 3 位、➉第 45 回栃木県オープンバドミント

ン選手権大会（団体 Bチーム）準優勝（団体 Cチーム）第 3位、⑪関東学生バドミントン新

人選手権大会 B ブロック男子ダブルス（中川平塚）第 3 位、B ブロック男子団体ベスト 8、

Aブロック女子シングルス（加賀谷）ベスト 8⑫栃木県総合バドミントン選手権大会女子ダ

ブルス（小林小早谷）優勝（齋藤能登）準優勝、という結果でした。 

陸上部では、①第 71 回栃木陸上競技春季大会・男子 200ｍ第 2位（杉本晴駿）・男子 400

ｍ第 3位（大塚海玖）・男子 400ｍ第 1位・齋藤晴男子 400ｍハードル第 1位・大島瑠斗男子

走幅跳第 2 位・三島美結女子 100ｍ第 1 位、女子 200ｍ第 2 位・平子晴夏女子 100ｍハード

ル第 2 位・女子 400ｍハードル第 2 位、男子 4×100ｍリレー第 1 位・男子 4×400ｍリレー

第 1位・女子 4×100ｍリレー第 1位（大会新記録樹立）、②2025日本学生陸上競技個人選手

権大会、ワジェロ リサ女子 100ｍ出場・村上珠梨女子 100ｍ出場・三島美結女子 100ｍ出場、

③第 104 回関東学生陸上競技対抗選手権大会、大島瑠斗男子 2 部走幅跳第 4 位・杉本晴駿

男子 2 部 200ｍ第 2 位、斉藤晴男子 2 部 400ｍハードル第 4 位・鈴木俊介輔男子 200ｍ第 8

位、男子 2 部 4×400ｍリレー第 8 位・女子 1 部 4×100ｍリレー第 7 位、④第 96 回栃木県
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陸上競技選手権大会、杉本晴駿男子 200ｍ第 1位・齋藤晴男子 400ｍハードル第 1位・ 

男子 4×100ｍリレー第 1 位・男子 4×400ｍリレー優勝・平子遥夏女子 400ｍハードル第 3

位・三島美結女子 100ｍ第 1 位、女子 200ｍ第 1 位（大会新記録樹立）・女子 4×100ｍリレ

ー第 1位 ⑤第 109回日本選手権リレー、女子 4×100ｍリレー出場 ⑥第 20回トワイライ

ト・ゲームス、杉本晴駿男子 200ｍ出場 ⑦第 98 回関東陸上競技選手権大会、杉本晴駿男

子 200ｍ優勝・齋藤晴男子 400ｍハードル第 6 位 ⑧第 36 回関東学生新人陸上競技選手権

大会・杉本 晴駿男子 200ｍ第 5位・村上珠梨女子 100ｍ第 7位 ➈第 41回 U20日本陸上競

技選手権大会 斉藤晴 U20男子 400mハードル第 6位 ➉第 79回国民スポーツ大会（滋賀）、

杉本晴駿青年男子 300ｍ出場、成年少年男子共通 4×100ｍリレー出場・三島美結青年少女女

子共通 4×100ｍリレー出場、という結果でした。 

自転車部では、①全日本学生 RCS第 1戦・JICFオープンロード・クラス 1+2（100km） 

 1位（及川弘恭）・2位（阿蘓来夢）・8位（楢山 結己）②全日本学生 RCS第 3戦・1.15㎞

個人タイムトライアル 3位（及川弘恭）・クリテリウム（テンポレース方式）クラス 1 9位

（及川弘恭）③第 27 回全日本学生選手権クリテリウム大会クリテリウム（39㎞）7位 

（阿蘓来夢）・13位（及川 弘恭）④全日本学生 RCS第 4戦（C1/クラス 1,2（36.4㎞）4 

位 ⑤第 40 回全日本学生選手権ロードレース大会 個人ロードレース（154㎞）11位（阿

蘓来夢）⑥第 65 回東日本学生選手権トラック自転車競技大会・スクラッチ 3 位（及川 弘

恭）⑦全日本学生 RCS 第 5戦 Day1ポイントレース（クラス 1）2位（及川 弘恭）・3位（楢

山結己）、（クラス 2）3 位（左田龍脩）・4 位（楢山結己）、Day2 ロードレース（クラス 1）

３位（及川弘恭）・11 位（楢山結己）（クラス 2）１位（生田楓唯）・4位（左田龍脩）（クラ

ス３）8位（澤口龍馬）・10 位（河野星成） ⑧文部科学大臣杯第 79回全日本大学対抗選手

権自転車競技大会 オムニアム 15位（及川弘恭）、個人ロードレース（150㎞）14位（阿蘓

来夢）・23 位（及川弘恭）・30 位（楢山結己）・38 位（左田龍脩）⑨全日本学生 RCS 第 6 戦

（クラス 1）2位（及川弘恭）（クラス２）1位（左田龍脩）⑩全日本学生 RCS第 7戦（クラ

ス 1）1 位（左田龍脩）・2 位（及川弘恭）⑪第 63 回全日本学生選手権チーム・ロード・タ

イムトライアル大会 11位（佐田、生田、阿蘓、及川）⑫第 10回全日本学生選手権個人ロ

ード TT自転車競技大会 32位（左田龍脩）・58位（及川弘恭）・59位（生田楓唯）⑬ 

全日本学生 RCS第 8戦（クラス 1）2位（左田龍脩）・4位（阿蘓来夢）（クラス 3）3位（澤

口龍馬）⑭全日本学生 RCS 最終戦第 20 回明治神宮外苑大学クリテリウム 大学対抗 3 位

（左田、阿蘓、及川）グループ 1（大学対抗）4位（及川弘恭）・7位（阿蘓来夢）・24位（左

田龍脩）、グループ 2 16（生田楓唯）位、グループ 3 1 位（西村林太朗）・8 位（澤口龍

馬）・12位（河野星成）⑮全日本学生 RCS最終戦第 21回明治神宮外苑大学クリテリウム 大

学対抗 3位（左田、阿蘓、及川）グループ 1（大学対抗）4位（及川弘恭）・7位（阿蘓来夢）・

24 位（左田龍脩）、グループ 2 16 位（生田楓唯）位、グループ 3 1 位（西村林太朗）・8

位（澤口龍馬）・13 位（河野星成）⑯全日本学生 RCS オープン戦 クラス 3 1 位（澤口龍

馬）、という結果でした。 
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部活動の充実は、本学全体の学生確保が連動するため、財政的な負担の中においても中長

期計画に基づき練習環境の安全性及び機能性へのさらなる改善を図るべく年次的に早期整

備を実現し、今後とも部活動の活性化と学生数確保を連動させる必要があります。 

また、文化系として、吹奏楽部が大学・短大の両学生が参加し一層拡大充実してきており、

令和７年度は、①地域からの依頼を受けたボランティア演奏、②作新祭での演奏、③「第 6

回定期演奏会」を総合文化センターで開催しました。さらに、第 57回栃木県アンサンブル

コンテスト（大学の部）において金賞を受賞しました。併せて、栃木県代表として出場した

第 31回東関東アンサンブルコンテストにおいても金賞を受賞しました。その他、ロータア

クトクラブにおいては、会員約 25名と顧問生田教授で活発に活動しており、学内の献血の

呼び込みや宇都宮東ロータアクトと共同で宇都宮の二荒山神社境内およびバンバ広場の清

掃活動を行い、地域貢献に努めました。また、オルター（アントレプレナー研究会）は、宇

都宮市創造都市研究センターに所属する学生によって構成されるグループであり、宇都宮

市内の複数間大学と連携しながら、同研究会では、宇都宮市内中心部を流れる田川を中心と

した市街地活性化に関する研究活動を展開した。なお、令和６年度に本学経営学部と東京の

武蔵野大学アントレプレナー学部が連携協定を締結して、シンポジウムを開催し、今後情報

交換並びにさまざまな活動を実施しました。なお、令和７年度末にオール大学・短大の奉仕

活動サークル「作新学院大学キャンパスライオンズクラブ」を設立していくための準備会議

を開催し、49名の会員が集まり、令和 8年 6月の設立会開催を予定しています。 

（8）研究基盤経費の確保と省エネ・安全確保 

令和 7年度は、文科省の公募事業として、私立大学等総合支援事業の「プラットフォーム

形成」（タイプ 5大学）が採択されました。次年度は、さらにハードルが高くなることが予

想されますので一層改善を図り再度獲得に向けて努力して参ります。教育の質に係る客観

的指標調査の項目に基づく改善の実施については、大学においては、「教育の質に係る客観

的指標調査票」の向上を目的として「教育の質保証」に係る検討チーム」を設置して検討し

た結果、+1％に改善されました。なお、短大においては、「教育の質保証」が＋6％の増額（43

点）を記録し、ほぼ満点であり高い評価を受けました。 

また、昨年度に比較し大学・短大とも向上しましたが、大学、短大の「教育の質的転換（タ

イプ 1）」は残念ながら採択されませんでした。引き続き補助金獲得の PTを中心として全学

体制で補助金獲得に取り組んで参ります。なお今年度、外部資金獲得委員会において、     

外部資金獲得のための取り組みについて検討し、また、大学コンソーシアムとちぎ、宇都宮

大学 URA/学術研究部主催の「科研費助成事業説明会」（6月オンライン開催）に教職員が参

加しました。 

情報セキュリティについては、2025年度インシデント発生件数は、29件発生し、内訳は

メール誤送信 15 件、サポート詐欺画面 5件、その他 9件でした。今年度、教職員を対象と

した情報セキュリティ研修を 3回実施しました。その他、メール誤送信防止ソリューション

MailAdviserの導入および教職員への適用が完了し、サーバ室の監視カメラの老朽化対策と
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して機器更新を実施しました。 

情報センターでは、今年度 CampusPlan Smart 版への移行、職員用 PC の置き換え、学内

PCの Windows11 への移行が完了しました。また、3305 教室へのアクセスポイントの設置及

び情報センターオープンスペースの無線 LAN 機器の機器更新を行いました。さらに、無線

LAN 通信ができなくなった場合の Q&Aを作成し、周知しました。 

 図書館では、以下の 5点を実施しました。 

・本学学術情報リポジトリの利用案内を新たに作成し、新入生の図書館教育や新任教職員

研修で説明および配付した。 

・前年度（令和 6年度）に加入した大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）の情報を

活用し、価格高騰が続く外国語データベースの契約を見直して予算圧縮に努めた。2026

年度より安価なデータベースに変更する。 

・仮図書館では、限られたスペースながら可動式のテーブルと椅子、ホワイトボード等を

移設し、学生の学修支援とサービス向上に努めた。 

・図書資料の IC 化に伴い、蔵書点検作業の大幅な効率化や図書探索作業の簡便化を図っ

た。職員 5名が対応し、図書館 SAも一部従事した。作業日数は延べ 8日間。紛失件数

0件。 

・一般利用者の令和 7年度実績(年間)は、入館者数延べ 363名、利用者証作成 30名であ

った。利用者数が減少（前年度比 543名減）したのは、図書館空調工事による図書館本

館閉館（仮図書館移転）の影響があったと思われる。一方で、令和 7年度は広報を強化

し、図書館だより「SAKUらいぶ」や図書館入口デジタルサイネージ等を活用して PRに

努めた。地域貢献の面では、「清原中学校の生徒 3名のインターンシップ（図書館司書

の仕事体験）を受け入れ、地域の事業に協力した。 

   備考 図書館本館の空調工事により、令和 7年 7月 1日～12月末まで図書館の機能を

仮図書館（中央研究棟２階会議室）に移転して運営した。 

  また、県防災士会の協力を得て例年実施している防災教育への取組について、令和 7年

度には、6 月と 9 月の 2 回にわたり防災士養成研修講座（平成 29 から継続）を実施し、さ

らに平成 27 年度から継続している連続公開授業「減災・リスクマネジメント概論」を実施

（12月 4日～1月 8日の計 4回）しました。また、昨年度、栃木県内の大学等が防災・減災

に関する課題解決に向けた教育・研究等を実施するにあたり、連携協力推進を目的とした連

絡調整を行うことを目的として、県内 5大学（足利大学、宇都宮大学、国際医療福祉大学、

作新学院大学、作新学院大学女子短期大学部）で提携した「栃木県の大学等による防災・減

災活動連絡調整会議では、今年度も本学が同会議の世話人校を務め 2回（9月と 3月）実施

しました。 

令和 7年度の施設備整備に関して、「施設・設備事業」及び「修繕事業」の内容は次の通

りです。 

【施設・設備事業】 
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・図書館・清原ホール・第２体育館空調更新・新設工事（EHP）（補助金：80,701,550円獲

得、・高圧線引込共同溝設備工事、・情報センター講習室等パソコン更新、・第３教育棟多

目的トイレ改修工事、・図書館ゼミ室パソコン更新、・第３教育棟屋外防犯カメラ更新工

事、・ 情報センターLED照明設備更新工事、・第 3教育棟(3306/3209)映像、・音響設備改

修、・第１教育棟(1104)空調改修工事、・空調機器消費電力メーター取付、・公認心理師課

程センター設置の什器更新、・清原ホール音響・映像機器等交換修理工事、・第 1教育棟ト

レーニング室器機（ハーフラック他）更新、・第 1教育棟(1401)移動式机・椅子更新、・ス

ポーツマネージメント研究室パソコン更新、・サッカーゴール更新、・短大名称変更に伴う

屋外看板（2ヵ所）更新  

【修繕事業】 

・ 消防設備（誘導灯）修繕工事、・野球場バックスクリーン改修工、・中央研究棟地下プ

ール残水汲取り清掃、・消防設備（屋内消火栓等）修繕工事、・けやき剪定、・学生会館北

側ドア修繕工事、・学生会館天井部雨漏り修繕工事 

 

2）大学院 

＜経営学研究科＞ 

1. 担当教職員（スタッフ） 

令和７年度 博士前期課程論文指導者一覧 

氏 名 職 位 等 指 導 分 野 

天尾 久夫 教 授 マネジメント経済・ファイナンス 

荒木  宏 教 授 公共政策 

石川  智 教 授 スポーツ政策論 

石川 順章 准教授 公益事業論 

今宿  裕 教 授 地域スポーツ経営論 

斉藤  麗 教 授 スポーツ組織論 

高橋 秀行 教授（特任） 経営情報論 

高柳 秀史 教 授 統計学 

中川 仁美 教 授 会計学 

張  海燕 准教授 観光・起業マネジメント論 

趙  美慧 准教授 国際経営論・流通論 

前橋 明朗 研究科長 租税法・株式会社論 

簗取 萌 准教授 医療マネジメント 

和田 尚久 教授（特任） 租税法 

 

令和７年度 博士前期課程授業科目及び担当者 
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区分 授業科目 
授業

方法 

必修 

選択 

単

位 

履修

年次 
担当教員名 備考 

基 

礎 

科 

目 

経営学特論 講義 選択 2 1･2 ○簗取 萌  

経済学特論 講義 選択 2 1･2 ○天尾 久夫  

会計学特論Ⅰ 講義 選択 2 1･2 ○和田 尚久  

会計学特論Ⅱ 講義 選択 2 1･2 ○中川 仁美  

統計学特論 講義 選択 2 1･2 ○高柳 秀史  

情報科学特論Ⅰ 講義 選択 2 1･2 ○高橋 秀行  

情報科学特論Ⅱ 講義 選択 2 1･2 ○高橋 秀行  

 

専 

攻 

科 

目 

経営史特論 講義 選択 2 1･2 ○那須野公人 客員教授 

経営管理論特論 講義 選択 2 1･2 ○石川 智  

経営組織論特論 講義 選択 2 1･2 ○斉藤 麗  

経営戦略論特論 講義 選択 2 1･2 ○張 海燕  

管理会計学特論 講義 選択 2 1･2 ○中川 仁美  

財務管理論特論Ⅰ 講義 選択 2 1･2 ○中川 仁美  

財務管理論特論Ⅱ 講義 選択 2 1･2 ○中川 仁美  

経営分析論特論 講義 選択 2 1･2 ○和田 尚久  

税法特論Ⅰ 講義 選択 2 1･2 ○前橋 明朗  

税法特論Ⅱ 講義 選択 2 1･2 ○前橋 明朗  

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ論特論Ⅰ 講義 選択 2 1･2 ○石川 順章  

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ論特論Ⅱ 講義 選択 2 1･2 ○石川 順章  

流通ｼｽﾃﾑ論特論 講義 選択 2 1･2 ○趙 美慧  

企業論特論Ⅰ 講義 選択 2 1･2 ○前橋 明朗  

企業論特論Ⅱ 講義 選択 2 1･2 ○前橋 明朗  

国際金融論特論 講義 選択 2 1･2 ○天尾 久夫  

国際経営論特論 講義 選択 2 1･2 ○那須野公人 客員教授 

ﾍﾞﾝﾁｬｰ起業論特論 講義 選択 2 1･2 ○張 海燕  

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ演習 演習 選択 2 1･2 ○前橋 明朗  

人的資源管理特論 講義 選択 2 1･2 ○那須野公人 客員教授 

研究開発管理論特論Ⅰ 講義 選択 2 1･2  武田 作郁  

研究開発管理論特論Ⅱ 講義 選択 2 1･2  武田 作郁  

知的情報論特論 講義 選択 2 1･2  春日 正男 客員教授 

情報技術経営特論 講義 選択 2 1･2   R7非開講 

経営学特別演習Ⅰ 演習 必修 2 1 論文指導教員 
○印の者及び 

ゼミ 
経営学特別演習Ⅱ 演習 必修 2 1 



23 
 

経営学特別演習Ⅲ 演習 必修 2 1･2 別表教員一覧による 修士論文 

課題研究 経営学特別演習Ⅳ 演習 必修 2 1･2 

関連

科目 

ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ 講義 選択 2 1･2 ○荒木 宏  

論文作成法（日本語） 講義 選択 2 1･2 ○斉藤 麗  

 

令和７年度 博士後期課程授業担当及び担当者 

科 目 名 単位 開講期 研究指導 担当教員名 専・兼の別 

企業論特殊研究Ⅰ 2 前期 ○ 前橋 明朗 専任 

企業論特殊研究Ⅱ 2 後期 ○ 前橋 明朗 専任 

公益事業論特殊研究Ⅰ 2 前期 ○ 荒木 宏 専任 

公益事業論特殊研究Ⅱ 2 後期 ○ 荒木 宏 専任 

経営組織論特殊研究Ⅰ 2 前期 ○ 斉藤 麗 専任 

経営組織論特殊研究Ⅱ 2 後期 ○ 斉藤 麗 専任 

競争戦略論特殊研究Ⅰ 2 前期 ○ 張 海燕 専任 

競争戦略論特殊研究Ⅱ 2 後期 ○ 張 海燕 専任 

戦略的マネジメント特殊研究Ⅰ 2 前期 ○ 趙 美慧 専任 

戦略的マネジメント特殊研究Ⅱ 2 後期 ○ 趙 美慧 専任 

経営労務論特殊研究Ⅰ 2 前期    

経営労務論特殊研究Ⅱ 2 後期    

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ行動論特殊研究Ⅰ 2 前期    

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ行動論特殊研究Ⅱ 2 後期    

研究開発管理論特殊研究Ⅰ 2 前期    

研究開発管理論特殊研究Ⅱ 2 後期    

税務会計論特殊研究Ⅰ 2 前期 ○ 前橋 明朗 専任 

税務会計論特殊研究Ⅱ 2 後期 ○ 前橋 明朗 専任 

財務論特殊研究Ⅰ 2 前期 ○ 中川 仁美 専任 

財務論特殊研究Ⅱ 2 後期 ○ 中川 仁美 専任 

情報ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊研究Ⅰ 2 前期 ○ 春日 正男 兼任 

情報ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊研究Ⅱ 2 後期 ○ 春日 正男 兼任 

情報ｼｽﾃﾑ論特殊研究Ⅰ 2 前期    

情報ｼｽﾃﾑ論特殊研究Ⅱ 2 後期    

開発経済論特殊研究Ⅰ 2 前期 ○ 天尾 久夫 専任 

開発経済論特殊研究Ⅱ 2 後期 ○ 天尾 久夫 専任 

労働法特殊研究Ⅰ 2 前期    

労働法特殊研究Ⅱ 2 後期    

マネジメント会計特殊研究 Ⅰ 2 前期 ○ 中川 仁美 専任 

マネジメント会計特殊研究 Ⅱ 2 後期 ○ 中川 仁美 専任 
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科学的方法論特殊研究Ⅰ 2 前期 ○ 高柳 秀史 専任 

科学的方法論特殊研究 Ⅱ 2 後期 ○ 高柳 秀史 専任 

マーケティング論特殊研究Ⅰ 2 前期    

マーケティング論特殊研究Ⅱ 2 後期    

研究指導 － － ○印の教員 － 

 

2．令和７年度 基本方針 
(1) 経営学研究科の開講科目とその担当教員に関する事項  

(2) 経営学研究科の教育課程及び試験に関する事項 

(3) 経営学研究科の授業及び研究指導に関する事項 

(4) 経営学研究科学生の身分に関する事項（ただし、前項に規定するものを除く） 

(5) 経営学研究科の自己評価・点検に関する事項 

(6) その他、経営学研究科に関する事項 

 

3．令和７年度 重点的に取り組むべき課題（学長方針に対応する施策や計画の成果） 

 課題の概要 課題解決に向けた施策の概要 実 績 

(1) 

大学、大学院、短大の定員

の適正化を踏まえた学生

確保（留学生、社会人を視

野に入れて）の具体的対応

策の検討  

経営学研究科の特色を全面に出

した広報活動の実施  

経営学研究科の特色を全

面に出した広報活動を実

施した。 

(2) 

（重点内容）  

「生涯活躍」の人材育成

を目指したリカレント・

リスキリング教育の実施

に向けた検討（長期履修

制度の実施・広報の強化

等）  

（実施計画内容）  

長期履修者制度を活用し

た社会人の受入れ  

県内外における組織への広報活

動を展開  

県内外における組織への

広報活動を展開した。 

(3) 

「教職協働」の構築による

大学運営の強化と学生の

学習（シラバスと授業状

況）・生活支援の強化  

教員・職員のコミュニケーション

の増加と共有  

教員・職員のコミュニケ

ーションの増加と共有を

行った。 

(4) 公的研究費等や補助金獲 公的研究費獲得に向けたプロジ 公的研究費獲得に向けた
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得に向けた学内体制の整

備コンプライアンスの遵

守  

ェクトチームの作成と検討  プロジェクトチームの検

討を行った。プロジェク

トチームの設置について

は、次年度の検討課題と

した。 

(5) 
学内における施設等の整

備・新設に向けた計画推進  

大学院生室の整備  大学院生室の整備を行っ

た。 

(6) 
地域との連携強化  地域企業への広報活動の強化  地域企業への広報活動の

強化に取り組んだ。 

(7) 

「スポーツの作大」という

ブランドの構築に向けた

施設等の整備とスカウテ

ィングによる学生確保  

県内におけるスポーツ組織への

広報と大学院生の確保  

県内におけるスポーツ組

織への広報と大学院生の

確保に取り組んだ。 

(8) 

実践的な教育内容を採用

して税理士資格を目指す

人材や即戦力と成り得る

人材養成による地域貢献  

経営学領域を確立し、博士前期課

程及び博士後期課程における論

文指導及び審査体制の強化  

経営学領域を確立し、博

士前期課程及び博士後期

課程における論文指導及

び審査体制を強化した。 

(9) 

本学経営学部からの進学

者の増加  

学部における講義や演習等にお

いて大学院進学の魅力を周知  

学部における講義や演習

等において大学院進学の

魅力を周知した。 

 

4．令和７年度 主な事業計画に対する実績 （具体的な事業・取り組みに対する実績） 

(1) 経営学研究科の特色を全面に出した広報活動を実施した。  

①大学院生の活躍を広報した。 

②修了生の協力による広報活動を展開した。 

③起業家、事業承継者、「税理士」等の会計・法律専門職等に就いた修了生を広報した。 

④税理士等に関する資格を取得した学生を広報した。 

⑤強化部出身の学部卒業生への大学院の広報と受け入れを行った。 

⑥海外への広報活動を行った。 

⑦質の高い留学生の確保に取り組んだ。 

⑧国内外における大学との連携について検討した。 

⑨大学院生（日本人）への奨学金制度を検討した。 

 

(2) 県内外における組織への広報活動を展開した。 

①連携する地元企業及び県内におけるプロスポーツクラブから社会人の受け入れを推

進した。 
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②県内外への長期履修制度の広報を行った。 

③強化部出身の学部卒業生への大学院の広報と受け入れを行った。 

④県外における企業への広報活動を展開した。 

⑤医療関係企業への広報活動の展開について検討した。 

 

(3)教員・職員のコミュニケーションの増加と共有を行った。 

①教職員間における情報共有を徹底した。 

②教職員間におけるコミュニケーションを共有した。 

 

（4）公的研究費獲得に向けたプロジェクトチームの検討を行った。プロジェクトチームの

設置 

については、次年度の検討課題とした。 

①科学研究助成事業への応募を推進した。 

②教育・研究開発改善経費への応募を推進した。 

③論文投稿（作大論集含む）を推進した。 

④競争的資金獲得者による応募支援を行った。 

⑤研究科内及び学部内における研究会の実施を検討した。 

⑥研究プロジェクトチームの設置については次年度の検討課題とした。 

⑦企業との連携によるビジネスモデルについて検討した。 

 

（5）大学院生室の整備を行った。 

①院生室の充実に取り組んだ。 

②学生のニーズに応じた施設を提供した。 

 

（6）地域企業への広報活動の強化に取り組んだ。 

①長期履修者制度を広報した。 

②施設貸出しの広報については、今後の検討課題とした。 

③経営学研究科に所属する教員や学生を広報した。 

④地域企業や商店街と連携したイベントの試行を検討した。 

⑤連携先との共同研究を検討した。 

 

(7)県内におけるスポーツ組織への広報と大学院生の確保に取り組んだ。 

  ①地元企業及び県内におけるプロスポーツクラブに対する広報活動を強化した。 

  ②連携する地元企業及び県内におけるプロスポーツクラブからの社会人の受け入れ体制

構築を 

検討した。 
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 ③長期履修制度については、今年度の活用実績はなかった。 

 ④強化部出身の学部卒業生に対し、大学院の広報を行ったが、受け入れ実績はなかった。 

 

（8）経営学領域を確立し、博士前期課程及び博士後期課程における論文指導及び審査体制

を強 

化した。 

①実務家教員による指導を強化した。 

②若手教員における D〇合および M〇合の取得を推進し、論文指導を強化した。 

③教員の博士号（論文博士も含む）取得に向けたサポートを行った。 

④博士号及び D〇合を有する教員による指導を強化した。 

⑤スポーツマネジメントを専攻する教員を活用した。 

⑥博士前期課程及び博士後期課程におけるカリキュラムの見直しを検討した。 

⑦柔軟な学修形態の運用を行った。 

 

（9）学部における講義や演習等において大学院進学の魅力を周知した。 

①大学院進学講座の継続的な実施と学部向け講座やセミナーを実施した。 

②内部進学者増加に向けたインセンティブの検討（入学金の減免、奨学金制度等）を行っ

た。 

③学部のゼミナール等において大学院を紹介した。 

④博士前期課程修了者に対する博士後期課程への進学促進をした。 

⑤キャリア・就職支援課及びキャリア・就職支援委員と連携した。 

⑥学部卒業生への大学院の広報と受け入れを行った。 

⑦実践的且つ愉快なイベントの試行を検討した。 

⑧ 内部進学者への奨学金制度を検討した。 

 

 

5．備考 

•  Instagram を活用し、研究科の取り組みや学生の活動に関する広報を行った。  
•  他大学の事例や国の方針を踏まえ、大学院における入学金・授業料免除制度を整備した。  
•  船田特別奨学金規程を改正し、大学院入学者及び大学院生に対する経済的支援制度を整

備した。  
•  留学生の受入れを進め、多様な学生が学ぶ研究科としての特色発信に努めた。  
•  上海大学との連携を進め、招へい研究員の受入れ、研究者交流、特別講座の実施等を通

じて、国際的な教育研究交流を推進した。  
•  前橋研究科長を中心に、教職員間の連携を図りながら研究科運営に取り組んだ。  
•  栃木県内において博士号（経営学）の取得が可能な大学院として、博士前期課程及び博
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士後期課程の学生を受け入れた。  
•  税理士科目免除論文を含め、各専門分野の教員が連携し、論文指導及び研究支援を行っ

た。  
•  実務家教員を含む多様な教員配置を活かし、論文指導及び審査体制の充実に努めた。  
•  博士前期課程修了後の博士後期課程進学も視野に入れた継続的な進学意識の醸成に努め

た。 
 

＜心理学研究科＞ 
1.担当教職員（スタッフ） 

教員 
西谷健次（研究科長）、高浜浩二（臨床心理センター長）、田所摂寿、村田明日香、杉原聡子、

下郷大輔、柴原早紀、半田瞳 
事務職員 
山田敦子（臨床心理センター）、鍋田有希子（臨床心理センター）、南朝子（臨床心理センター）、

杉山 智哉（臨床心理センター） 
 
2.令和 7年度 基本方針 

(1) 心理学研究科の教育研究に関すること 
(2) 臨床心理センターの活動に関すること 
(3) その他心理学研究科に関すること 

 
3.令和 7年度 重点的に取り組むべき課題（学長方針に対応する施策や計画の成果） 

 課題の概要 課題解決に向けた施策の概要 実 績 

(1) 

「公認心理師課程セン

ター」の開設による指

導体制の充実と強化 

「公認心理師課程センター」

を集いの場とし、心理学の魅

力を今まで以上に伝えていき

ます。 

・備品、書籍等を設置し、授

業等での活用を開始 

(2) 

公認心理師資格試験合

格率向上のための指導

体制の充実と強化 

公認心理師模擬試験の導入に

より、資格試験に対する院生

の意識を高めます。 

・公認心理師模擬試験の実

施 

・授業内での資格対策指導

の強化 

・臨床心理士資格試験対策

講座を 4 回実施 

・臨床心理士試験 5 名、公

認心理師試験に 5 名合格 

(3) 
公認心理師・臨床心理

士有資格者の実績に関

する広報の充実 

臨床心理センター他における

相談活動等を継続して実施

し、諸実績を大学 HPなどによ

・臨床心理センターの活動、

資格試験合格者数等を HPで

公開 
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り広報します。 

(4) 

入学者の確保 経済的理由で進学を断念する

学生が多いので、成績等によ

る優遇措置を検討します。 

・船田奨学金規程を改正し、

経済的支援を大学院に適用 
・内部進学者の増加に向け

て、修士論文関係発表会の

学部生への公開 

(5) 

臨床心理センター業務

のマニュアル化 

臨床心理士資格認定協会より

指摘のあった臨床心理士セン

ター業務のマニュアル化を進

めます。 

・進行中 

 
4.令和 7年度 主な事業計画に対する実績 （具体的な事業・取り組みに対する実績） 

(1) 「公認心理師課程センター」の開設による指導体制の充実と強化 

・備品、書籍等を設置し、授業等での活用を開始：本棚、ロッカー、机、いす、カーペッ

ト、ブラインド等の備品を設置し、本棚に書籍を配置しました。また、学部・大学院の授

業での活用を開始しました。ただし、学部生と大学院生の交流はまだ十分とは言えず、有

効活用に向けた努力を今後も継続します。 

・公認心理師模擬試験を実施（9 月）：公認心理師試験対策として実施しましたが、日程

が修士論文中間発表会に近かったためか、大学院生の準備不足で試験結果は振るいませ

んでした。また、令和 6 年度の第 8 回公認心理師試験も合格者 1 名と振るわず（第 7 回

試験は合格者 9名）、模擬試験と同様の結果となりました。模擬試験が資格試験に直結す

るよう、対策について検討します。 

・資格対策講座の開催：修了生を対象とした臨床心理士試験対策を 4回実施しました。 

(2) 公認心理師資格試験合格率向上のための指導体制の充実と強化 

・公認心理師模擬試験の実施：昨年度に続き公認心理師模擬試験を実施しました。昨年度

は同試験に対する学生の意識が低かったため、本年度は昨年度以上に意識を高める指導

を行いました。 

・授業内での資格対策指導の強化：資格取得意識強化を目的として、「心理学研究法特論」

を、公認心理師資格取得を学生に意識させる授業と位置づけ、過去問や模擬問題に取り組

ませました。 

・臨床心理士資格試験対策講座を 4回実施：10月、11月の臨床心理士試験に向け、修了

生を対象として対策講座を月 1回土曜日に開催しました。 

・令和 7 年度資格試験合格者数：臨床心理士試験 5 名、公認心理師試験に 5 名合格しま

した。 

・栃木県家族支援事業：臨床心理センターにおいて児童相談所と連携した相談を実施しま

した。 

・「とちぎにじいろダイヤル」ネットワーク会議への参加：栃木県と連携して性的マイノ
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リティの方への相談窓口となりました。 

(3) 公認心理師・臨床心理士有資格者の実績に関する広報の充実 

・臨床心理センターの活動、資格試験合格者数等を HPで公開：臨床心理センターの活動

紹介、資格試験合格者数等を HP で公開しました。ただし、栃木県および県内各市町にお

ける SC スーパーバイザーを始めとする地域貢献活動については、大学 HP での発信は不

十分でした。次年度の課題として充実を図りたいと考えています。 

(4)入学者の確保 

・入学実績：令和 8年度の入学生は 9名（内部 4名，外部 5名、なお家庭都合による入学

辞退者外部 1名）となり、昨年度から 4名の増加となりました。昨年度の入学者減少の原

因は、民間就職が好調であったこと、心理専門職を希望する者（本学以外も含め）が漸減

してきていることによるものと分析しています。 

・修士論文関係発表会の学部生への公開：人間文化学部の在学生に対して修士論文関係の

各種発表会が公開であることを周知しました。 

・船田奨学金規程を改正し、経済的支援を大学院に適用：船田奨学金を、大学院に適用す

ることで、高等教育の無償化に相当するものと位置づけました。 

・内部進学者の増加に向けて、修士論文関係発表会の学部生への公開：修士論文関係発表

会を学部生に公開し、 

(5)臨床心理センター業務のマニュアル化 

臨床心理センターの学内での位置づけが曖昧であり、業務運営体制に諸々の問題があ

ることが判明しました。本年度は、業務上の諸問題の解消に努めました。業務のマニュア

ル化については次年度に実施する予定です。 

・「公認心理師課程センター」の設置に向けた支援：教室設備（固定机の撤去，カーペッ

ト・ブラインドの設置）の整備が終わり，現在は物品搬入待ちの状況です。センターを積

極活用について心理学関係教員に周知を図りました。 

 
3）学部 

＜経営学部＞経営学科・スポーツマネジメント学科 

1. 担当教職員（スタッフ） 

令和７年度 経営学部 教員一覧（専任教員及び特任教員） 

学科 氏名 職位等 主な担当科目 

経営学科 

荻原 明信 教授（学部長） 情報システム基礎 

天尾 久夫 教授 金融論 

荒木 宏 教授 公共経営論 

中川 仁美 教授（学科長） 会計学総論 

前橋 明朗 教授 企業と法 

石川 順章 准教授 公共事業論 

張 海燕 准教授 観光概論 



31 
 

学科 氏名 職位等 主な担当科目 

趙 美慧 准教授 流通論 

林 恵 准教授 教職論（商） 

簗取 萌 准教授 経営組織論 

森 亮太 講師 財務諸表論 

杉本 育夫 特任教授 管理会計論 

和田 尚久 特任教授 税務会計論 

スポーツマネ

ジメント学科 

笠原 彰 教授（学科長） スポーツビジネスコーチング論 

石川 智 教授 スポーツと地域社会 

斉藤 麗 教授 スポーツ組織論 

今宿 裕 教授 スポーツマネジメント論 

武田 作郁 准教授 スポーツ政策論 

森岡 宏行 准教授 情報ネットワーク論 

小寺 美沙季 講師 キャリアデザイン 

相馬 聡 講師 スポーツ生理学 

高橋 秀行 特任教授 データベース概論 

長尾 秀行 特任准教授 スポーツバイオメカニクス 

 

 

令和 7年度 経営学部委員会構成 

委員会名 委員数 委員名（◎：委員長 ○：副委員長） 全学委員会 委員名（◎：委員長） 

運営委員会 8 

◎学部長：荻原 明信 
 経営学科長：中川 仁美 
 スポーツマネジメント学科長 兼 
 入試部長：笠原 彰 
 学生部長：斉藤 麗 
 入試委員長：武田 作郁 
 教務委員長：石川 智 
 学生委員長：今宿 裕 
 広報委員長：小寺 美沙季 

学長補佐会議 
荻原，斉藤，前橋 

ＥＭ・ＩＲ室 荻原，斉藤，前橋 

運営会議 荻原，笠原，斉藤，前橋 

危機管理会議 荻原，斉藤，前橋 

中長期計画 
策定委員 

◎斉藤，石川（智），中川  

学部将来計画 
委員会 

◎張，石川（智），斉藤，武田，趙
（美），中川，簗取 

自己点検評価委員 荻原 

入試委員会 7 
◎武田，○天尾，石川（順），今宿，笠原， 
張，長尾，森  

入試部委員会 ◎笠原，荻原，斉藤，武田，前橋 

教務委員会 11 
◎石川（智），○中川，石川（順），今宿， 
小寺，武田，張，趙（美），林，森岡， 
簗取 

教育企画会議 石川（智），荻原，斉藤，前橋 

大学教育 
センター 

石川（智），今宿 

ＦＤ・ＳＤ委員会 荒木，今宿 

教員養成 
カリキュラム 

荻原，杉本，林 

教職実践センター 

運営委員会 
荻原，林 

   企業対応 ◎荻原，石川（智），石川（順），斉藤  
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委員会名 委員数 委員名（◎：委員長 ○：副委員長） 全学委員会 委員名（◎：委員長） 

学生委員会 12 
◎今宿，○簗取，石川（智），石川（順）， 
 小寺，斉藤，相馬，武田，張，趙（美）， 

林，森岡 

学生部委員会 ◎斉藤，今宿，簗取  

国際交流・ 
留学生支援室 

◎張，趙（美）  

キャンパス 
ハラスメント 
防止委員会 

今宿，武田  

キャンパス 
ライフ支援室 

石川（順），林，簗取 

体育協議会 
◎斉藤，石川（智），石川（順）， 
今宿，小寺，相馬，武田，中川 

衛生委員会 武田 

広報委員会 8 
◎小寺，○張，石川（智），石川（順）， 
 斉藤，武田，趙（美），中川 

地域協働 
広報センター 

広報部委員会 小寺  

生涯学習委員会 石川（智） 

就職委員会 6 
◎笠原，○小寺，趙（美），長尾， 
 森岡，簗取 

キャリア・就職
支援委員会 

笠原，小寺，趙（美），長尾，森岡， 
簗取 

図書・紀要 
委員会 

3 ◎天尾，○森，石川（順） 

研究インテ 
グリティ 

斉藤 

研究倫理 
委員会 

荻原，前橋 

審査委員会 天尾，森 

図書・紀要 
委員会 

天尾，石川（順） 

情報センター 
委員会 

天尾，荒木 

人事委員会 5 ◎荻原，石川（智），笠原，斉藤，中川 人事調整会議 荻原，斉藤，前橋 

資格取得 
支援室委員会 

5 ◎杉本，石川（智），荻原，中川，森 
大学院進学 
講座委員 

◎石川（順），石川（智），斉藤，中川 

2. 令和７年度 基本方針 

(1) 経営学部の教育課程および授業に関する事項  

(2) 経営学部教員の人事に関する事項  

(3) 経営学部諸規程の制定、改廃に関する事項  

(4) 経営学部学生の身分に関する事項（ただし、前項に規定するものを除く）  

(5) 経営学部の試験に関する事項  

(6) 経営学部学生の福利厚生に関する事項  

(7) 経営学部学生の賞罰に関する事項  

(8) その他経営学部の教育および研究に関する事項 

 

3. 令和７年度 重点的に取り組むべき課題（学長方針に対応する施策や計画の成果） 

 課題の概要 課題解決に向けた施策の概要 実 績 

(1) 大学、大学院、短大の定員 強化部学生、社会人、留学生の受 強化部学生を受け入れ支
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の適正化を踏まえた学生

確保（留学生、社会人を視

野に入れて）の具体的対応

策の検討 

け入れと支援 援し、スカウティングと

高校訪問を実施した 

(2) 

「生涯活躍」の人材育成を

目指したリカレント・リス

キリング教育の実施に向

けた検討（長期履修制度の

実施・広報の強化等） 

連携協定を締結している企業等

からの受け入れ推進（企業推薦に

よる学生の広報） 

地元企業と連携し、企業

推薦の学生を受け入れた 

(3) 

「教職協働」の構築による大

学運営の強化と学生の学習

（シラバスと授業状況）・生

活支援の強化 

教員・職員のコミュニケーション

の増加と共有 

教員・職員のコミュニケ

ーションを増加させた 

(4) 

中途退学・休学・留年学生に

対する防止・支援策の検討と

対応 

担任制および教員の採用による

支援の充実 

担任制を活用し、教員の

採用で支援を充実させた 

(5) 
地域との連携強化 地域企業への広報活動と連携構

築 

地域企業への広報を強化

し、連携を深めた 

(6) 

人数増加による学生一人

一人への指導・支援の一層

の充実強化 

教員の採用による指導・支援の充

実強化 

教員を採用し、指導を充

実させた 

(7) 

地元企業との密接な連携

を図り、公務員採用試験

（行政・警察官・消防士）

の合格実績の向上 

地元企業との連携による学生支

援 

地元企業と連携し、学生

を支援した 

(8) 

5 プロスポーツチームとの

連携を有効に活用したウ

ィンウィンの関係の構築

とセカンドキャリアの支

援の充実 

県内におけるプロスポーツチー

ムとの連携強化 

県内のプロスポーツチー

ムとの連携を強化した 

(9) 

資格取得支援室及び教職

実践センターを中核とし

た資格、商業の教員免許取

得志望者の増員と教員採

用試験対策の充実 

多様な学生の将来像に応じたキ

ャリア教育の展開 

キャリア教育を展開し、

専門教員による授業と支

援室・センターとの連携

を充実させた 
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4. 令和７年度 主な事業計画に対する実績 （具体的な事業・取り組みに対する実績） 

(1) 強化部学生、社会人、留学生の受け入れと支援 

1)  経営学研究科と連携した。 

2)  スポーツマネジメント学科を中心として強化部学生を受け入れた。 

3)  体育協議会と連携した。 

4)  国際交流・留学生支援室と連携した。 

 

(2) 連携協定を締結している企業等からの受け入れ推進（企業推薦による学生の広報） 

1)  連携協定可能な企業を検討した。 

2)  地元企業及び県内におけるプロスポーツチームからの受け入れを強化した。 

3)  地元企業及び県内におけるプロスポーツチームに対して広報活動を実施した。 

4)  県外の企業等に広報活動を実施した。 

 

(3) 教員・職員のコミュニケーションの増加と共有 

1) 教員・職員のコミュニケーションを増加させ、情報共有に努めた。 

 

(4) 担任制および教員の採用による支援の充実 

1)  入学時点で入試・地域協働広報課と情報を共有した。 

2)  入学後に学生課・教務課・キャリア就職支援課と情報共有し、支援策を検討した。 

3)  強化部スカウティング担当者と情報を共有した。 

4)  高校訪問する際に情報を共有した（高校教員との情報共有含む）。 

 

(5) 地域企業への広報活動と連携構築 

1) 長期履修者制度を活用した卒業生の広報を実施した。 

2) 長期履修者制度の広報を実施した。 

3) 施設貸出しの広報を実施した。 

4) 経営学部に所属する教員や学生の広報を実施した。 

 

（6）教員の採用による指導・支援の充実強化 

1) 学位（修士以上）を有する教員を新規採用した。 

2) 学生数に応じた（一人一人への充実した指導）教員を採用した。 

3) 担任制による個別指導を充実させ、副担任制を活用した。 

 

(7) 地元企業との連携による学生支援 

1) 地元企業への学外実習を実施した。 

2) キャリア教育等により地元企業と連携した。 
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3) 文武両道を体現している学生を支援した。 

4) キャリア・就職支援課と連携した。 

 

(8)県内におけるプロスポーツチームとの連携強化 

1) プロスポーツチームと連携した研究を実施した。 

2) 学生ボランティアを派遣した。 

3) プロスポーツチーム経営者による実践的な講義を実施した。 

4) プロスポーツチームによるイベントに参加した。 

5) 県内のスポーツチームと連携した。 

 

(9)多様な学生の将来像に応じたキャリア教育の展開 

1) 実務経験を有する教員によるキャリア教育を実施した。 

2) アクティブラーニングによる実践力を強化した。 

3) 学生の就職支援に関する研究を実施し、その結果を活用した。 

4) 教職実践センターと連携した。 

5) 教員採用試験対策を充実させた。 

 

5. 備考 

 全国的に 18歳人口が減少し、本学が地方の小規模大学であるという状況の中、平成 31年

度（令和元年度）以降、入学者数が入学者定員を満たしているのは刮目すべき事柄です。こ

れは、教職員の皆さまの努力のたまものです。その中でも経営学部の寄与は大きいものがあ

ります。 

 ところで、大学設置基準に定められている教員数と教授数は、収容定員数の学生を教育す

るための必要最小限必要の人数です。一方で、経営学は広がりのある学問分野であり、設け

る科目が多くなるという特性があります。当然、多様な分野の教員が必要とされます。 

見方を変えれば、経営学部には多様な学生を受け入れる素地があり、開学以来、中心的な

学部として大学に貢献し続け、特にここ数年、入学定員を上回る学生を受け入れてきました。 

以上のことから、近い将来来るであろう入学生の減少を鑑みながらも、退職教員の補充と

学生数増加への対応を睨みながら、教員補充を計画することが肝要だと考えます。 

 
＜人間文化学部＞ 発達教育学科・心理コミュニケーション学科 

1．担当教職員（スタッフ） 

【発達教育学科】 

玉城 要（教授 学部長） 

高浜 浩二（教授）高柳 秀史（教授）西谷 健次（教授）原田 明子（教授） 

安齋 薫（准教授）太田 有紀（准教授）川原 健太郎（准教授）末永 統（准教授） 

生田 敦（特任教授）大橋 幸雄（特任教授）（特任教授）髙山 裕一（特任教授） 
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浪花 寛（特任教授） 

小林 久実（特任講師） 

【心理コミュニケーション学科】 

田所 摂寿（教授）原田 明子（教授）村田 明日香（教授） 

木村 雅史（准教授）杉原 聡子（准教授）長谷部 寿女士（准教授） 

下郷 大輔（講師）下瀬川 陽（講師）柴原 早紀（講師） 

クイン・マシュー（特任講師）半田 瞳（特任講師） 

 

2．令和７年度 基本方針 

(1) 人間文化学部発達教育学科、心理コミュニケーション学科の、教育課程及び授業に

関する事項 

(2) 人間文化学部発達教育学科、心理コミュニケーション学科の、教員の人事に関する

事項  

(3) 人間文化学部発達教育学科、心理コミュニケーション学科の、 諸規程の制定、改廃

に関する事項  

(4) 人間文化学部発達教育学科、心理コミュニケーション学科の、 学生の身分に関する

事項（ただし、前項に規定するものを除く。） 

(5) 人間文化学部発達教育学科、心理コミュニケーション学科の、 試験に関する事項 

(6) 人間文化学部発達教育学科、心理コミュニケーション学科の、学生の福利厚生に関

する事項 

(7) 人間文化学部発達教育学科、心理コミュニケーション学科の、学生の賞罰に関する

事項  

(8) 人間文化学部発達教育学科、心理コミュニケーション学科の、その他教育及び研究

に関する事項 

 

3．令和７年度 重点的に取り組むべき課題（学長方針に対応する施策や計画の成果） 

 課題の概要 課題解決に向けた施策の概要 実 績 

(1) 

発達教育学科の学生確保

と教職実践センターによ

る教員採用試験合格に向

けた教職指導体制の充実 

・令和８年度学生募集を念頭に、

発達教育学科の定員適正化（現行

40人から 25人へ）を確実に行う。 

・教職実践センター常駐の教員が

主体となり、各教科担当の教員と

連携して、教員採用試験対策講座

のみならず、通常の授業・生活に

おける学習習慣の重要性を学生

に意識づけ、学習支援を行う。居

・学部教授会、運営会議、

常勤理事会、定例理事会

等の然るべき会議体にお

いて審議・了承された。

なお、心理コミュニケー

ション学科の募集定員も

60 人から 50 人に変更し

た。学部全体の募集定員

を 75 人に変更したうえ
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員採用試験対策講座の構成（実施

内容・回数など）を現実的かつ効

果的にすべくさらに改善する。 

で募集行為へと臨んだ結

果、令和 8 年度入学試験

において、発達教育学科

の入学者は 24人（定員充

足率 96％）、心理コミュ

ニケーション学科の入学

者は 69 人（定員充足率

138％）、学部全体の定員

充足率は 124％となっ

た。 

・教員採用試験（２次）に

現役生 14人が合格した 

（現役生 14人のうち、１

人で複数県に合格した者

もいた）。 

免許状取得者は２９名

（免許種別の延べ人数

56名）であった。 

(2) 

「公認心理師課程センタ

ー」の開設と大学院心理学

研究科への進学による臨

床心理士及び公認心理師

の試験合格に向けた教育

指導体制の充実 

 

 

 

 

・令和 7 年 4 月に、「公認心理師

課程センター」を開設（正式開所）

すると同時に、学生、教員による

本格的な活用に入る。 

・3 年次後期、4 年次前期に実施

される心理実習Ａ・Ｂ、3 年次前

期に開講される心理演習、その他

の通常授業・生活を通して、学生

の適性を見極めつつ、進学への指

導、支援を行う。 

第１教育棟 2階／1205教

室を「公認心理師課程セ

ンター」として正式開所

した。令和 8 年度に向け

て、施錠環境を整備し、

備品・各種什器の適切な

配備、拡充を目的とした

予算編成も行った。 

5 期生の大学院進学者

は、5名だった。なお、学

部卒業段階での「公認心

理師受験資格」取得者（公

認心理師課程修了者）は

10人だった。 

(3) 

就職率の改善向上 

 

教員、キャリア就職支援課との間

で学生についての情報共有をさ

らに進める。 

令和７年 3 月末段階で作

成した「単位取得状況・

卒業見込み」の資料をも

とに、月に複数回、学部
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長とキャリア就職支援課

長とで情報交換を行っ

た。あわせて教職実践セ

ンターの教員とキャリア

就職支援課長との間でも

頻繁に情報共有に努め

た。令和 8 年 4 月 1 日現

在の就職率は発達教育学

科が 96.9％、心理ｺﾐｭﾆｹｰ

ｼｮﾝ学科が 94.1％であっ

た。発達教育学科は前年

度比 1.1％アップ。心理ｺ

ﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科も前年度比

4.1%アップとなった。 

(4) 

県及び市教育委員会、自治

体の諸機関、作新学院小学

部・中等部との緊密な連携

強化 
 

従前からなされてきた交流、情報

交換をさらに強化する。また、教

員の派遣（すでに行なっている）

を含め相互交流の機会を多くす

る。 

県教委による採用試験に

関する説明会を開催。臨

採についても情報を得ら

れるように努めた。 
（詳細は、教職実践セン

ター事業報告を参照） 
 

4．令和７年度 主な事業計画に対する実績 （具体的な事業・取り組みに対する実績） 

(1)課題（１） 

・教員採用試験対策講座の実施   

 採用試験講座を令和 7年 5月から令和 8年 3月まで実施しました（1次対策、2次対策、

対面・遠隔を含む）。 

 ・卒論指導演習・専門演習・基礎ゼミ等の授業を通して、学習の方法・計画の立て方など

を常に意識させるように指導しました。 

(2)課題（２） 

 ・高浜浩二教授、西谷健次教授が中心となり開設に向けて準備を進めてきた「公認心理師

課程センター」が令和 7年 4月から正式開所となりました。センター長には、公認心理

師養成課程委員会委員長の田所摂寿教授が就任しました。令和 8年度に向けて、施錠環

境を整備し、備品・各種什器の適切な配備、拡充を目的とした予算編成・申請も行いま

した。 

  ・令和７年前期に 4年生対象の「心理実習Ｂ」と、後期に 3年生対象の「心理実習Ａ」を

開講しました。学外諸機関との連携もスムーズに行われました。 
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 ・主に卒論指導演習の授業担当の教員（心理学分野）が、大学院進学後の学習、研究も視

野に入れた卒論指導作成、大学院入学試験用研究計画書作成の指導を行いました。 

 ・前期、後期の履修ガイダンス時に、「公認心理師受験資格」取得に関する説明、履修指

導を行いました。 

(3)就職率向上 

 令和 6年度に引き続き、後期１年生必修の「キャリアデザイン１」を学部長が担当し、

学生のキャリアに対する考え方の醸成に努めました。あわせて、従前どおり、学生の動

向・意識を把握し、キャリア就職支援課と連携しながら、各教員が学生の背中を後押し

するように努めました。また、令和７年度も引き続き学部長が定期的（毎月 1、2 回）

にキャリア就職支援課と学生の卒業見込み、就職活動状況などに関する情報・意見交換、

情報提供の機会を設けました。 

(4)定員充足率向上・安定化への取り組み 

 教員養成と心理学を学修の中核とした学部・学科構成である点を、高校生や保護者、高

校教員に対して理解しやすい広報活動に努めました。あわせて、教育や人と関わる学問

や仕事の多様性についても分かりやすく説明しました。これにより「教員か心理士（師）

か」だけでなく、幅広い視点から学び、社会に巣立つ学びの場としての学部、学科の可

能性を、進学や進路について漠然とした意識を持つ「層」に対しても訴求できるように

しました（ホームページ上で YouTube動画も配信）。令和７年度も、学部長が引き続き

学部広報委員長を担当しました。 

発達教育学科は令和 6 年度入学者から募集定員を 40 名に引き下げましたが、令和 6

年度に実施した入試結果（令和 7 年 4 月入学者）においても二期連続で定員未充足に

終わってしまいました。また、心理コミュニケーション学科も学部全体の募集定員 100

名を維持するため、募集定員を 50 人から 60 人に増やしましたが、令和 6 年度に実施

した入試結果（令和 7 年 4 月入学者）においても最終的に定員充足率が 85％と振るい

ませんでした。発達教育学科においては令和 6 年 4 月入学者が 47.5％の非常に低い定

員充足率となり、心理コミュニケーション学科も令和 5 年 4 月入学者まで常に定員充

足していた状況から、定員未充足となった結果を踏まえ、さらに令和７年度入試におい

ても定員充足率の大幅な向上は見込めないと考え、学部全体の募集定員の見直し（発達

教育学科は現行 40人を 25 人に引き下げる。心理コミュニケーション学科は現行 60人

を従前の 50 人に戻すなど）について、学部教授会でも検討、審議し学部の総意として

運営会議へ提案を行いました。令和 6年度末での決定には至りませんでしたが、令和 7

年度開始とともに再度、常勤理事会へ募集定員の見直しを提案したところ、英断を賜り、

定例理事会においても承認を得られました。これを承けて募集行為に臨んだ結果、令和

8年度入学試験において、発達教育学科の入学者は 24人（定員充足率 96％）、心理コミ

ュニケーション学科の入学者は 69 人（定員充足率 138％）、学部全体の定員充足率は

124％となりました。 
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(5)従前の取り組みの継続と強化 

 ・オープンキャンパスの実施 「学部長から参加者へのレター」送付（約 160通） 

 ・各種活動の積極的な広報（連携校との情報交換・情報提供を含む） 

(6)後任人事 

 ・カリキュラム維持（心理コミュニケーション学科心理学専門科目、共通教育科目英語

科関連科目）と、教務負担・教員年齢構成の偏り等を是正するために、令和 6 年度

末をもって退職する教員の後任採用人事（公募）を予定通り実施しました。令和７

年 4 月から 2 人の専任教員（心理コミュニケーション学科准教授 1 人。同じく心理

コミュニケーション学科専任講師 1 人）が着任しました。また、特任教授 1 人の退

職に伴い、随意採用で後任採用人事を進め、令和 7 年 4 月から 1 人の特任教授（発

達教育学科）が着任しました。 

 
4）女子短期大学部 

＜幼児教育科＞ 

1．担当教職員（スタッフ） 

教員：渡邉 弘（学長） 

坪井 真（教授、幼児教育科長、学長補佐会議構成員、自己点検・評価委員会委員

長） 

久野高志（教授、女子短期大学部紀要委員会委員長） 

西田直樹（教授、学長補佐会議構成員） 

花田千絵（教授、学長補佐会議構成員、入学試験・広報委員会委員長、わいわいひ

ろば委員会委員長） 

井上 修（准教授） 

宍戸良子（准教授） 

設楽紗英子（准教授） 

長澤 順（准教授、実習委員会委員長、キャリア・就職支援委員会委員長） 

藤村透子（准教授、学生委員会委員長） 

矢野善教（准教授、学長補佐会議構成員、教務委員会委員長、ＦＤ・ＳＤ委員会委

員長） 

森嶋佳織（講師） 

横井夏子（講師） 

    

事務職員：作新学院大学女子短期大学部事務局（各課職員） 

 

2．令和 7年度 基本方針 

(1) 共学化と定員の適正化を踏まえた学生確保の具体的方策の検討  
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(2) 高度人材育成コースなどによる社会人受け入れの推進  

(3) 退学者防止対策の充実・強化  

(4) リカレント教育講座の充実  

(5) 栃木県の幼児教育センター、幼稚園連合会、しもつき会等との緊密な連携体制の構築 

(6) 学生の多様化に対応した学修支援体制と教育活動の改善に関すること 

(7) わいわいひろばの活動を基盤とした子育て支援・リスキリング教育の推進 

 

3．令和 7年度 重点的に取り組むべき課題（学長方針に対応する施策や計画の成果） 

 課題の概要 課題解決に向けた施策の概

要 

実績 

⑴ 

学生定員の適正化を踏まえ

た学生確保の具体的対応策

の検討 

18 歳人口の減少及び短期大

学の進学を選択する受験生

数の低下という社会状況お

よび本学の現状（入学者数の

減少）を勘案しながら、教育

体制・組織の改善策を図りま

す。具体的な改善策として、

令和 8 年度入学者定員の適

正化ならびに共学化の体制

整備・入試広報活動を進めま

す。 

第 2回定例教授会（5月開催）

で機関決定した『次年度の共

学化に係る学習環境改善策

（実施計画）』に基づき、①教

育内容および授業の実施方

法・体制に係る改善策（教務

関係、実習関係、就職支援関

係など）、②学習環境に係る

改善策（更衣スペースの整

備、音楽室・レッスン室の安

全確保、わいわいひろばの環

境整備など）、③入試広報活

動に係る改善策（学生募集、

入学試験、広報宣伝など）を

教職協働で進めました。 

⑵ 

「生涯活躍」の人材育成を目

指したリカレント・リスキリ

ング教育の実施に向けた検

討（長期履修制度の実施・広

報の強化等） 

学生確保策の一環として、長

期履修制度を活用した社会

人学生の受け入れと学習支

援を推進します。 

第 12回定例教授会（12月開

催）以降、花田入学試験・広

報委員会委員長と西田教授

（広報部長）を中心に長期履

修制度の実施に向けた検討

を継続しています。今年度よ

り教職協働のワーキングチ

ームを結成し、主に教育課程

と入学・在籍時の諸手続きお

よび支援体制を中心に検討

しました。また、当該事項を
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第 13 回以降の定例教授会で

も審議しています。年度末に

はワーキングチームで長期

履修学生規程の改定案を検

討し、次年度の入学試験・広

報活動に向けて制度設計を

進めています。 

⑶ 

情報セキュリティ・防災減

災・感染予防対策等における

危機管理体制の強化 

①教職協働による情報セキ

ュリティ・防災減災・感染予

防対策等における危機管理

体制を強化します。 

②専任教員の意識・知識向上

を図るため、危機管理に関す

るＦＤ・ＳＤ研修を実施しま

す。 

③危機管理に対する学生の

意識・知識向上を図るため、

情報セキュリティ・防災減

災・感染予防対策等の情報提

供と意識醸成の機会を強化

します。 

①・②については、本学の全

教員が大学教育センター主

催の関連研修（情報セキュリ

ティインシデント研修など）

を受講し、教員の意識向上と

上場共有を図り、危機管理体

制を強化しています。また、

③については、専門教育の授

業をとおして、各科目担当教

員が保育・幼児教育の専門職

として危機管理の意識向上

および知識習得を支援して

います。 

⑷ 

「教育の質的向上」を中心と

した自己点検・評価及び改善

対応体制の強化 

「教育の質的向上」を図るた

め、現行の教育内容・評価に

ついて、以下のとおり自己点

検・評価及び改善を推進しま

す。 

①教育内容の改善 

各科目が学生に提示する課

題数（量的側面）や課題内容

（質的側面）は、近年、入学

する学生のニーズに適合し

ていないため、教育内容の改

善が必要です。そこで各科目

における課題の実態および

学生の学習行動調査結果な

どに基づき、学生一人ひとり

「教育の質的向上」を図るた

め、以下の取り組みをとおし

て、現行の教育内容・評価、

自己点検・評価及び改善を推

進しました。 

①第 2回定例教授会（5月開

催）において、前年度の『教

職課程自己点検評価報告書』

が審議・承認され、今年度の

「教育の質向上」に向けた情

報を教員間で共有し、改善に

努めました。 

②第 2回定例教授会（5月開

催）・第７回定例教授会（9月

開催）において、授業見学の
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の学習時間や学習能力に応

じた各科目の学習課題（量的

側面・質的側面）を点検・評

価し、教育内容を改善しま

す。 

②各科目の評価について 

各科目の評価はＧＰＡとい

う客観的基準で統合されま

すが、その根幹となる各科目

の評価は科目担当教員が設

定した評価基準に基づいて

おり、公正性・包括性の観点

から多様な学生の評価方法

に改善する必要があります。

そこで学生一人ひとりの多

様なニーズを前提とした柔

軟な評価システム（各科目共

通の基準設定と全教員の意

識改革）に改善します。 

③各種実習の履修制度につ

いて 

各種実習の履修制度は、学生

一人ひとりの成績評価が基

盤となっており、各科目の教

育内容や評価と合わせて、各

種実習の履修制度も改善す

る必要があります。今後は、

全ての学生が各種実習を履

修できる制度に改善するた

め、実習の履修制度の根幹と

なっている『各種実習の履修

資格要件に関わる内規』の改

廃を検討し、入学から卒業に

至る個別支援の拡充を図り

ます。 

④授業運営の明確化 

実施が審議・承認され、教員

相互の授業評価をとおした

「教育の質向上」に向けた授

業見学を実施しました。 

③第 2回定例教授会（5月開

催）において、教学のＦＤ・

ＳＤ勉強会が審議・承認さ

れ、「教育の質的向上」を中心

とした自己点検・評価及び改

善対応体制を検討するＦＤ・

ＳＤ勉強会を開催しました。 

④第 7回定例教授会（9月開

催）において、教職履修カル

テ点検と活用が審議・承認さ

れ、「教育の質的向上」に資す

る教育内容・評価の改善に活

用しました。 

⑤第 7回定例教授会（9月開

催）において、前年度のアセ

スメント・ポリシーに基づく

アンケート調査結果が審議・

承認され、「教育の質的向上」

に資する教育内容・評価の改

善、自己点検・評価及び改善

に活用しました。 

⑥第 7回定例教授会（9月開

催）において、中・長期計画

および自己点検評価ワーキ

ングチームが審議・承認さ

れ、中・長期計画と連動させ

る自己点検評価の実施体制

を整備しました。 

⑦第 9 回定例教授会（10 月

開催）以降、「教育の質的向

上」に資する自己点検・評価

及び改善を具体的に進めま



44 
 

学生の最善の利益を尊重す

る観点から、全教員（専任・

非常勤）が下記の授業運営の

基本方針に基づき、適切な授

業運営に努めます。 

【授業運営の基本方針】 

1)対面授業を基本とする。 

2)教室の定員は通常定員（各

クラス単位）とする。 

3)当該年度の時間割に基づ

く授業運営を基本とする。 

4)学習効果の観点から、一部

の授業科目を遠隔授業の形

態で運用する。 

した。 

⑧第 12回定例教授会（12月

開催）において、令和 7年度

の自己点検評価書が審議・承

認され、ＰＤＣＡに基づく現

行の教育内容・評価を明確化

し、今後の「教育の質的向上」

に資する自己点検・評価及び

改善を推進する根拠となり

ました。 

⑸ 

「教職協働」の構築による短

大運営の強化と学生の学習

（シラバスと授業状況）・生

活支援の強化 

従前より進めてきた「教職協

働」を強化し、効果的かつ効

率的な組織運営および学生

の学習・生活支援を図りま

す。 

教学の支援体制（担任教員に

よる学生生活中心の相談援

助、各科目担当教員による学

習支援）と関係部局（学生課、

教務課、キャリア・就職支援

課など）の教職協働体制を拡

充し、チーム・アプローチに

よる支援体制を構築しまし

た。 

⑹ 

中途退学・休学学生に対する

防止・支援策の検討と対応 

学生の多様化に対応した学

修支援体制と教育活動の改

善を図るため、退学者防止対

策と休学学生に対する支援

を強化します。 

令和 6 年度に幼児教育科長

が発出した『教育体制改善の

基本方針』に基づき、専任教

員と非常勤講師が学生一人

ひとりのニーズに合わせた

個別支援をおこない、退学者

防止対策と休学学生に対す

る支援を強化しました。具体

的には、担任教員の相談援助

機能とキャンパスライフ支

援室の専門的支援を連動さ

せながら、チーム・アプロー

チによる支援体制を構築し
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ました。 

⑺ 

アセスメント・ポリシーに基

づく各部署との連携体制及

びＰＤＣＡサイクル循環の

充実強化 

本学のアセスメント・ポリシ

ーに基づき、教学マネジメン

ト体制（ＦＤＳＤ研修、将来

計画委員会、自己点検評価委

員会などの協議・立案、教授

会での検討）を強化するとと

もに教職協働体制を拡充し

ます。また、各種委員会の活

動と全学的な教育活動をＰ

ＤＣＡサイクルの循環で拡

充・強化します。 

第 7回定例教授会（9月開催）

において、前年度のアセスメ

ント・ポリシーに基づくアン

ケート調査結果が審議・承認

され、「教育の質的向上」に資

する教育内容・評価の改善、

自己点検・評価及び改善に活

用しました。 

⑻ 

公的研究費等や補助金獲得

に向けた学内体制の整備と

コンプライアンスの遵守 

①本学教員の研究活動を活

性化するため、研究活動の相

互支援（研究計画や論文作成

の相互支援など）およびＦＤ

ＳＤ研修の実施などをとお

して、公的研究費等や補助金

獲得に向けた学内体制を整

備します。 

②本学教員の研究倫理向上

を図るため、関連規程（作新

学院大学及び作新学院大学

女子短期大学部における競

争的研究費等の不正防止対

策に関する基本方針など）の

周知と理解促進（ＦＤＳＤ研

修の実施など）を強化しま

す。 

①本学の全教員が大学教育

センター主催の関連研修を

受講し、公的研究費等や補助

金獲得に向けた学内体制の

整備と教員の意識向上（コン

プライアンスの遵守）を図り

ました。 

②第２回定例教授会（5月開

催）において、教学のＦＤ・

ＳＤ勉強会が審議・承認さ

れ、教員の研究倫理向上に資

するＦＤ・ＳＤ勉強会をとお

して、作新学院大学及び作新

学院大学女子短期大学部に

おける競争的研究費等の不

正防止対策に関する基本方

針などの情報共有と理解促

進を図りました。 

⑼ 

学内における施設等の整備・

新設に向けた計画推進 

令和 8 年度入学者定員の適

正化ならびに共学化の体制

整備に向けた学内施設等を

整備します。特に安全・安心

な教育環境の構築（防犯カメ

ラの設置など）を図ります。 

第 1回定例教授会（4月開催）

において、次年度の共学化に

係る学習環境改善策が審議・

承認され、教職協働で共学化

に係る学習環境改善策を実

施しました。 
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⑽ 

地域との連携強化（栃木県の

幼児教育センター、幼稚園連

合会、及びしもつき会等との

緊密な連携体制の構築） 

地域貢献および本学の教育

活動（保育者養成やリカレン

ト教育など）に係る協力関係

の拡充を図るため、栃木県の

幼児教育センター、幼稚園連

合会、及びしもつき会の皆様

との連携・協働を推進しま

す。 

①従前より、本学同窓会『し

もつき会』の皆様が主催する

リカレント講演会を支援し

ています。今年度も 8 月 30

日（土）に開催された「第 4

回作新リカレント講演会」を

支援しました。 

②従前より『しもつき会』の

皆様より当該年度の 2 年生

に図書券（絵本購入用）を贈

呈されます。そこで関心のあ

る絵本を購入した絵本につ

いて、担任教員が学生の情報

（購入した絵本の書名、購入

動機や感想など）を集約し、

幼児教育科長が取りまとめ

た報告書を『しもつき会』の

皆様に提出しています。 

③保育・幼児教育分野の関係

機関・関係者との連携を図

り、本学の「教育の質向上」

に資するため、従前より教育

協議会を開催しています。今

年度は、以下の日程・内容で

教育協議会を開催しました。 

『令和 8 年度 作新学院大

学女子短期大学部 教育協

議会』 

［日時］令和 8 年 2 月 19 日

(月)13時 30分～15時 

［場所］管理棟小会議室  

［参加者］ 

学外委員：1)学校法人岩本学

園  認定みどりこども園 

岩本眞砂枝理事長・園長、2)

栃木県総合教育センター幼



47 
 

児教育部長 前原由紀セン

ター長、3)学校法人やまざき

学園 認定こども園釜井台

幼稚園 山﨑英明園長、4)宇

都宮市私立保育園協会 海

野仁昭会長（宇都宮保育園長

／書面参加）。 

学内委員：渡邊弘学長、坪井

真幼児教育科長、西田直樹教

授、花田千絵教授、中山忠男

事務局長 

 

４．令和 7年度 主な事業計画に対する実績 （具体的な事業・取り組みに対する実績） 

1）学生定員の適正化を踏まえた学生確保の具体的対応策の検討（通年） 

第１回定例教授会（4月開催）において、次年度の共学化に係る学習環境改善策が審議・

承認され、第１回定例教授会終了後、今年度末までの期間、教職協働で共学化に係る学習環

境改善策を実施しました。 

2）教学マネジメント体制（ＦＤＳＤ研修、将来計画委員会、自己点検評価委員会などの協

議・立案、教授会での検討）による教育体制・組織改善策の検討（通年） 

①第２回定例教授会（5月開催）において、前年度の『教職課程自己点検評価報告書』が審

議・承認され、今年度の「教育の質向上」に向けた情報を教員間で共有し、改善に努めま

した。 

②第２回定例教授会（5月開催）・第７回定例教授会（9月開催）において、授業見学の実施

が審議・承認され、教員相互の授業評価をとおした「教育の質向上」に向けた授業見学を

実施しました。 

③第２回定例教授会（5月開催）において、教学のＦＤ・ＳＤ勉強会が審議・承認され、「教

育の質的向上」を中心とした自己点検・評価及び改善対応体制を検討するＦＤ・ＳＤ勉強

会を開催しました。 

④第 7 回定例教授会（9 月開催）において、教職履修カルテ点検と活用が審議・承認され、

「教育の質的向上」に資する教育内容・評価の改善に活用しました。 

⑤第 7回定例教授会（9 月開催）において、前年度のアセスメント・ポリシーに基づくアン

ケート調査結果が審議・承認され、「教育の質的向上」に資する教育内容・評価の改善、

自己点検・評価及び改善に活用しました。 

⑥第 7回定例教授会（9 月開催）において、中・長期計画および自己点検評価ワーキングチ

ームが審議・承認され、中・長期計画と連動させる自己点検評価の実施体制を整備しまし

た。 
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⑦第 9回定例教授会（10月開催）以降、「教育の質的向上」に資する自己点検・評価及び改

善を具体的に進めました。 

⑧第 12回定例教授会（12月開催）において、令和 7年度の自己点検評価書が審議・承認さ

れ、ＰＤＣＡに基づく現行の教育内容・評価を明確化し、今後の「教育の質的向上」に資

する自己点検・評価及び改善を推進する根拠となりました。 

⑨第 7回定例教授会（9 月開催）において、前年度のアセスメント・ポリシーに基づくアン

ケート調査結果が審議・承認され、「教育の質的向上」に資する教育内容・評価の改善、

自己点検・評価及び改善に活用しました。 

3）教学マネジメント体制（ＦＤＳＤ研修、各種委員会の協議・立案、教授会での検討）に

よる学修支援体制と教育活動の改善策（退学者防止対策を含む）の検討（通年） 

①教学の支援体制（担任教員による学生生活中心の相談援助、各科目担当教員による学習支

援）と関係部局（学生課、教務課、キャリア・就職支援課など）の教職協働体制を拡充し、

チーム・アプローチによる支援体制を構築しました。 

②令和 6年度に幼児教育科長が発出した『教育体制改善の基本方針』に基づき、専任教員と

非常勤講師が学生一人ひとりのニーズに合わせた個別支援をおこない、退学者防止対策

と休学学生に対する支援を強化しました。具体的には、担任教員の相談援助機能とキャン

パスライフ支援室の専門的支援を連動させながら、チーム・アプローチによる支援体制を

構築しました。 

4）本学の教育資源（人材、設備など）を活用した保育者の皆さんの学び直し（リカレント

教育講座など）の企画・実施（通年） 

従前より、本学同窓会『しもつき会』の皆様が主催するリカレント講演会を支援していま

す。今年度も 8月 30 日（土）に開催された「第 4回作新リカレント講演会」を支援しまし

た。 

5）栃木県の幼児教育センター、幼稚園連合会、及びしもつき会の皆様との連携・協働（通

年） 

①保育・幼児教育分野の関係機関・関係者との連携を図り、本学の「教育の質向上」に資す

るため、従前より教育協議会を開催しています。今年度は、以下の日程・内容で教育協議

会を開催しました。 

『令和 8年度 作新学院大学女子短期大学部 教育協議会』 

［日時］令和 8年 2月 19日(月)13時 30分～15時 

［場所］管理棟小会議室  

［参加者］ 

学外委員：1)学校法人岩本学園 認定みどりこども園 岩本眞砂枝理事長・園長、2)栃

木県総合教育センター幼児教育部長 前原由紀センター長、3)学校法人やまざき学園 

認定こども園釜井台幼稚園 山﨑英明園長、4)宇都宮市私立保育園協会 海野仁昭会

長（宇都宮保育園長／書面参加）。 
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学内委員：渡邊弘学長、坪井真幼児教育科長、西田直樹教授、花田千絵教授、中山忠男

事務局長 

②従前より『しもつき会』の皆様より当該年度の２年生に図書券（絵本購入用）を贈呈され

ます。そこで関心のある絵本を購入した絵本について、担任教員が学生の情報（購入した

絵本の書名、購入動機や感想など）を集約し、幼児教育科長が取りまとめた報告書を『し

もつき会』の皆様に提出しています。 

6）わいわいひろばの活動を基盤とした子育て支援・リスキリング教育の推進（通年） 

本学は『わいわいひろば』の定期開催をとおして、平成 25年度より宇都宮市および周辺

地域で生活している子育て家庭（主に 0～3歳児の子どもと保護者の方たち）に交流の機

会と子育て支援の場を提供しています。今年度の実施状況は以下のとおりです。 

令和７年５月 

①わいわいひろば～学生とあそぼう～  

『光と影』をテーマ に本学の２年生が考案した手作りおもちゃを使って、参加されたご

家族と触れ合いながら活動を行いました。 

②模擬保育室の開放－子育てパパ・ママ座談会－ 

保護者の方が子育てに関する悩みや思いを自由に語りあえるサークルトークを中心に活

動を行いました。なお、今回のイベントは、幼児教育科の授業「子育て支援」（担当教員：

坪井真教授／宍戸良子准教授／矢野善教准教授）の一環として実施しました。 

令和７年６月 

○音楽で楽しもう ～いろんな楽器・いろんな音色～ 

会場には参加者が自由に遊べるように、カスタネットや鈴、木琴、鉄筋、ハンドベルなど、

さまざまな楽器とおもちゃが並びました。さらに、学生による手遊びや体操、楽器演奏な

ど、楽しい音楽遊びのプログラムをおこないました。なお、今回のイベントは、幼児教育

科の授業「保育実習指導Ⅱ」（担当教員：長澤順准教授／宍戸良子准教授／設楽紗英子准

教授）の一環として実施しました。 

令和 7年 7月（計 4回／5日、7日、9日、16日） 

○発達の気になる子を育てる保護者との座談会 

座談会では、保護者の方が子育てに関する悩みなどを気軽に話す場としてサークルトー

クを中心に活動を行いました。なお、今回のイベントは、幼児教育科の授業「子育て支援」

（担当教員：坪井真教授／宍戸良子准教授／矢野善教准教授）の一環として実施しました。 

令和 7年 9月 

○模擬保育室の開放～学生と遊ぼう～ 

夏休み期間中のため、たくさんの親子にご参加いただき、大盛況となりました。学生たち

の手あそび歌に合わせて、参加者の皆様は、体を動かしたり模擬保育室のおもちゃで楽し

く遊んでいただきました。 

令和 7年 12 月 
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①見て聞いてさわっ手わいわいひろば【感覚統合遊び】－ 

学生が手作りのアトラクション「SAKUTAN DOME」「くぐって・さわって・たのしい感覚ト

ンネル」「バルーンワールド」を実施し、参加者の皆様は楽しく遊んでいただきました。 

②模擬保育室の開放（計 2回／18日、19日）1 

学生手作りのおもちゃで参加者の皆様は自由に遊んでいただきました。また、学生と一緒

に取り組むクリスマス製作では、親子で協力しながら作品づくりを楽しむ姿がみられま

した。 

令和 8年 1月 

○季節の行事・昔のおもちゃであそぼう 

学生が考案した「わなげ」「鬼たいじゲーム」「ダルマ落とし」などの遊びのコーナーが並

び、子どもたちは興味津々の様子で楽しんでいました。昔ながらのおもちゃに親しみなが

ら遊ぶ姿や、初めて触れる遊びに挑戦する姿が見られ、会場は笑顔にあふれていました。 

 

5．備考 

令和 8年度より共学化に移行する本学は「教育の質の向上」と学習環境の整備を今年度

より計画・実施してきました。今後は、18歳人口の減少及び短期大学の進学を選択する受

験生数の低下という社会状況および本学の現状（入学者数の減少）を勘案しながら、教育

体制・組織の改善策および学生確保策（多様なニーズに応じた入試広報活動の展開）を進

めます。 

 
5）学長〈学長特別補佐〉自己点検評価委員長〈全学〉 

1．令和 7年度 基本方針  

(1)学長は公務をつかさどり、所属職員 統督する。  

(2)自己点検・評価を基にした改革・改善による内部質保証を実現する。 

 

2．令和 7年度 重点的に取り組むべき課題（学長方針に対応する施策や計画の成果） 

 課題の概要 課題解決に向けた施策の概要 実 績 

(1) 

理事長方針・学長方針に

基づき、三つのポリシーを

土台とした中長期計画の

実施に取組みます。 

中長期計画の内容の周知徹底と組

織的な PDCA サイクルの循環に取

組みます。 

・中長期計画（Ⅰ期）の

最終年となり、ここまで

の PDCA サイクルの循環

継続に努めた。その流れ

において、中長期計画

（Ⅱ期）を策定した。 

(2) 

（大学・短大・事務局）

日本高等教育評価機構の

第 4クールの評価基準に基

第 4クールの新評価基準に準拠し

た自己点検評価を実施します。 

・大学、短期大学部とも

に第 4クールの新評価基

準に準拠した自己点検評
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づく具体的対応策を検討

し、PDCAサイクルを循環さ

せながら改革・改善に取組

みます。 

価を実施した。理事会、

評議員会において承認を

得た。 

(3) 

（大学・短大・事務局）

私立大学等改革総合支援

事業及び教育の質に係る

客観的指標調査に対応す

るため、PDCAサイクルを循

環させながら改革・改善に

取組みます。 

・私立大学等改革総合支援事業及

び教育の質に係る客観的指標調査

への対応について、各項目の「基

準時点」を確認の上、年間を通じ

た改善対応に取組みます。 

・私立大学等改革総合支

援事業及び教育の質に係

る客観的指標調査への対

応について、各項目の「基

準時点」を確認の上、年

間を通じた改善対応に取

組んだ結果、わずかなが

ら得点アップにつながっ

た。 

(4) 

中長期計画第Ⅰ期（令和

3 年度～令和 7 年度）の実

施状況の点検の実施と第

Ⅱ期（令和 8年度～令和 12

年度）の計画策定作業を推

進します。 

・中長期計画第Ⅰ期（令和 3年度

～令和 7年度）の実施状況の点検

の実施と第Ⅱ期（令和 8年度～令

和 12年度）の計画策定作業を推進

します。 

・WGを設置し、中長期計

画第Ⅰ期の実施状況を精

査した。 

・上を踏まえ、若手教職

員の意見を大きく取り入

れ、大項目・中項目・小

項目に分け、より明示的

かつ実効性が期待される

中長期計画（第Ⅱ期）が

策定された。 

 

6）入試部長・入試・地域協働広報課 

1．担当教職員（スタッフ） 

 ・教  員：渡邊 弘（学長）、笠原 彰（入試部長） 

 【経営学部】武田作郁、天尾久夫、笠原 彰、今宿 裕、石川順章、張 海燕、森 亮太、 

       長尾秀行 

 【人間文化学部】高柳秀史、玉城 要、西谷健次 

 【短大(幼児教育科)】坪井 真、花田千絵、久野高志、西田直樹、井上 修、宍戸良子、 

           設楽紗英子、長澤 順、藤村透子、矢野善教、横井夏子、森嶋佳織 

 ・事務職員：【入試・地域協働広報課】野路香織、星野健夫、香取美歌、阿久津文隆、 

       白川浩美、青山弘子（兼任）、水口皇紀、清水新太郎、青山 椿（兼任）、 

       渡辺俊二、五十嵐尚美 
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2．令和 7年度 基本方針 

(1) 高校訪問に関すること 

(2) 作新学院高校からの学生確保に関すること 

(3) オープンキャンパスに関すること 

(4) 短大幼児教育科の一日体験授業に関すること 

(5) 大学・短大で活躍している学生の情報提供に関すること 

(6) 強化指定部との連携に関すること 

(7) 高校内・会場でのガイダンスに関すること 

(8) 進路担当教員に対する進学説明会に関すること 

(9) 私立大学等改革総合支援事業（タイプ１）の入試に係る内容高校訪問改善に関すること 

(10)入試広報に関すること 

(11)「学生募集管理システム」の導入と接触者情報の管理・活用のこと 

(12)留学生の確保に関すること 

(13)短大共学化に向けた広報・周知活動の実施のこと 

 

3．令和 7年度 重点的に取り組むべき課題（学長方針に対応する施策や計画の成果） 

 課題の概要 課題解決に向けた施策の概要 実 績 

(1) 

高校訪問 担当職員は訪問高校を固定化

し、高校教員との情報交換と

信頼関係を強化する。また、本

学の学部学科の学びの認知度

を高める。 

栃木県内を中心に福島・茨城・

群馬県を訪問し、各職員が複数

回訪問することで高校教員と

の情報交換と信頼関係の構築

を図った。また、一部では特任

教授との同行訪問も行い、組織

的な連携強化にも取り組み 

認知度向上を推進した。 

(2) 

作新学院高校からの

学生確保 

総合進学部及び情報科学部の

三者面談時に、高校に出向き

入試課員による進学相談会を

実施する。 

情報科学部は 6 月中旬から下旬

にかけて、総合進学部は同じく

6 月中旬の一定期間にわたり実

施した。その結果、大学・短大

への入学につながる成果が見

られた。目標には届かなかった

ものの、一定の成果を上げるこ

とができた。 

(3) 

オープンキャンパス 年間 10 回以上実施。大学短大

共に在学生を登用、充実した

個別相談を実施し志願へ誘導

4 月 29 日から 10 月 4 日までの

期間に計 11 回のオープンキャ

ンパスを実施した。来校者数は、
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する他、高校生の夏期休暇中、

個別に課員による 3 学年対象

の進学相談期間を設け実施す

る。 

各学部・学科においていずれも

前年を上回る結果となった。 

全体としても来校者数は増加し

ており、広報活動の成果が着実

に表れている。 

(4) 

一日体験授業(短大) 活躍の情報がわかり次第、直

ちに出身高校の進路担当教員

に電話連絡し、その後高校訪

問時に詳しい情報提供を行

い、本学の教育環境の良さを

アピールする。 

実施に向けて調整を進めたが、

先方との協議の結果、実施には

至らなかった。今後は次年度の

実施に向けて、引き続き高校側

へ働きかけを行っていく。 

(5) 

活躍学生の情報提供 活躍の情報がわかり次第直ち

に出身高校の進路担当教員に

電話連絡し、その後高校訪問

時に詳しい情報提供を行い、

本学の教育環境の良さをアピ

ールする。 

資格取得支援室で資格を取得

した学生および教員採用試験

に合格した学生について、それ

ぞれの出身高校の担任等へ 

連絡を行った。 

(6) 

強化指定部との連携 強化指定部のスカウティング

担当者との連携を密にし、各

部のスカウティング状況を把

握し、高校訪問時に進路担当

教員と情報を共有する。 

強化指定部のスカウティング

担当者と連携し、状況把握と高

校への情報共有を行った結果、

各部（硬式野球部、サッカー部、

陸上競技部、バドミントン部、

自転車部）において入学につな

がる成果が見られた。 

(7) 

ガイダンス参加 栃木県・茨城県及び福島県の

高校及び会場ガイダンスには

積極的に参加し、オープンキ

ャンパスへの誘導と志願意欲

を喚起させる。 

会場説明会を 39 回、高校説明

会を 161回実施したほか、その

他の説明会も 6回実施した。 

(8) 

進路担当教員に対する

進学説明会 

大学・短大で入学実績、受験実

績のある高校に参加の依頼を

行う。 

多数の高校に案内を行い、その

うち一部の高校が参加し、一定

数の参加者を得た。 

(9) 

私立大学等改革総合

支援事業（タイプ１）

の入試に係る内容改

善 

入試に係る内容改善を検討す

る。 

今後も継続して検討を進めて

いく。 
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(10) 

入試広報に関するこ

と 

更新する本学の情報Web媒体、

紙媒体について費用対効果、

歩留まりなどから業者の選定

を行う。 

入学試験結果を踏まえ、各契約

業者および本課予算の見直し

を行い、新たな募集ツールを導

入した。その結果、前年度と比

較して一定の予算削減を実施

した。 

(11) 

「学生募集管理シス

テム」の導入と接触

者情報の管理・活用 

 

資料請求者、高校内説明会参

加者、会場説明会参加者、オー

プンキャンパス参加者、スカ

ウティング、出願者のデータ

を MAツールで一元管理し、教

職員・強化指定部で情報の共

有をする。 

MA ツールを活用してセグメン

ト別に適切なオープンキャン

パスや入試の案内を行った結

果、オープンキャンパス来場者

数、入学試験志願者数の増加に

繋がった。今後も継続して実施

していく。 

(12) 

留学生の確保 旧地域協働広報課等と協力

し、多言語による広報など留

学生確保に向けた基盤を強化

する。 

留学生を対象としたオープン

キャンパスの開催や学校訪問

の強化に取り組んだ。 

(13) 

短大共学化に向けた

広報・周知活動の実

施 

短大共学化にあたり、県内高

等学校へ課員、必要に応じて

幼児教育科教員が伺い説明を

行う。 

主要高校への訪問を行い、共学

化の案内や在学生に関する情

報提供を実施した。 

 

4．令和 7年度の主な事業計画に対する実績（具体的な事業・取り組みに対する実績） 

(1) 高校訪問 

   担当エリアを定めたうえで継続的な高校訪問を実施し、栃木県を中心に茨城県、群馬

県、福島県まで範囲を広げ、延べ多数の高校（222校）に対して複数回（470回）の訪問

を行った。これにより、高校教員との情報交換および信頼関係の構築を図るとともに、

本学の学びや入試に関する理解促進に努めた。 

 

(2) 進路ガイダンスの積極的な参加 

   栃木県、福島県、茨城県、群馬県を中心に、会場説明会を 39回、校内説明会を 161回

実施し、広域的に進学情報の提供を行った。 

 

(3) 作新学院高校からの学生確保 

   総合進学部および情報科学部において、三者面談期間に合わせて高校へ出向き、進学

相談会を実施した。情報科学部は 10日間、総合進学部は 5日間対応し、進学意欲の向上
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と出願促進に取り組んだ。 

 

(4) オープンキャンパス 

   複数回にわたり実施し、実参加者ベースで来校者の確保に努めるとともに、強化部セ

レクション参加者も含め本学への理解促進を図った。なお、受験者については重複来校

者を 1回としてカウントし、実参加者数として整理した。 

実施月 経営学部 人間文化学部 幼児教育科 

 4月(1 回) 35 11 15 

 5月(1 回) 19  9 13 

 6月(2 回) 58 34 21 

 7月(2 回) 89 22 15 

 8月(2 回) 98 34 17 

 9月(1 回) 20  8  1 

10月(1 回)  8  4  3 

合 計 327(305) 122(102) 85(84) 

     ※ 強化部セレクション参加者も含む  ※ 合計の( )内は前年数 

   以上の結果、大学の入学者は前年と同程度の規模となり、県別に見ても一部で増減は

あるものの、概ね安定した状況となった。短大についても、一定数の入学者を確保した。 

 

5．その他 

  大学については入学定員充足率 100％以上を達成した。年内入試は例年並みであったが、

年明け入試の歩留まりが高く、大学入学共通テスト利用入試では前年比 20％増加となっ

た。背景としては、新課程 2年目における難易度上昇(【6教科 7科目 900満点】平均 509.7

点、前年比－25.9点)や、私立大学入試の難化傾向により安全志向の出願が増加したこと

が考えられる。また、複数の選抜方式の設定や併願時の受験料軽減など、出願しやすい環

境整備も奏功した。 

  一方、短大については保育分野志望者の減少傾向が続いており、近隣大学においても同

様の状況が見られる。本学としては、今後さらに「選ばれる大学・短大」となるため、高

校教員との信頼関係の強化が重要であり、その基盤となる高校訪問を引き続き重視して

いく必要がある。 

 
7）キャリア・就職支援部長・キャリア・就職支援課 

1．担当教職員（スタッフ） 
  教員：【キャリア・就職支援委員会】 
     経営学部：趙美慧 梁取萌 笠原彰 森岡宏行 小寺美沙季 長尾秀行 
     人文学部：木村雅史 下郷大輔 柴原早紀 下瀬川陽 半田瞳 
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大学教育センター副センター長：玉城要 
大学事務局長：中山忠男 

  事務職員【キャリア・就職支援委員会】海老澤智 （キャリア・就職支援課長） 
                    川又一訓 （キャリア・就職支援課長補佐） 
                     
2．令和 7 年度 基本方針 

(1) キャリア教育及び職業教育に関すること 

(2) インターンシップに関すること 

(3) キャリア就職相談に関すること 

（4） キャリア就職ガイダンスに関すること 

（5） 求人、企業情報の収集、調査研究、求人開拓に関すること 

(6)  OB、OG 情報管理に関すること 

(7)  就職等に関する学校推薦・学内選考に関すること 

(8)  職業紹介業務運営規程に定める職業紹介業務に関すること 

(9)  キャリア形成推進協議会に関すること 

(10) キャリア・就職支援委員会に関すること 

(11) 広報（新聞作成・支援体制チラシ作成）に関すること 

(12) 就職活動実態調査に関すること 

(13) 学内合同企業説明会の企画・運営に関すること 

(14) 文部科学省、職業安定所への報告に関すること 

(15) その他キャリア・就職支援に関すること 

 
3．令和 7年度 重点的に取り組むべき課題（学長方針に対応する施策や計画の成果） 

 課題の概要 課題解決に向けた施策の概要 実績 

(1) 

キャリア・就職支援

委員会とキャリア・

就職支援課間の一層

の緊密な連携強化と

学生に関する情報の

共有化 

①学生一人ひとりの状況を担任

教員と当課で情報共有し連携す

る。 
②各学部・学科毎に就職委員の先

生方とゼミ担任と連携し学生の

就職状況を把握し支援方針を決

定する。 

①学生一人一人の状況を 
担当教員と情報を共有し 
就職支援を実施した。 

②特に夏期休業期間以降は

担当教員との情報交換頻

度を増やし、未内定の学生

に対する支援を強化し早

期内定獲得に努めた。 

(2) 

 

1 年次からのキャリ

アデザインやインタ

ーンシップなどの科

目によるキャリア教

①2 年次プレインターンシップ

授業では共通テキストを使用し

インターンシップの基礎を学ぶ。 
②3 年次単位認定インターンシ

①マイナビの共通テキスト

を使用しインターンシッ

プの基礎を学んだ。 
②単位認定インターンシッ
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育の充実 
 

ップについては受入先企業の発

掘に努め学生の就業体験を積極

的に促す。 
③短期間のオープンカンパニー

への参加を促し多くの企業と接

点をもつことを推奨する。 

プは説明会を実施し参加

者募集を行った。 
③ガイダンス等でマイナビ

等が主催する短期間のオ

ープンカンパニーへの参

加や企業採用担当者を招

聘し仕事理解を深めた。 

(3) 

「教育改善のための

就職先ニーズ調査」

の共有化と利活用の

推進 

①本学独自の『キャリア教育宣

言』に則り、本学の学生の採用に

積極的な企業にアンケート（企業

が求める人材像等）を実施する。 
②アンケート結果を分析・共有

し、今後の教育改善を図る。 

①70社中 69社から回答（回

答率 98.5％）を得た。 
②今後の就職支援、企業が

求める人材の把握等、貴重

な資料として活用してい

く。 
 

４．令和 7年度の主な事業計画に対する実績（具体的な事業・取り組みに対する実績） 
(1) 多様化する就職活動に対応した教職員一体となった就職支援体制を構築する。 

① キャリア・就職支援課員により 3年次：10月、4年次：4月と 9月に３回の個人面

談を実施し、キャリア・就職支援委員会、担任教員、キャリア・就職支援課の職員

間で情報を共有し、学生一人ひとりに対する支援方針を決めて共に支援を実施した。

結果、3月末時点での実質就職率は 96.8％となった。 

② 就活の環境変化を的確に捉え、学生が年々早まる選考に対応できるよう、キャリア

デザイン 2のガイダンス内容の見直しを実施した。 

③ 3年生保護者を対象に「保護者向け就職ガイダンス」を 5月 10日（土）に開催し就

活情報の提供を図った。外部講師を学内に招聘し、56組が参加し 14 組が個別相談

会にも参加した。 

(2) 障害等を有する学生の就職支援を積極的に進める。 

① キャンパスライフ支援室と連携を図り、学生の意思を最大限尊重するとともに、家

族等と話し合う機会も設けて、就活だけではなく卒業後の相談窓口の紹介なども行

った。 

② 就労移行支援事業者、県、ハローワーク等公的機関と連携し、就職に消極的な学生

や配慮が必要な学生の受入れ先の拡大と卒業後の相談・支援体制の構築を図った。 

(3) 外国人留学生の就職支援体制を強化する。 

① キャリア・就職支援課内留学生専担者による個別相談会等を実施するなどの支援体

制を強化し、2026年 3月に卒業した全ての外国人留学生が内定を得ることができた

（就職率 100％）。 

(4) 新卒応援ハローワークと連携した学生支援を行う。 
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① 新卒応援ハローワークによる年間 20回の定例相談会で延べ 87名の学生が進路相談

等の面談を行った。 

② キャリアデザイン 2 の特別講座として、「VIP 職業興味検査」や「履歴書を書く」、

「求人票の見方講座」などのきめ細やかな就職実践講座もあらたに開催した。 

(5) インターンシップ、オープンカンパニーへの参加を促進する。 

① プレインターンシップ（2 年生必修科目）での学びを活かし、学内、各ナビ会社等

の情報から積極的に自主的参加を進めた。 

② 5日以上のインターンシップ（3年次選択科目）については、企業との接点を強化し

て、受け入れ先確保に努め、10社の受入れ先を確保した。引き続き多くの学生が参

加できる仕組みを構築したい。また、多くの企業で実施しているオープンカンパニ

ーへの参加を促した。 

（6）業務効率化の推進 

① 業務全般における効率化を進めた。学生からの内定・進路決定届、就職活動経過報

告書の報告方法のシステム化（テクミン活用）に続き、履歴書の電子化を進めた。

あわせて、証明写真機の設置も行った。 

② 求人票管理の効率化と学生の利便性向上のため、キャリタスＵＣが提供する求人

票・インターンシップ情報の管理システム（導入費用無料）を導入した。今後は、

ガイダンス等で使用方法を説明し学生の利用を促進する。 

（7）キャリア・就職課課員のスキルアップ 
  ① 大学職業指導研究会への参加、その他各種セミナーに積極的に参加しキャリアに関

する専門性を高める等各人のスキルアップを図った。 
② 国家資格キャリアコンサルタント資格取得者を輩出（１名）し、計 2 名となった。 

 
8）学生部長・学生課 

1．担当教職員（スタッフ） 

各学部・学科における学生委員 

◎学生部長 〇各学部・学科委員長 ☆各学部・学科副委員長 

経営学部  人間文化学部 女子短期大学部 

 石川 智  木村 雅史 久野 高志 

石川 順章   小林 久実 長澤 順 

〇今宿 裕  下郷 大輔 〇藤村 透子 

 小寺 美沙季  〇末永 統 ☆花田 千絵 

◎斉藤 麗   杉原 聡子  

相馬 聡  玉城 要  

武田 作郁  田所 摂寿  

 張 海燕  半田 瞳  

 趙 美慧  村田 明日香  
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 林 恵  ☆長谷部 寿女士  

☆簗取 萌    

森岡 宏行    

 

学生部における関連常置委員会 

委員会 経営学部 人間文化学

 

 女子短期大

 学生部委員会 

（委員長：斉藤 麗） 

今宿 裕 末永 統士  藤村 透子 

斉藤 麗 長谷部 寿

 

 花田 千絵 

簗取 萌    

国際交流・留学生支援室 1） 

（委員長：張 海燕） 

張 海燕 田所 摂寿   

趙 美慧 玉城 要   

キャンパス・ハラスメント 

防止対策委員会 2） 

  

今宿 裕 末永 統  設楽 紗英

 武田 作郁 村田 明日

 

 矢野 善教 

キャンパスライフ支援室 3） 

（室長：高浜 浩二） 

石川 順章 小林 久実  設楽 紗英

 林 恵 下郷 大輔  矢野 善教 

簗取 萌 下瀬川 陽   

 杉原 聡子   

 安齊 薫   

 高浜 浩二   

船田奨学金選考委員会 

（委員長：渡邊 弘 学長） 

      

笠原 彰 末永 統  花田 千絵 

斉藤 麗 玉城 要  藤村 透子 

武田 作郁 渡邊 弘   

1）総務課（宇梶貴之）、教務課（国谷祐子）、学生課（小野山佳広、川上裕美）、キャリア就職

支援課（海老澤 智）の 5名も委員 

2）学生課（金塚玲子）、総務課（宇梶貴之）の 2名も委員 

3）学生課（小野山佳広、小川保子、金塚玲子）、キャリア・就職支援課（海老澤智）、 

  教務課（国谷祐子）入試・地域協働広報課（野路香織、星野健夫） 

学校医（高橋邦生、天目純生、池田明治）、相談員（太田紀江、東瑞恵）の 12名も委員 

 

体育協議会 委員構成 

（体育協議会長：斉藤 麗） 

 硬式野球部 サッカー部 陸上競技部 バドミントン

 

自転車部 

部長 石川 智 斉藤 麗 中川 仁美  武田 作郁 石川 順章 

副部長 ― ― 小寺 美沙季 ― 今宿 裕 

監督 水口 皇紀 横浜 誠 相馬 聡 遠藤 敦史 ― 

コーチ ― 川上 大貴 小寺 美沙季 星野 よし美 ― 

以上に加え、大学・短期大学部事務局長（中山忠男）が委員である。なお、法人事務局長（古
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内伸一）は必要に応じて出席している。その他、体育協議会長が必要とする場合に関連する

教職員を招集している。 

 

学生部における小委員会 

◎は小委員会委員長 

委員会 経営学部 人間文化学部 女子短期大学部 

課外活動活性化小委員会 

学生会担当 今宿 裕 ◎小林 久実 長澤 順 

ユーティリティー小委員会 

・学生生活アンケート実施 

・スクールバス 

・食堂・売店 

◎石川 順章 村田 明日香 久野 高志 

学生課職員 

課長（小野山佳広）、課長補佐（金塚玲子）、課員（川上裕美、小川保子、小林美紀、星野よ

し美） 

 

2．令和７年度 基本方針 

◎学生部委員会 

(1) 学生の厚生及び指導に関すること 

(2) 学生会館の管理運営に関すること 

(3) 外国人留学生授業料減免に関すること 

(4) 学生の課外教育に関すること 

(5) 学生の課外活動に関すること 

(6) 学生及び学生団体の指導、助言に関すること 

(7) その他学生の生活指導に関すること 

 

◎国際交流・留学生支援室 

(1) 国際交流に関すること 

(2) 国際交流協定の締結に関すること 

(3) 留学生専用窓口（学生課）の運用に関すること 

(4) 外国人留学生の受入に関すること 

(5) その他学長がとくに必要と認めること 

 

◎キャンパス・ハラスメント防止対策委員会 

(1) キャンパス・ハラスメント防止に関する情報収集、研修、啓発活動 
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(2) キャンパス・ハラスメントに関する相談への対応 

(3) キャンパス・ハラスメント問題における被害者の救済 

(4) キャンパス・ハラスメント問題に関する学長への報告 

(5) 委員会の組織及び運営に係る事項に関する審議 

(6) その他キャンパス・ハラスメントに係る事項に関する調査及び審議 

 

◎キャンパスライフ支援室 

(1) 学生に対する健康相談と健康啓発活動 

(2) 学生に対するカウンセリング、コンサルテーション、ガイダンス等の相談活動 

(3) 学生についてのケースカンファレンス会議 

(4) 障害を有する学生に対する生活支援、学習支援に関連すること 

(5) 教員に対する障害を持つ学生ないしその疑いのある学生への対応方法などについて

のコンサルテーション 

(6) ピアサポートの実施 

(7) 学部、研究科及び事務局各部署との連絡と協議 

(8) 学生に関わる面談及び相談に使用する学生相談室と学生面談室の管理 

 

◎体育協議会 

(1) 強化部の部長（本学教員）から推薦のあった強化部のスポーツ推薦入学候補者に関す

ること 

(2) 強化部の監督又はコーチの選考に関すること 

(3) 強化部の強化方針に関すること 
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3．令和 7年度 重点的に取り組むべき課題（学長方針に対応する施策や計画の成果） 

 
課題の概要 

課題解決に向けた 

施策の概要 
実績 

(1) 

（重点内容） 

大学、大学院、短大の定員

の適正化を踏まえた学生

確保（留学生、社会人を視

野に入れて）の具体的対

応策の検討 

 

（実施計画内容） 

学生確保と連動させたス

カウティングの強化 

 

体育協議会及び国際交流・

留学生支援室と関連する学

部及び研究科、さらには事

務局との連携 

 

体育協議会及び国際交流・

留学生支援室と関連する学

部及び研究科、さらには事

務局と連携した 

(2) 

（重点内容） 

「教職協働」の構築によ

る大学運営の強化と学生

の学習（シラバスと授業

状況）・生活支援の強化 

 

「教職協働」の構築強化と

学生支援の強化 

 

「教職協働」の構築を強化

し学生支援を強化した 

(3) 

（重点内容） 

学内における施設等の整

備・新設に向けた計画推

進 

 

（実施計画内容） 

強化部の充実・強化 

 

学生部に関する施設等の新

設と整備・修繕の検討 

 

学生部に関する施設等の新

設と整備・修繕を検討した 

（4） 

（重点内容） 

地域との連携強化 

 

 

 

課外活動、とりわけ強化部

を中心にした広報活動の展

開 

 

課外活動、とりわけ強化部

を中心にした広報活動を展

開した 

（5） 

（重点内容） 

「スポーツの作大」とい

うブランドの構築に向け

た施設等の整備とスカウ

ティングによる学生確保 

 

（実施計画内容） 

 

「スポーツの作大」という

ブランドの推進と展開 

 

スポーツの作大」というブ

ランドを推進し展開した 
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学生確保と連動させたス

カウティングの強化 

強化部の充実・強化 

（6） 

（実施計画内容） 

学生部を中核とした学生

支援（学生生活アンケー

トの充実と検証） 

 

学生部を中心にした学生支

援の実施 

 

学生部を中心にした学生支

援を実施した 

（7） 

（実施計画内容） 

留学生の受け入れ、教育、

生活支援体制の構築、日

本語スピーチコンテスト

（日本 

語・ 日本文化クイズ大

会）等の再実施 

 

国際交流・留学生支援室の

委員を中心にした新たな支

援体制の検討と構築 

 

国際交流・留学生支援室の

委員を中心にした新たな支

援体制を検討し 

 

4．令和７年度 主な事業計画に対する実績（具体的な事業・取り組みに対する実績） 

(1) 体育協議会及び国際交流・留学生支援室と関連する学部及び研究科、さらには事務局

と連携した 

①S 特待を活用した部活動の強化と D特待を活用し学生数の確保した 

②学部及び研究科と連携し情報共有した 

③スポーツマネジメント学科と連携強化し強化部学生の受け入れを構築し定員を超え

た 

④入試課と情報共有し連携強化した 

⑤連携している組織へ広報活動を実施した 

⑥課外活動関係者（部長、顧問、指導者等）より高校教諭に向けて情報共有したが少な

かった 

  ⑦国際交流・留学生支援室の委員を中心に留学生に対して広報活動をした 

 

(2)「教職協働」の構築を強化し学生支援を強化した 

①教員と職員間のコミュニケーションを向上した 

②教員と職員間において情報共有した 

③学部・学科を超えたコミュニケーションを向上し情報共有をした 

 

(3) 学生部に関する施設等の新設と整備・修繕を検討した 

  ①野球場の整備・修繕（人工芝グラウンドへの検討含む）をしたが次年度に持ち越した 

  ②第１体育館（バドミントン部使用）の整備・修繕と新たな体育館（アリーナ）の 
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建築を構想したが機材等の物価が高騰していた 

  ③立体駐車場建設について検討した 

  ④防犯カメラを設置した 

  ⑤Wi-Fi を増加した 

  ⑥Yショップのキャッシュレスを導入した 

  ⑦陸上トラックの整備・修繕（タータンの増加）は検討したが実現できなかった 

  ⑧障害学生の修学環境に基づくバリアフリー化について検討した 

 

(4) 課外活動、とりわけ強化部を中心にした広報活動を展開した 

①連携協定を締結している自治体へ広報した 

②連携協定を締結しているプロスポーツチームへ広報した 

③連携協定を締結している民間組織へ広報したが少なかった 

④連携協定を締結していない新たな組織への広報活動はできなかった 

⑤学生ボランティアを派遣した 

 

(5) 「スポーツの作大」というブランドを推進し展開した 

①スポーツ関連施設の整備に努めた 

②大学後援会と連携した 

③各運動部における OB・OG 会組織の設立に向け検討したが新たな組織は設立しなかっ

た 

④強化部におけるガバナンス体制に注力した 

⑤財務に関する説明責任を履行した 

⑥監督・コーチカンファレンスを継続的に実施した 

⑦県内におけるプロスポーツチームと連携した 

⑧スポンサー・サプライヤー企業を新規開拓した 

⑨強化部における卒業生の活用に向けて検討した 

 

(6) 学生部を中心にした学生支援を実施した 

①学生（大学院生含む）における奨学金等の経済的支援を拡充した 

②新たな奨学金制度を検討し作成した 

③各種アンケートにおける内容を精査し結果を活用した 

④各学部・学科の学生委員会と連携し情報共有した 

⑤作新祭を開催した 

⑥学生のみならず教職員におけるハラスメントの防止対策について検討した 

⑦学生および教職員におけるハラスメント等の相談内容に応じ迅速に対応した 

  ※⑥、⑦については、学生部ではなくキャンパスハラスメント委員会（学長直轄組織） 
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⑧キャンパスライフ支援室を通じ障がい学生支援及び学生相談等を充実した 

⑨健康診断の実施及び事後処置による健康教育を実施した 

⑩心身の健康に関する相談及び処置をした 

⑪キャンパスライフ支援室を充実させた 

⑫学生駐車場におけるマナー向上に向け規程を見直し指導を徹底した 

  ⑬スクールバス廃止における LRT活用を推進した 

 

(7) 国際交流・留学生支援室の委員を中心にした新たな支援体制を検討した 

①質の高い留学生の獲得と受け入れ体制について検討した 

②留学生における教育、課外活動、生活等について支援した 

 

5．備考 

(1) 部活動およびサークル活動等を支援した         

(2) 学長と教職員による情報交換会を継続的に実施した 

(3) 作新祭の企画および開催を支援した 

(4) LRT開通がおよぼす学内変化について検討した 

(5) 新入生に対して学生生活に関する情報を提供した 

(6) キャンパスライフ支援室を充実させた 

(7) 連携している東新大学と情報交換した 

 
9）大学教育センター 

1．担当教職員（スタッフ） 

教員：【教育企画会議】渡邉弘（学長）、斉藤麗（学長特別補佐）、荻原明信（経営学部

長）・前橋明朗（大学院経営学研究科長）、玉城要（学長特別補佐・人間文化学部

長・大学教育センター長・副センター長）、西谷健次（大学教育センター副センタ

ー長・大学院心理学研究科長）、石川智（経営学部教務委員長）、高浜浩二（人間文

化学部教務委員長） 

【教務運営セクション】玉城要（大学教育センター長・副センター長）、石川智

（経営学部教務委員長）、高浜浩二（人間文化学部教務委員長）、原田明子（人間文

化学部） 

【教育開発セクション】西谷健次（大学教育センター副センター長）、荒木宏（経

営学部）、今宿裕（経営学部）、高柳秀史（人間文化学部） 

事務職員：【教育企画会議】古内伸一（法人事務局長）、中山忠男（大学・女子短期大学部

事務局長）、国谷祐子（教務課長） 

【教務運営セクション】国谷祐子（教務課長）、田中美幸（教務課） 

【教育開発セクション】平野友理（図書情報課長） 

 

2．令和 7年度 基本方針 
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大学教育センターは、「教務運営セクション」と「教育開発セクション」で構成され、教

育企画会議に対する補佐を行ない、より充実した学びの場を提供するために、主として次の

業務を担当している。 

【教務運営セクション】 

(1) 共通教育の企画・実施及び円滑な運営支援に関すること。 

(2) 教育課程の教務事務全般に係る企画・管理・運営に関すること。 

(3) 教務事務運営上の学部間調整に関すること。 

(4) シラバス作成方針の検討及びシラバス記載内容の確認・改善に関すること。 

【教育開発セクション】 

(1) 教育効果の評価に係る研究、開発及び実施に関すること。 

(2) 教育企画会議の審議等に必要な補佐業務に関すること 

(3) FD・SD 委員会の基本方針及び運営支援に関すること。 

(4) 教育開発プロジェクトの支援及び管理に関すること。 

 

3．令和 7年度 重点的に取り組むべき課題（学長方針に対応する施策や計画の成果） 

 課題の概要 課題解決に向けた施策の概要 実 績 

(1) 

私立大学等改革総合支

援事業タイプ１及び教育

の質に係る客観的指標調

査の項目に基づく改善の

実施 

・令和 6年度に引き続き、私立大

学等改革総合支援事業評価基準に

準拠した PDCA サイクルによる改

善 

・教務システム情報の効果的活用 

・適切な教育情報の整理と公表 

・法人事務局、さらに事

務局関連部署と連携し、

評価基準と本学の現状の

差について精査できた。

その結果、わずかながら

私立大学等改革総合支援

事業評価基準に基づく評

価点のアップにつながっ

た。 

申請結果：タイプ 1（不

選定）とタイプ 3（選

定） 

・EM・IR室、図書情報課

と連携し、教務システム

の情報を適切に提供し

た。 

(2) 

アセスメントポリシー

に基づくアンケート調査

における各部局の連携体

制および PDCA サイクルの

・EM・IR室、大学教育センター、

合同自己点検評価委員会の連携体

制及び PDCA サイクルの充実強化 

・ＥＭ・ＩＲ室、大学教

育センター、合同自己点

検評価委員会の連携に努

めた。 
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充実強化 

(3) 

ＥＭ・ＩＲ室と連携した

学習成果の可視化と情報

公表の一層の充実強化 

・学修成果の把握・可視化を可能

にする WebClass活用の充実 

・「シラバス」の充実 

・シラバスチェック体制の強化 

・「ディプロマサプリメント」の発

行支援 

・ICT活用に関する教員への支援 

 

・卒業生に対して「ディ

プロマサプリメント」を

発行した（3年目） 

・シラバスの入力形式の

統一を図るとともに、実

務家教員が担当する科目

について、経歴と授業内

容の関連性が分かりやす

い表記内容に改善した。 

・シラバスチェック体制

の強化を継続した。 

・ICT 活用に関する共進

の支援は個別具体的に適

宜実施した。 

(4) 

「授業方針」の整理、策

定。遠隔授業の効果的な活

用推進と、適正な実施管理 

・対面形式を基本としつつも、遠

隔授業を効果的に活用する。あわ

せて遠隔授業の運用管理を適切に

行う旨を記した「授業方針」を策

定する。 

・対面形式を基本としつ

つ、適宜遠隔授業を取り

入れ、教育効果を高める

べく授業運営がなされ

た。 

・左記、遠隔授業の運用

管理に関する「授業方針」

を策定した。遠隔授業の

実施にあたっては運用管

理を適切に進められるよ

う、やや厳しめな実施申

請基準を設けた。これを

承けて、従前散見された

イレギュラーな遠隔授業

への変更に対する学生か

らの苦情等が皆無に近く

なった。 

(5) 

共通教育カリキュラムの

効果的な運用開始 

・新（R5～）共通教育カリキュラ

ムの運用継続。隔年開講科目のス

ムーズな運用 

・ｅラーニング教材の活用 

・令和 5年度より始まっ

た共通教育新カリキュラ

ムの運用を継続した。 

・ｅラーニングによるキ
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・スタディスキル科目の運用支

援。 

ャリア教育科目（スタデ

ィスキル A）の運用を継

続した。令和７年度もス

タディスキルＢ開講・実

施した。 

・完全オンライン形式に

よる教養教育科目の導

入、運用は令和 7年度を

以て、隔年開講科目すべ

ての開講に至った。 

・一部、担当者変更に伴

い、受講生の過集中が見

られた。 

(6) 

学生の研究活動・教員の

教育研究活動の拡充支援、

学生の資質能力向上支援

に関すること 

 

・ICTスキルの向上支援 

・ICTモラルについての啓発活動。 

・大学教育の ICT化の充実 

・WebClassの有効活用の支援 

・学生への ICT スキル向

上に向けて、一定の個別

対応がなされた。 

 

(7) 

FD・SD 委員会の通常業務

に関すること 

主に教育研究活動等の

適切かつ効果的な運営及

び教職員の能力及び資質

を向上させるための研修

への支援 

 

・FD・SD委員会活動の充実 

・教育改善に資する活動を充実す

る。 

・学生による授業評価の活性化と

評価に伴う改善点の確認をする。 

・FD・SD研修の効果的運用を目指

した計画を作成し、実施する。 

・FD・SD研修等の遠隔実施に関す

る機器の整備や準備・研修動画の

制作等の支援を行う。 

・令和 6年度に引き続き、

FD・SD活動の充実を図っ

た。 

・学生による授業評価の

対象科目を原則全科目に

拡充した。（継続） 

・ベストティーチャー賞

の継続と授業の公開 

・「障害のある学生支援」

「アカデミックハラスメ

ント予防」「外部資金獲

得」「本学の経営・財務状

況」「著作権講習会」など

の研修計画を立案し、実

施した。 

 

4．令和 7年度 主な事業計画に対する実績 （具体的な事業・取り組みに対する実績） 

(1) 学修成果の可視化及び教育の質保証、認証評価受審への対応 
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EM・IR 室との連携により、学修成果の可視化と教育情報の公開促進につながる情報

を提供し、大学の認証評価受審へ対応した。 

(2) 共通教育カリキュラムの改訂 

令和 5 年度（2023 年度）改定による新・共通教育カリキュラムの運用が３年目とな

った。担当者変更にともない開講期に若干のずれ、あるいは同一科目の連続開講とい

うイレギュラーな例もあったが、全体として円滑な運用ができた。 

(3) 授業評価アンケートの拡充 

令和 6年度に引き続き、対象科目を原則全科目に拡充して実施し、集計・分析結果を

学内に共有した。 

(4) 新シラバスの運用と改善 

CampusPlanポータル導入に伴い、シラバスの記載方法の改訂を行った。 

令和 7年度前期に、実務家教員の記載内容・方法について整備を行った。 

(5) 「ディプロマサプリメント」の発行継続 

令和 6 年度に引き続き、WebClass の機能を利用した「ディプロマサプリメント」を

卒業生に発行した。 

(6) FD・SD研修の充実 

年間計画に沿った研修を実施し、教職員の能力及び資質の向上に努めた。 

主なテーマ：「障害のある学生支援」、「アカデミックハラスメント予防」、「外部資金

獲得」、「本学の経営・財務状況」、「著作権講習会」など 

 
10）地域協働広報センター 

1．担当教職員（スタッフ） 

 教  員：【正副センター長・部長会議】渡邊 弘（センター長）、花田千絵（副センター

長）、西田直樹（企画調整・広報部長） 

      【減災・リスクマネジメント事業部会】藤村透子 

      【地域経済・スポーツ関連事業 WG】石川 智、斉藤 麗、今宿 裕、武田作郁 

      【自治体等との連携事業 WG】西田直樹、花田千絵、石川 智、高浜浩二、渡邊 弘、 

      今宿 裕 

      【教育研究推進会議】斉藤 麗、高浜浩二、西田直樹 

      【外部資金獲得委員会】斉藤 麗、高浜浩二、西田直樹 

      【生涯学習委員会】石川 智、高山裕一、西田直樹 

      【短大ボランティアセンター】坪井 真、花田千絵 

      【産学官連携 知的財産ユニット】天尾久夫、森 亮太、田所摂寿、村田明日

香、設楽紗英子※研究倫理審査委員会委員 

 事務職員：【入試・地域協働広報課】野路香織(課長）、星野健夫(課長補佐)、香取美歌(係

長)、阿久津文隆(係長)、白川浩美、青山弘子(兼任)、水口皇紀、清水新太郎、 
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      青山 椿(兼任)、渡辺俊二、五十嵐尚美 

 

2．令和 7年度 基本方針 

(1) 地域社会等との連携・協働に係る総合的な事項に関すること 

(2) 連携・協働事業推進に係る全学的な連絡調整に関すること 

(3) 公開講座及び生涯学習に関すること 

(4) キャンパス見学会に関すること 

(5) 広報物（ホームページを含む）の作成と管理に関すること 

(6) 地域協働広報センター内に設置される事業部会、WG、PT、委員会に関すること 

(7) 外部資金獲得に関すること 

(8) 研究ブランディング事業に関すること 

(9) 短大ボランティアセンターに関すること 

(10)その他地域連携に関すること 

 

3．令和 7年度 重点的に取り組むべき課題（学長方針に対応する施策や計画の成果） 

 課題の概要 課題解決に向けた施策の概要 実 績 

(1) 

「企画広報室」と地域協働

広報センターとの連携に

よる戦略的広報活動の展

開 

本学のブランドイメージの向上に

つながる情報を積極的に発信。 

また、地元メディアの記者の方の興

味関心を勘案した個別の情報提供

への取り組み。 

短大の共学化に合わせた

広報はじめ、学内各部署

との密な連携に基づく広

報活動を実施しました。 

(2) 

ホームページや SNSを活用

した情報発信及びマスメ

ディアへの情報提供（1 日

1件情報発信の継続・推進） 

ホームページの更新頻度を高め、情

報発信量を増やす。 

県内マスメディアを中心に本学 

学生の活躍や本学の地域貢献等

の情報を積極的に提供する。 

「1日 1件情報発信」の取

り組みで、ホームページに

おいては動画を含めた魅

力的なコンテンツの発信

と、更新、X（旧ツイッター）

での身近な情報発信に取

り組みました。マスメディ

アへの情報提供では、下野

新聞社やとちぎテレビと

いった地元メディアと良

好な関係を築き、取材依頼

などをスムーズに行うこと

ができました。 

(3) 
LRT 開業による施設貸出し

等への広報活動 

総務課とも連携協力して近隣の

自治体や県内の企業による施設

施設（学舎）の貸し出し

に加え、近隣でのイベン
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利用の促進を目的とした PR 活動

を推進。 

ト開催に合わせた駐車場

の提供など地域への貢献

を含めた取り組みを促進

することができました。 

(4) 

「作新・高大短連携会議」

を中核とした相互理解と

学生確保における協力の

推進 

年１回の会議開催。作新高校の三

者面談の時期に合わせて、作新高

校 

専用の案内資料の作成。 

7月 18日会議を開催する

とともに、2 週間の相談

ブースを設置し、案内資

料を作成するなど、計画

した取り組みを着実に実

施しました。 

(5) 

自治体・企業等との明確な

具体的取組に基づく連携

事業の強化 

県内自治体との情報交換を活発

に行い、連携事業の推進に努める。 

今年度は、喜連川社会復

帰促進センターと相互連

携協定を 10 月 21 日締結

し、受刑者向けのコミュ

ニケーション作業を人間

文化学部の教員が講師と

なってスタートさせまし

た。 

(6) 

リカレント教育やリスキ

リングの対象となる社会

人に向けた広報活動、受け

入れの強化 

しもつき会と連携して実施する

「リカレント講演会」等の広報

については、広報対象地域を絞

り、フリーペーパーを使うなど、

「情報が相手に届く広報」を心

掛けて取り組む。 

8月30日第4回作新リカレ

ント講演会開催しました。 

宇都宮市内の生涯学習セン

ター、図書館にチラシを送

付した他、下野新聞社に情

報を送り、週間情報ワイド

コーナーやトチペ 8月号に

掲載するなど、幅広い案内

を実施しました。 

(7) 

外部資金獲得委員会を中心

とした科学研究費等の競争

的研究費の確保による外部

資金（研究費）導入の積極的

推進 

総務課とも協力し、大学コンソー

シアムとちぎが開催する科研費助

成事業説明会等の情報を学内の

教職員に周知する等、広報活動を

通じて外部資金（研究費）獲得の

支援に努める。 

大学コンソーシアムとち

ぎ、宇都宮大学URA/学術研

究部主催の「科研費助成事

業説明会」（8月オンライン

開催）を学内でも連携して

実施しました。 

(8) 

県内の大学・短大等による

防災・減災活動連絡調整会

議の定期的な開催と会議

栃木県の大学等による防災・減災

活動連絡調整会議の世話人校と

して調整会議の定期的な開催と

連絡調整会議を 2 回(9

月・3月)に実施し、12月

の宇都宮大学地域防災シ
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の成果の積極的な広報の

実施 

円滑な運営に努める。また会議の

成果については、地元メディアを

中心に積極的な広報に取り組む。 

本学が年２回開催する防災士養成

研修講座では、宇都宮大学との連

携により宇都宮大学学生の受入れ

に加え、足利大学、国際医療福祉大

学の学生も受け入れる。 

ンポジウムに共催しまし

た。また、防災士養成研修

講座は 6 月と 9 月に実施

しました。連続公開授業

「減災・リスクマネジメ

ント概論」についても、

とちぎ学での講義にて

12月から 1月にかけて全

4回実施しました。 

 

4．令和 7年度 主な事業計画に対する実績（具体的な事業・取り組みに対する実績） 

(1）減災・リスクマネジメント事業部会 

  ① 本学と栃木県防災士会との連携協定（平成 26（2014）年 11月 9日締結）に基づき、

防災士養成研修講座を 2回（1回目 6月 28日・29日、2回目 9月 20日・21日）実施し

ました。 

   本事業は、平成 29年度からの継続事業であり、令和 4年度から年 2回実施し、1回目

受講者 69 名（作短生 2 名、宇都宮大学生 2 名含む）、2 回目受講者 61 名（作大生 2 名、

宇都宮大学生 2名含む）。また、宇都宮大学地域デザイン科学部地域デザインセンターと

の協力関係の強化にも取り組みました。 

  ② 「とちぎ学」の授業内で連続公開授業「減災・リスクマネジメント概論」（12月 4日

～1 月 8日の計 4回）を実施しました。 

   本事業は、平成 27年度からの継続事業であり、「とちぎ学」の授業時間帯で実施し、

西田直樹教授がコーディネーターを務め、飯塚明子（宇都宮大学留学生・国際交流セン

ター准教授）、稲葉茂（栃木県防災士会理事長・作新学院大学客員教授）、宇都宮市危機

管理課職員をゲストスピーカーとして招き、講義を行いました。 

  ③ その他 

   足利大学、宇都宮大学、国際医療福祉大学、作新学院大学・同女子短期大学部、県内

5 大学・短大、4 学校法人にて「栃木県の大学等による防災・減災活動連絡調整会議」

（9 月 30日、3月 17 日）を 2回実施しました。 

 

(2）地域経済・スポーツ関連事業 WG 

  栃木県内の企業や研究機関、高等教育機関等と連携して、地域経済の活性化、スポーツ

振興や健康増進に関わる教育・研究事業に取り組みました。「きよはらスポレクフェステ

ィバル」へのサポート参加を予定しておりましたが、雨天延期となったため、参加には至

りませんでした。 
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(3）自治体等との連携事業 WG 

  ① 今年度は、喜連川社会復帰促進センターと相互連携協定を 10月 21日締結し、受刑

者向けのコミュニケーション作業を人間文化学部の教員が講師となってスタートさせ

ました。 

  ② 本学が連携協定を結んでいる 7自治体について、自治体内の委員会・審議会への委員

派遣や講演会の講師派遣、学生への情報提供等、相互協力に基づく事業を引き続き行っ

てきました。特に宇都宮市、大田原市、矢板市、那須塩原市、真岡市、さくら市の 6市

のうち、宇都宮市との連携会議を 2回実施しました。 

  ③ 那須塩原市との連携事業民間保育施設就職説明会を（7 月 8 日、5 時限目キャリア

デザイン（久野高志教授））にて実施しました。 

  ④ 宇都宮市長の特別講義を（11月 11日、4限目観光マーケティング論（石川順章准教

授）、研究ゼミナールの授業にて）実施しました。 

  ⑤ さくら市とは、市内の中学生対象に硬式野球部・サッカー部・陸上競技部およびバ

ドミントン部との合同練習会を実施しました。 

  ⑥ 清原地区市民センター・同生涯学習センターに対し、生涯学習事業（講師派遣を含

む）を提供しました。全 2講座のうち 1講座は、大学教員 1名とゼミ学生 5名をもう１

講座は、短大教授 1名を派遣して実施しました。 

  ⑦ 地域連携型授業「マスコミ論」において、下野新聞社との連携により講義を実施し、

今年度で４年目となりました。9月 25日～1月 15日までの全 15回のうち 13回を下野

新聞社社員が担当し、第 10回の授業では若菜英晴社長が講師を務めました。 

 

(4）教育研究推進会議（含 外部資金獲得委員会 等） 

  ① 「とちぎ学生アイデアピッチバトル」（学生＆企業研究発表会後継事業）（大学コン

ソーシアムとちぎ主催） 

   大学 2件（趙ゼミ、宇都宮創造都市研究センターグループ）応募しましたが、本選出

場には至りませんでした。今後のさらなる挑戦が期待されます。 

 

  ② 「大学生によるまちづくり提案発表会 2025」（宇都宮市主催） 

   宇都宮市が実施する「大学生のまちづくり提案」に関するの情報提供を行い、本学学

生（張ゼミ・宇都宮市創造都市研究センターグループ）から研究発表 2件の応募があり

ました。 

  ③  外部資金獲得委員会 

   外部資金獲得に向けた取り組みについて検討を行うとともに、大学コンソーシアム

とちぎおよび宇都宮大学 URA・研究協力係主催の「科研費助成事業説明会」（8月オンラ

イン開催）に教職員 38名参加しました。 

  ④ 最先端先導的経営特別講演会 



74 
 

   6 月 20 日「ローカルメディアのすすめ〜地域とつながる放送の力〜」をテーマに、

とちぎテレビでキャスター・スポーツ実況を務めているフリーアナウンサー篠田和之

氏を講師に迎え、作新学院大学公開講座、第 24回最先端先導的経営特別講演会を開催

しました。 

   また、9月 24日「スポーツビジネスへの挑戦」をテーマに、東京 2025世界陸上やパ

リオリンピックに帯同した相馬聡講師による「第 25回最先端先導的経営特別講演会 第

18回 FD・SD 研修会」を企画・開催しました。 

 

(5）生涯学習委員会 

  ① 生涯学習委員会を 2 回開催しました。公開講座は大学において 2 講座（計 4 回：8

月 7日、8日）を実施し、短大では親子参加型として、短大ボランティアセンター子育

て支援「わいわいひろば」と連携し、1講座（8月 19日）を開催しました。なお本事業

は「とちぎ子どもの未来創造大学」との協賛により実施しました。 

  ② 「教員 PR用リスト」作成（年度内） 

   本学教員が地域で活躍できる環境の整備の一環として、「教員 PR 用リスト」を作成し

ました。本リストは、教員の学外における講演・講座の講師対応やマスメディアからの

取材対応等に活用するとともに、連携協定を締結している自治体等に配付しました。 

  ③ 同窓会連携事業 WG 

   短大同窓会（しもつき会）との共同企画で「第 4回作新リカレント講演会」を 8月開

催しました。テーマは「脳から理解する～ケアする側・される側のウェルビーイングを

目指した取り組み～」で、小児科医の門田行史先生を講師に迎え、3306 教室にて開催

しました。当日は保育・教育関係者を中心に約 50名が参加しました。 

 

(6）短大ボランティアセンター 

  ① さくら市との連携により 10月に開催された「ゆめ!さくら博＆福祉まつり」におい

て、出張わいわいひろば－手作り玩具で学生とあそぼう－を実施しました。 

  ② また、前年度に文部科学省公募事業に採択された「知的障がいのある人たちの学び

を支援する包括的な生涯学習事業」の継続事業として「なす学びのカレッジ－アートを

楽しもう－」を 12月と 1月に那須塩原市で実施しました。 

 

(7）その他 

  ① キャンパス見学会実施 

   高校生の受入れをはじめ高校 PTA や中学生の自主研修にも対応し、キャンパス見学

会を 11 回実施しました。 

  ② 企画広報室との連携業務 

  学内取材や本学ホームページ掲載、SNS での情報発信など企画広報室と連携し「1 日 1
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件情報発信」実施しました。 

 

5．備考 

 令和 7年度は、組織改編により「入試・地域協働広報課」となって 2年目を迎えました。

これまでの地域向け広報に加え、旧入試課と連携した学生募集広報にも取り組みました。今

後は一般広報業務の整理を進めつつ、学生募集を重視した広報活動を進めるとともに、地域

協働広報センターの体制充実に努めていきます。 

 
11）企画広報室 

1．担当教職員（スタッフ） 

 教  員：【企画広報室長】西田直樹 

 事務職員：【企画広報室／地域協働広報課（兼務）】青山弘子 青山 椿 

 

2．令和７年度 基本方針 

(1) 本学における広報活動の企画、調整、統括に関すること。 

(2) 報道各社への情報提供、取材依頼、取材対応に関すること。 

(3) 学長から指示を受けた広報業務の企画、調整、実施に関すること。 

 

3．令和７年度 重点的に取り組むべき課題（学長方針に対応する施策や計画の成果） 

 課題の概要 課題解決に向けた施策の概要 実 績 

(1) 

「企画広報室」と地域協働

広報センターとの連携による

戦略的広報活動の展開。 

本学の広報活動の統括部署とし

て、広報活動全体の仕組みづくり

や効果、あるいは定期的な点検や

見直しに取組みました。 

本学の広報活動の統括部

署として従来の基本的な

業務を安定的に行うこと

ができました。 

 

(2) 

ホームページやＳＮＳを

活用した情報発信及びま

ずメディアへの情報提供

（１日１件情報発信の継

続・推進）。 

定期的にホームページ管理委員

会を開催し、年間のスケジュール

に基づく更新を計画的に実施し

ました。 

令和７年度も引き続き「１日１件

情報発信」の取組みを行い、ツイ

ッターによる情報発信を推進し

ました。 

事務職員を中心にホーム

ページを適切に更新しま

した。 

ホームページ管理委員会

を年 1回開き、事務局内で

の情報共有を行いました。

また SNS の活用について

も積極的に取り組みまし

た。 

 

4. 令和７年度 主な事業計画に対する実績（具体的な事業・取り組みに対する実績） 

 (1) 本学の広報活動の統括 
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    広報部委員会の活動と地域協働広報センターが行う広報業務、その他の活動を統括し

ました。従来行ってきた大学・短大紹介動画一般広報誌（『燦 -KIRARI-』）といった広

報媒体の作成に取組みました。なた、大学・短大パンフレット（CAMPUS GUIDE）の作

成については、地域協働広報課と協働して作業を進めました。 

 (2) 学内における広報物に関する管理 

    本学のＰＲに関わる広報物のみならず、学外からのアンケート調査の依頼について

も、総務課や学生課、法人事務局等と連携し、企画広報室長が可否を判断し、学長

の決裁を経て発信（回答）することができました。 

 (3) 本学のブランドイメージの向上とその普及に関する業務 

    地域社会における「本学の良きブランドイメージ」の確立と普及をめざして、ホーム

ページでの行事や学生の活躍の紹介に力を入れ、動画の配信等にも力を注ぎました。 

 (4) 学長のトップセールスを支える広報業務 

    学長自身の広報活動（トップセールス）を支える活動に取組んで、ホームページに

おける学長コラムの隔月掲載や 1 月の下野新聞及び日本経済新聞での学長の新年

のメッセージ、入試・地域協働広報課の協力を得て学長コラム集「日々に自らを新

しく」（第 3 巻）を作成し、学長の思いや考えを地域社会に向けて発出することが

できました。 

 (5) 報道各社への情報提供・取材対応 

    令和 7年度の企画広報室では、入試・地域協働広報課からの協力を得つつ、本学の

学生の活動に関する情報発信や来学した記者へ資料提供など丁寧な取材対応を行

いました。 

    また、大学で実施する「マスコミ論」の授業を通して、地元メディアである下野新

聞社との相互理解が深まり、より一層の連携強化が望める状態になった。 

 

12）教職実践センター 

1．担当教職員(スタッフ) 

令和７年度教職実践センター運営委員会 

センター長・・・川原   副センター長・・・・西谷、高浜 

安齋 生田 太田 大橋 荻原 小林 末永 高山 坪井 浪花 林 村田 

国谷 櫻井 

 

業務分担 ☆部門長 ◎部会長 

1 教職企画調整部門（年次計画・予算・決算） 

☆川原・☆西谷・生田・大橋・高浜・高山・浪花・国谷・櫻井 
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2 教育実習部門（介護等体験含む） 

☆西谷・☆高山・安齋・生田・太田・大橋・荻原・川原・小林・末永・高浜・坪井・浪花・

林・村田・国谷・櫻井 

・中・高学生指導部会： 

◎西谷・安齋・生田・太田・大橋・荻原・川原・小林・林・国谷・櫻井 

  経営学部との調整 荻原 林（高等学校：商業） 

・小学校学生指導部会： 

 ◎高山・安齋・生田・大橋・川原・浪花・小林・国谷・櫻井 

・幼保学生指導部会： 

 ◎坪井・国谷・櫻井 

  短期大学部との調整 坪井（幼稚園・認定こども園・保育園） 

・特別支援学校学生指導部会： 

 ◎高浜・生田・大橋・川原・小林・末永・高山・浪花・西谷・村田・国谷・櫻井 

・介護等体験部会： 

 ◎大橋・生田・安齋・川原・小林・末永・高浜・高山・浪花・西谷・国谷・櫻井 

 

3 教員採用試験対策部門 

☆川原・☆西谷・安齋・生田・大橋・高山・浪花・国谷・櫻井 

 

4 地域連携部門 

☆浪花・生田・大橋・荻原・川原・小林・末永・高浜・高山・西谷・国谷・櫻井 

・ボランティア・自主科目部会・（特支）部会： 

 ◎高浜・生田・大橋・末永・高山・浪花・西谷・国谷・櫻井 

・県教委、市教委部会（県教委の説明会・報告書等）（市町教委の説明会等を含む）： 

 ◎浪花・生田・大橋・高山・国谷・櫻井 

・宇都宮大学・内地留学生、清原地域小中高各学校、宇都宮大学共同教育学部附属幼・小・

中・特別支援学校等部会： 

 ◎生田・大橋・高山・浪花・国谷・櫻井 

・プレインターンシップ「学校関係」部会： 

 ◎浪花・生田・大橋・川原・高山・阿久津（キャリア就職）・国谷・櫻井 

・先輩教師の講話会部会： 

 ◎西谷・安齋・生田・大橋・荻原・小林・高浜・国谷・櫻井 

 

5 幼児教育部門 

☆坪井・国谷・櫻井 
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6 教職実践センター研究紀要部門（教職実践センターシンポジウム、後援願、履修カルテ

支援・指導等含む） 

☆安齋・◎大橋・生田・川原・小林・末永・高浜・高山・浪花・西谷・国谷・櫻井 

・紀要 

 ☆安齋・大橋 

・シンポジウム 

 ◎大橋・安齋・生田・川原・小林・末永・高浜・高山・浪花・西谷・国谷・櫻井 

 

（自己点検評価実施担当） 

☆川原・西谷・高浜・荻原・矢野・国谷・櫻井 

 

・(教職 FDSD 担当) 

☆西谷 

 

2．令和７年度 基本方針 

(1) 教職に関する相談 

(2) 地域連携等による、より実践的な学びの提供 

(3) 介護等体験や教育実習等体験に関する指導、支援 

(4) 教員採用試験に向けた学生の意欲の継続、支援 

(5) 授業で使用する教科書（デジタル教科書を含む）、文房具類、採用試験関係参考書等

の支援 

(6) GIGAスクール構想に伴う ICT 教育の実践力の推進(タブレット、クロームブック、パ

ソコン等の機器の活用による) 

(7) プログラミング教育に対応した教材等の推進 

(8) 市町、県教育委員会や幼小中高特別支援学校との連携や校内研修等への教育支援 

(9) 県内幼小中高特別支援学校各教育研究会や教育研究団体連合教育会等との連携や研

修会等への教育支援 

(10)市町、県教育委員会やキャリア就職支援課との連携による学生の実態に応じた就職

支援 

(11)市町、県、地域との連携による学校ボランティアの支援、推進 

(12)教職関係に就職した卒業生との連携、支援 

 

3．重点的に取り組むべき課題（学長方針に対応する施策） 

 課題の概要 課題解決に向けた施策の概要 実 績 

(1) 
教職実践センタ

ーによる教員採

卒業生も含めた学生一人ひとりの

実態に応じた支援の充実と教員採

合格者は現役 15名(延べ数)。 

教採講座は、1次対策はオンデマ
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用試験合格に向

けた教育指導体

制の充実 

用試験対策のより一層の充実を目

指します。 

近年の動向、学生の実態に応じた

教員採用試験講座の内容と方法の

充実を行います。 

オンデマンド等を活用した採用試

験講座の学習機会の増大に努めま

す。 

教採受験希望者への併願の積極的

指導を実施します。 

教職関係教職員の共通理解に基づ

く学生支援の充実を目指します。 

教職実践センター主催の各種講

座・研修会や学外の各種研究会等

への積極的参加による、教職に対

する意欲向上を行います。 

ンドで実施、2次対策は対面で実

施した。 

学校ボランティアの学生の参

画。 

教育実習校へのボランティアへ

の参加により、長期間の活動で

学校理解が深まった。 

教職員が連携を取りながら、日

常の指導を積極的に実施した 

併願に積極的になる等、教員を

志望する学生がより教採に取り

組むようになった。 

 (2) 就職率の増加 

学生の特性に応じた支援とキャリ

ア就職支援課とのより一層の緊密

な連携。 

学生が教職適性を自分で考え、教

職以外にもふさわしいキャリア選

択をできるような指導を行いま

す。 

キャリア・就職支援課との連携を

より一層密にします。 

キャリアデザインの授業や教職に

就いている卒業生との連携の継続

強化をおこないます。 

教育実習報告会、採用試験対策情

報卒業生への提供の継続をしま

す。 

学生の一般教養を高めます。(セン

ター内の教育関連書の充実等) 

学生に応じた就職をキャリア就

職支援課とも常に情報交換をし

ながら実施した。 

教育関係の就職も、採用試験並

びに非常勤講師等の説明会を実

施するなど、県市町教委との密

接な連携ができた。 

センターの教育書の充実を図

り、学生の教養を高め、社会に出

てからの基礎力を高めるよう図

ることができた。 

(3) 

県及び市教育委

員会、自治体の諸

機関、作新学院小

教員採用試験や会計年度任用教員

等の説明会の実施、情報交換、学

生への情報提供や教職実践センタ

今年度も教員採用試験、会計年

度採用教員の採用や大学での授

業等において強力な連携をする
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学部・中等部との

緊密な連携強化 

ー主催の各種講座・研修会への後

援依頼等の連携、継続を行います。 

学校ボランティアや学校支援関係

等の学生派遣の連携、継続を行い

ます。 

教育委員会勤務経験のある非常勤

講師や授業等での協力連携の継続

を行います。 

作新学院幼・小・中・高等部、幼小

中高特別支援学校及び各教育研究

会との双方向的連携強化を行いま

す。 

ことができた。 

ボランティア関係は、市教委関

係はもとより、学校からの直接

依頼も多くなっており、近隣の

学校以外でも学生が活動を行っ

た。プレインターンシップも実

施することができ、次年度も継

続をお願いしている。 

授業や採用試験講座等に、県市

出身の方々に講師として参画い

ただいた。 

県内の学校の校内研究会や校長

会や教務主任会での研修会にお

いて講師も務めた。 

 

4．令和７年度 主な事業計画に対する実績 （具体的な事業・取り組みに対する実績） 

(1) 教員採用試験講座 

・講座の企画、開講をオンデマンド中心に実施しました。 

・本学教員の担当に加え、採用試験を熟知した外部講師を招き、学生の実態に応じた試

験対策の対応を行いました。二次試験対策は対面を中心に実施し、現役 17 名(延べ

数)、既卒者 1名(延べ数)が合格しました。 

・ギガスクール構想の進展を踏まえ、学生に ICT 活用の力をつけるよう指導を進めま

した。 

(2) 教職履修学生の面接 

・教職課程履修学生の面接を実施しました。 

・教職課程履修学生の全学年に対して、学習支援と生活支援も含め、学生の実態に応じ

た支援を行い、学習やよりよい学生生活が送れるような支援を行いました 

・教務課との緊密な連携を推し進めました。 

(3) 就職率の増加 

・キャリア・就職支援課との学生の特性に応じた情報の共有及びさらなる連携の強化を

実施しました。 

・面接指導は、キャリア・就職支援課と強力な連携を進め実施しました。 

・学生が自身の教職の適性を見据え、教職、教職以外のふさわしいキャリア選択をでき

るようにより一層キャリア就職支援課との連携を密に指導を行いました。教採を希

望しなかった学生に対しても、就業意識の向上ができるような指導をしました。 

・市町、県教委との連携をしました。 
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・県内はもとより県外教育委員会からの情報収集と連携を行いました。 

・学生の一般教養を高めるため、センター内の教育関連書の充実等に努めました。 

(4) 地域との連携による学校ボランティア等の推進  

・地域連携部門を中心として、清原地域学校園との双方向での連携をしました。 

・プレインターンシップの協力依頼、実施の継続を行いました。 

・清原地区内の学校ボランティア学生派遣の継続を行いました。 

・宇都宮大学教育学部附属学校園公開研究会への学生参加支援を行いました。 

・栃木県小学校教育研究会公開研究発表会への学生参加支援を行いました。 

・栃木県連合教育会等との連携の継続をしました。 

(5) 県及び市教委との緊密な連携強化 

・栃木県教員採用試験説明会の実施の継続をしました。 

・宇都宮市等会計年度任用教員の採用関係の説明会の実施の継続をしました。 

・教職実践センター主催の各種講座・研修会への後援依頼の継続をしました。 

・学校ボランティアや学校支援関係への学生派遣の継続をしました。 

・栃木県内特別支援学校訪問等の連携をしました。 

(6) 作新学院幼・小・中・高等部、幼小中高特別支援学校及び各教育研究会との連携継続、

校内研修等への教育支援 

・作新学院幼・小・中・高等部、幼小中高特別支援学校及び各教育研究会との双方向的

連携強化を継続しました。 

 
13）EM・IR 室 

1．担当教職員（スタッフ） 

教   員：【EM・IR室運営委員会】渡邊弘（委員長）、斎藤麗、玉城要、荻原昭信、前橋明

朗、西谷健次、坪井真、西田直樹 

【EM・IR室実務担当者会議】西谷健次（室長）、下瀬川陽、森嶋佳織（年度中に

産休・育休）、横井夏子（産休・育休代替） 

事務職員：【EM・IR室運営委員会】中山忠男（大学事務局長） 

【EM・IR課】平野友理（課長）、高倉美幸、（飯村由美子） 

【EM・IR室実務担当者会議】平野友理（課長）、高倉美幸、（飯村由美子） 

 

2．令和 7年度 基本方針 

(1) 経営改善や学生支援、教育の質向上のための、学内及び学外情報の収集、分析、活用

に関すること 

(2) 本学における事業計画立案、戦略策定及び意思決定に資する情報の提供に関するこ

と 

(3) その他本学におけるＥＭ・ＩＲの推進に関すること 
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3．令和 7年度 重点的に取り組むべき課題（学長方針に対応する施策や計画の成果） 

 課題の概要 課題解決に向けた施策の概要 実績 

(1) 

アセスメント・

ポリシーに基づ

く各種アンケー

トの実施および

分析のサポート 

各種アンケート等の実施および分析

をサポートします。また、分析結果に

基づく提案を各部局に示します。 

学生生活アンケート等をはじめとす

る各種アンケートの実施・分析をし

ました。 

(2) 

各種アンケート

のスリム化 

学生のアンケート回答負担の軽減化

を図るために、他大学と比較可能な

形で各種アンケートのスリム化に取

り組みます。 

全国学生調査（文部科学省）とのすり

合わせをしつつ、大学・短大アンケー

トをスリム化しました。 

(3) 

私立大学等改革

総合支援事業の

タイプ１および

教育の質に係る

客観的指標調査

への対応 

教育行政の動向を注視して、将来的

に必要とされることが予想されるデ

ータが生成できる仕組みづくりを推

進します。 

EM･IR 室実務担当者会議を開催する

ことで、教育行政の動向に対して機

動的な対応を取ることができまし

た。 

(4) 
情報公表の促進 各種法令や調査に適合した情報の公

表を促進します。 

大学 HPの「教育情報の公表」の追加

更新作業を行いました。 

(5) 

中途退学・休学

の実態調査およ

び改善方策の検

討 

在校生・新入生の学修状況・各種アン

ケート結果に注視し、必要に応じて

改善方策を提案します。 

学生動向に注目していますが、令和 7

年度の中退・休学は例年同様の傾向

であったため、改善方策等の提案は

行いませんでした。 

 

4．令和 7年度 主な事業計画に対する実績 （具体的な事業・取り組みに対する実績） 

(1)  アセスメント・ポリシーに基づく各種アンケートの実施および分析のサポート 

・EM･IR 課が実施主体となったアンケートは、「新入生アンケート」、「卒業年次生アンケー

ト」、「卒業生アンケート」である。各アンケートについて分析を行った。 

・GPAの分析を行った。 

・「学生生活アンケート」（学生部委員会）、「授業評価アンケート」（FD･SD 委員会）の分析

を行った。 

(2)  各種アンケートのスリム化 

アンケートのスリム化は、以下のような手続きで実施した。 

・「全国学生調査」（文部科学省）と本学のアンケートを比較し、「全国学生調査」に類似し

た質問項目は削除した。 

・大学と短大で別々に行われていたアンケートは、質問項目を調整の上で統合して一本化し



83 
 

た。 

・アンケートの目的を再確認し、不必要なものについては教授会・委員会等に廃止の提言を

行った。 

・複数のアンケートで同様の質問項目がある場合には、いずれかのアンケートに一本化し

た。 

・各アンケートの中で、調査目的が不明確な質問項目は削除した。 

 

改訂後 改訂前 見直し内容 

 入学前アンケート

（短） 

廃止 

新入生アンケート 新入生アンケート

（大・短） 

質問項目の統一 

学生生活アンケー

ト 

学生生活アンケー

ト（大・短） 

学修行動調査（短） 

満足度調査（短） 

 

学修行動調査（短）、満足度調査（短）は学

生生活アンケートに統合 

授業評価アンケー

ト 

授業評価アンケー

ト（大・短） 

令和 8 年度に見直しを予定しており、令和

7年度は変更なし 

卒業年次生アンケ

ート 

卒業年次生アンケ

ート（大） 

卒業時満足度調査

（短） 

卒業時満足度調査（短）は卒業年次生アンケ

ートに統合 

卒業生アンケ―ト 卒業生アンケート

（大・短） 

質問項目の統一 

 

(3)  私立大学等改革総合支援事業のタイプ１および教育の質に係る客観的指標調査への対

応 

EM･IR室実務担当者会議を開催することで、教育行政の動向に対して機動的な対応を取る

ことができた。 

・情報の整理・収集方法などについて、詳細に検討することができた。 

・入試・地域協働広報課と連携し、星の杜高等学校との情報連携を推進した。 

・「私立大学等改革総合支援事業」のタイプ 1（１－②）に基づき、IRに関する外部研修講

師を務めた（『大学認証評価（第 4クール）におけるＩＲの役割』西谷健次、宇都宮市創

造都市研究センター主催、令和 7年 5月 30日）。 
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(4)  情報公表の促進 

・各種法令や調査に適合した情報について、ホームページ「教育情報の公表」の追加更新作

業を行った。 

(5)  中途退学・休学の実態調査および改善方策の検討 

・学生動向に注目していますが、中退・休学に対しては例年同様の傾向であったため、改善

方策等の提案は行わなかった。 

 

5．備考 

令和 7年度から「全国学生調査」（文部科学省）が本格導入された。本学アンケートのス

リム化にあたり、「全国学生調査」の質問項目とのすり合わせ作業が不可欠となった。「全国

学生調査」の質問趣旨と本学の各種アンケートの質問主旨は必ずしも一致しないが、「全国

学生調査」の質問項目は変更ができないため、本学アンケートの質問項目の選別・修正には、

多少とも強引な調整が必要となった。 

経営 IRの観点から、今後、非入学者データの分析が不可欠なことから、星の杜高等学校

との情報連携を実施することとなった。実施にあたり、高等学校における進路指導と連携し、

すべての学年の生徒に対して年 2 回程度の調査を実施し、進路意識がどのように変化して

いくのかを調査することとなっている。また、本学での分析結果は高等学校にフィードバッ

クし、進路指導に活用していただくこととなっている。調査は令和 8年度から実施すること

となっている。 

 
14）資格取得支援室  

 

1．担当教職員（スタッフ） 

教員  ：【資格取得支援室室長】杉本育夫 

：【資格取得支援室委員会委員】 荻原明信（経営学部長）、中川仁美（経営学科長）、

石川智、森亮太 

事務職員：【教務課】国谷 祐子（課長） 長瀬 悠美（担当）  

支援室スタッフ TA 加藤由紀 大学院卒 SA 平岡優真 作大経営学部 4 年 小川柚希 

作大経営学部 2年     

2．令和 7年度 基本方針  

(1) 年間の資格取得支援室の事業計画に従い簿記会計の 1 級～3 級と情報処理のＩＴパ

スポート試験等の資格取得を支援するための講座を開講し、運営すること  

(2) 公務員講座を年間通して開講・運営し、公務員受験希望者に対して受験指導をするこ

と  

(3) 資格取得支援室の環境整備、書籍購入や検定試験模擬問題の印刷・配布・管理をする

こと               
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(4) 資格取得支援室主催による年 4 回実施予定の全経簿記検定試験の受験周知・団体受

験申込・採点・合格発表を行うこと  

(5) 資格取得支援室で年 3 回実施予定の日本商工会議所主催簿記検定試験の団体申し込

みの周知業務、受付業務・発表業務を行うこと  

(6) 情報処理検定試験（ＩＴパスポート、基本情報処理技術者試験）の受験指導を行うこ

と  

(7) 短大、大学、大学院の資格取得奨励金支給規定に従い、取得した資格に応じた奨励金

を準備し、学長による奨励金授与式を開催し、奨励金を支給すること 

(8) 税理士試験科目受験の助言指導を行うこと  インターンシップなどを通じて税理士

会との連携、寄付講座の支援を図ること 

(9) 資格取得支援室委員会開催に関すること 

(10)商業の教員免許取得者の指導と教員採用試験問題（商業）の指導に関すること 

（11）学長の地域との連携強化方針に基づき地元高校との勉強会など交流の促進を図るこ

と 

 

3． 重点的に取り組むべき課題   

 課題の概要 課題解決に向けた施策の概

要 

実績 

 

(1) 学生一人一人が、資格

取得の目標を設定し、

計画的に資格を取得で

きるように支援する。

より高度な資格を取得

できるような、支援体

制の整備 

 

各種講座を開設し、充実し

た各講座の運営をする。 高

度な資格取得指導のできる

SA、TA、 教員の指導体制を

確保する 

今年も資格取得支援室

に来室する学生一人一

人に丁寧に対応できて

いた。経営学科の学生

の簿記合格者の中に混

じって、人間文化部学

部の心理コミュニケー

ション学科の学生やス

ポーツマネジメント学

科の学生が検定試験に

合格していた 

(2) 公務員講座受講者の定

着と継続的な学習の促

進を図る 公務員採用

試験（行政・警察官・消

防士）の合格実績の向

上 

年 10回の公務員講座を開設

する他に、継続的な学習に

取り組むことの大切さを指

導し、より多くの公務員合

格者につなげる 

年 10 回の公務員講座

を実施したが、昨今の

公務員の人気が減退

し、受講者も最終的に

は数名になってしまっ

たのが残念である。成

果としては、2年連続で
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作大から栃木県の高校

教員採用試験（商業）に

1名が合格した。今後の

検討課題として受験へ

の意識を高めるために

も公務員講座は無償で

やっているが今後は有

料化も検討すべきでは

ないか。検討する時期

に来ている。また、教員

の養成には時間がかか

るので早期からの学習

と意識づけが必要であ

る。 

(3) 学生が、学習し易い、利

用しやすい環境を作る 

資格取得支援室学習環

境の整備 

誰もがいつでも自由に使用

でき、公務員受験の情報を

得られるような開放された

学習室環境を整備する。 

学習環境の整備では、

各個人に教室で学習す

る際に、すべての机に

デスクスダンドライト

を全員に整備し、夕方

や夜でも手元が明るく

学習できるよう数十台

購入した結果勉強の質

も能率も上がってきて

いる。ITパスポート試

験対策問題集なども整

備し、情報処理関係の

教材を充実させること

により、ITパスポート

試験の合格者が増加し

た。 

(4) 商業の教員免許取得志

望者の増員と教員採用

試験対策の充実 

商業の専門科目の指導 商

業教員採用 試験対策を充

実する。大学 3 年次受験に

対応した指導をする 

教員採用試験におい

て、2年連続で栃木県高

校教員（商業）に 1 名

を合格させることがで

きた。教員試験対策問

題集の購入や他県の採
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用問題の取り寄せなど

や現在の高校で使われ

ている教材の整備に予

算をかけた。その結果、

教科書や問題集等の教

材の購入が合格の大き

な要因になった。 

（5） 税理士資格を目指す人

材や即戦力と成り得る

人材養成 

継続して税理士試験対策講

座の受講推進により継続的

な科目合格を目指す 

税理士試験科目に 2 名

が合格した。国税徴収

法と財務諸表論であ

る。1 名はスタッフの

TA で、1 名は支援室の

元スタッフで社会人と

なって継続的に税理士

の学習をしていたもの

である。いずれも、資格

取得支援室出身者であ

り、税理士試験科目に 6

年連続合格者が出たこ

とになる。大学在学中

の合格者はもちろん、

卒業後も大学で学習で

きるような環境整備も

必要であると痛感して

いる。このことにより、

支援室での合格への取

り組みの一定の流れが

出てきているように感

じている。特に１，２年

生の学習意欲向上に税

理士試験科目合格は大

きい役割を果たしてい

る。また、地域社会から

作大生が毎年税理士試

験に合格していること

の評価として、会計事
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務所の後継者問題や所

員の確保など、様々な

問い合わせが続いた。 

 

4．令和 7 年度の主な事業計画に対する実績  （具体的な事業・取り組みに対する実績） 

(1) 簿記会計や情報処理の資格取得者数の増加  

2025 年度は簿記の他 ITパスポ-トや基本情報処理技術者試験など合格者は、数多く出て

いるが、特徴としては経営学科の学生だけでなく、人間文化学部の学生やスポーツマネジメ

ント学科の学生など広がりを見せた点である。ただ、TKC の社員が毎年 15 名程度入学して

くるが、簿記や情報処理の資格を持って入学してくるため資格取得支援室を利用する学生

はほとんどいない。4 年次までに 60 名近くなると、そのため検定などに取り組む学生の人

数は、TKC社員が増えるにつれて全体の受験者数や合格者人数は今後減少傾向になっていく

と予想される。つまり、今後の検定などの合格者数は頭打ちになると予想される。 

(2) 税理士試験科目合格者と日商簿記 1 級、全経上級合格者の増加  

本学の長年の課題であった高度資格に 2021 年度初めて税理士試験科目簿記論合格者と

日本商工会議所主催簿記 1 級合格者にそれぞれ 2 名の合格者が出た、2022 年度、2023 年

度も、税理士試験科目合格者が 各 1 名出ている。2024 年度も税理士試験科目の簿記論に

3 年生 2 名が合格した。2025 年度も元支援室のスタッフと現在のスタッフの 2 名が税理士

試験の財務諸表論と国税徴収法に合格した。この合格で 6 年連続の合格者を出すことがで

きた。全科目合格した結果、税理士になりうる学生は、2名出た。また、久しぶりに日商簿

記 1級試験の合格者も出た。（大学 1年次の合格は初）簿記の資格取得を目指している学生

は数多くいるが、現在税理士試験科目合格を目指して、専門学校の通信教育を受講して勉強

している学生が 3 名、会計士試験 1 次試験短答式の合格を目指している学生が 1 名いる。

それらの学生が、令和 8年度に合格をすることを祈っている。 

 (3) 公務員受験学習者数の減少  

最近の民間企業の賃上げにより賃金の官民格差が出てきており、以前のような公務員人

気が減少しつつあるのが現状である。また、公務員講座をきっかけに、継続的に公務員試験

勉強に取り組む学生が増えるのは良いことだが、最終的に受講者が減少してしまうのが大

変残念であり、課題といえる。公務員試験勉強の取り組みは時間がかかるため在学年数の早

い時期に公務員の勉強に対する意識を高め、勉強に取り組むことが、合格につながるといえ

る。本学の学生は、学習に取り組むのが、遅く、公務員試験近くになってから支援室に駆け

込んでくるのが多いのが現状である。これでは、時間が足りなく合格につながらない。早い

学年から公務員受験の取り組み方を指導して、合格者の増加につなげていきたい。 

 (4) 自習室の環境整備による学習環境の改善  

本学では、学生が落ち着いて夜 9 時まで学習に取り組める環境が無かったので、2025 年
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度は、1101 教室をなるべく講義で使わない学習室とし、夜の学習者各個人に電気スタンド

ライトと書見台を整備し、目が疲れないようにする一方加湿器も整備し、学習環境を整えた

結果、多くの学生が夜間に勉強していくようになった。 

 (5) 人間文化学部学生の資格取得の支援や短大生の公立保育園希望者の支援  

2025 年度も、資格取得支援室を多くの学生に利用してもらい、将来の自分のキャリアデザ

インを描けるような数多くの資格を取得してもらいたい、短大生にとっても公務員講座の

受講 など資格取得支援室の利用拡大を計画した。年度の初めの新入生ガイダンスですべて

の学部学科の学生に資格取得支援室について説明した。しかし、なかなか、それぞれの学部

学科の講義時間の関係で、他学部や他学科の学生が、支援室を利用することは少なかった。

ただ、公認心理士の県職員試験の直前になって、何とかしてほしいと来室し保育士の宇都宮

市の試験真近くの時間になって駆け込んでくる学生は、今年もいた。勉強のやり方、目的と

する資格や学習に取り組む方法を学生はあまりにも知らないので、そこから指導している

のが現在の状況である。 

 (6) 商業教員免許を目指す学生の支援と商業教員採用試験の商業の専門科目を指導する。  

2024年度は、30 数年ぶりに、栃木県教員採用試験高校商業に 2名の 4年生が現役合格した。

福島県高校教員採用試験でも 2 名が合格した。2025 年度は、栃木県教員採用試験（商業）

に合格者が 1名出た。この学生は、3年次に栃木県高等学校教員採用試験の学科試験に合格

を果たした学生である。この合格で、2年連続で難関といわれる高校教員採用試験に合格者

を出した。資格取得支援室で、現在商業高校で使用している教材の購入や教育実習の際の教

材や採用試験の過去問題を購入したりした結果が、今年の成果につながったといえる。 

 

5．その他 環境整備と今後の課題 

資格取得支援室は本が１冊もないコピー機もない、学生が一人もいない、何もない状態か

らの出発であったが、平成 31年(2018 年)に整備開始されてから、8 年が経過し、学生の

資格取得を支援できる組織として、物的にも人的にも環境が整備されつつある。予算的な支

援をしてくれている大学側に特に感謝したい。毎年 100 名を超える学生が簿記や情報処理

の検定試験に合格している。検定試験の受験者数は数百名になる。最近は、以前より支援室

の簿記や情報処理、公務員などの各種講座を受講する学生も毎年増えてきている。大学入学

後に、支援室で初心者として簿記等の学習をスタートさせ、簿記の 3 級から 2 級、1 級

そして税理士試験の全科目に合格するといった学生も出てきた。その間に、大学院や高校教

員や公務員、民間企業などに多くの学生を輩出してきた。 

 2021，2022 年度、2023年度、2024年度の大学 3， 4 年次に税理士試験科目に合格した学

生は、大学入学時の初心者から学習をスタートさせた学生である。2025 年度は、学生一人

一人が地道に取り組んだことにより、税理士試験科目合格 6 年連続を達成した。年々学習

に取り組む学生のレベルが高レベルになり、税理士試験の受験者も増加しつつある。ここま

での高レベルの知識を協力して指導した支援室メンバー全員の存在は大変大きいものがあ
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る。令和 7年度は、資格取得支援室は、教員 1 名、TAスタッフ 1名 SA スタッフ 2名

の合計 4名体制（令和 8年度は 3人体制予定）で運営され、支援室をサポートするスタッフ

は充実してきたが、スタッフは毎年入れ替わるので、資格取得支援室において学生を継続的

に支援する教員・スタッフの確保が喫緊の課題である。特に、高度な専門的な知識を有した

指導教員の後継者育成は急ぐ必要がある。指導者も高齢化しており指導者とスタッフの後

継者育成が資格取得支援室存続の大きな課題である。この資格取得支援室がなくなれば学

生が落ち着いて大学で学習に取り組める場所がなくなってしまうことになる。長期の休み

期間中でも、大学内で学生が毎日来て、相談や質問のできる場所は唯一資格取得支援室であ

る。支援室の更なる発展をこれからも期待したい。 

 

15） 情報センター 

1. 担当教職員（スタッフ） 

教  員：【情報センター長】 

玉城 要 

【情報センター委員】 

天尾 久夫、荒木 宏、木村 雅史、田所 摂寿、川原 健太郎、久野 高志 

事務職員：【情報センター委員】 

中山 忠男（事務局長）、本澤 慎也（委員長委嘱） 

【図書情報課 情報センター担当】 

平野 友理（課長）、齋藤 和希（嘱託職員） 

 

2. 令和 7年度 基本方針 

(1) 情報資産管理運用に関すること。 

(2) 情報システムの構築と管理運用に関すること。 

(3) 情報システムの利用者に対する教育及び支援、相談に関すること。 

(4) 情報システムを利用した学術研究及び教育の支援に関すること。 

(5) インターネット利用上の基本方針に関すること。 

(6) 情報関連の資料、文献の収集及び情報センター業務の広報に関すること。 

(7) その他前条の目的を達成するための必要な業務に関すること。 

 

3. 令和 7年度 重点的に取り組むべき課題（学長方針に対応する施策や計画の成果） 

 課題の概要 課題解決に向けた施策の概要 実績 

(1) 

学長方針Ⅲ-3 

情報セキュリティ・防災減

災・感染予防対策等におけ

る危機管理体制の強化 

〇危機管理体制の強化（SUC-

CSIRTの強化） 

・情報セキュリティに関する

情報収集と定期的な SUC-

 

・2025 年度インシ

デント発生件数  

29件 
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CSIRTメンバー間の情報共有 

 

 

 

・学内向け情報セキュリティ

に関する注意喚起の実施 

・情報セキュリティ研修（Ｓ

Ｄ）の実施 

 

・メール誤送信防止アプリの

導入・検証 

・再発防止策の徹底 

 

 

 

 

〇不正アクセス等の監視 

・サーバ室の管理 

・各種アクセスログの確認 

 

 

〇ネットワークのエラー監視 

・停止の際の対応など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇感染症予防の継続と工夫 

・テーブル消毒等の実施 

 

 

内、メール誤送信 

15件 

サポート詐欺画面 

5件 

その他 9件 

・教職員を対象と

した情報セキュリ

ティ研修を３回実

施した。 

 

・メール誤送信防

止ソリューション

MailAdviser の導

入および教職員へ

の適用が完了し

た。 

 

・サーバ室の監視

カメラの老朽化対

策として機器更新

を実施した。 

 

・サイバー攻撃

「ClickFix」対策

で職員PC及び学生

が使う教室等の PC

に対策を施した。 

 

・ 貸出 用 PC に

AdGuard 広告ブロ

ッカーインストー

ルを実施した。 

 

・職員及び情報セ

ンターSA による定

期的な清掃を実施
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〇危機管理体制（通常）の整

備 

・不審者・地震・火災等対応の

ための訓練の実施 

・消火器・非常口等の確認 

した。 

 

 

 

 

 

・防災訓練、救命救

急講習へ参加し

た。 

(2) 

学長方針Ⅲ-9「学内におけ

る施設等の整備・新設に向

けた計画推進」 

～「学内 ICT 環境の充実」

～ 

 

〇基幹システム CampusPlan

の更新（CampusPlan Smart 版

への移行） 

〇学内 ICT環境の管理運営 

・学内パソコンの Windows10

から Windows11への移行 

 

 

 

 

・講習室、多機能ゼミ室等の

機器更新 

・ソフトウェアライセンスの

見直し（SPSS,Adobe 等） 

 

 

 

 

 

・無線 LANの拡充 

 

 

 

 

 

 

 

・Smart 版への移

行が完了した。 

 

 

・職員用パソコン

の置き換えを実施

し、学内パソコン

の Windows11 への

移行が完了した。 

 

・講習室等の機器

更新が完了した。 

・Adobe ライセン

ス更新12本と追加

17 本の契約を締結

し、利用する職員

への割り当てを実

施した。 

 

・3305 教室への無

線 LAN アクセスポ

イント増設を実施

した。情報センタ

ーオープンスペー

スの無線 LAN 機器

の老朽化対策とし

て機器更新を実施
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〇利用者への支援 

・PCの利用方法や Wi-Fi接続

に関する支援・助言 

 

 

 

・情報センターを活用した授

業支援 

 

 

・教員の研究用 PC設定や利活

用支援 

 

 

 

 

〇大学教育の ICT化の充実 

・WebClassの拡充及び利活用

支援 

・ノート PCやヘッドセット等

の貸出 

した。 

 

 

 

「学内無線 LAN に

よる通信ができな

くなった場合の対

処方法について」

を作成した。 

 

・授業人数に応じ

た PC設置（移動）

を実施した。 

 

・教員貸出中パソ

コンの Windows11

への移行を実施し

た。 

出張時のPC貸出を

実施した。 

 

・WebClass の利用

支援 

・Web 会議システ

ム等を開催するた

めの物品の貸出を

行った。 

(3) 

 

学長方針Ⅲ-9「学内におけ

る施設等の整備・新設に向

けた計画推進」 

～「生成 AI に関する活用」

～ 

 

〇生成 AI（Copilot 等）の活

用推進 

・「教職協働」による「AI」利

活用の検討 

・授業での活用の検討 

・事務利用での活用の検討 

 

 

 

 

・Microsoft365 の

ライセンス内の

「Copilot」を、

データ保護の環境

下で利用できるよ

う整備した。 

 



94 
 

4． 令和 7年度 主な事業計画に対する実績（具体的な事業・取り組みに対する実績） 

(1) SUC-CSIRTの強化及び情報セキュリティに関する研修等の実施 

学内で発生したインシデントの再発防止を主目的とした情報セキュリティ研修を３

回開催した。（6/11,18、9/25,26、1/28） 

また、文部科学省主催の「情報セキュリティ監査人研修 2 日間コース【JASA 認定】」

を受講し、監査人アソシエイトの資格を取得した。（平野 CIO） 

(2) 基幹システム CampusPlan の更新（CampusPlan Smart 版への移行） 

2025年 9月に CampusPlan .NET版から Smart版への移行が滞りなく完了した。 

2026年 3月に CampusPlan Portal の運用を開始した。 

(3) 講習室、多機能ゼミ室パソコン等の更新  

老朽化した機器を更新し、より快適な学修・研究が推進できる環境を構築します。 

講習室 41台、多機能ゼミ室 6台、図書館ゼミ室 25台、第１パソコン室 12台のパソコ

ンの更新（入れ替え）を実施した。併せて Windows11 化を実施した。（2025年 3月） 

 

5．備考 

本年度、情報センターでは、学内における情報セキュリティ対策を最重要課題の一つと

して位置付け、安全で安心な情報利用環境の確保に重点的に取り組みました。令和 5年度

に設立された SUC-CSIRTを中核として、情報セキュリティ体制の強化を継続する中、令和

7年度においても学内で複数の情報セキュリティ・インシデントが発生しました。 

これらの事案に対しては、SUC-CSIRT による迅速な対応を行うとともに、原因分析や再

発防止策の検討を進め、教職員・学生を対象とした研修や注意喚起等を実施するなど、組

織全体でのセキュリティ意識向上に注力しました。 

あわせて、情報センターでは、センターの管理運営、学内ネットワークの管理・運用、

情報機器やパソコンの利用・操作に関するサポートなど、学内情報基盤を支える業務を担

当しています。インターネット接続環境、各種サーバ、学内ネットワーク、クライアント

PC等の日常的な管理運用を着実に行いながら、学生および教員の学修・研究活動が円滑に

進められるよう支援し、利用者へのサポート体制の充実に努めてきました。 

今後も、インシデント発生時の連絡体制や対応手順の周知徹底を図るとともに、定期的

な注意喚起や情報セキュリティ研修の実施を通じて、学内における情報セキュリティ対策

の一層の定着を目指し、必要な情報の収集および提供を継続してまいります。 

 

16） 図書館 

1. 担当教職員（スタッフ） 

教員：【図書館長】花田千絵 

【図書館・紀要委員】 
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天尾久夫、石川順章、原田明子、川原健太郎、太田有紀、安齋 薫、 

久野高志、横井夏子 

事務職員：【図書館・紀要委員】中山忠男（事務局長）、平野友理（課長） 

【図書情報課 図書館担当】 

大久保綾子、渡辺香織、西田智哉、石川万里、難波美帆 

 

2．令和 7年度 基本方針 

(1) 図書館資料の収集、登録分類及び整理に関すること。 

(2) 図書館資料の閲覧及び貸出に関すること。 

(3) 読書指導及び図書館資料の知識普及に関すること。 

(4) 図書館資料の修理、製本及び交換に関すること。 

(5) 刊行物などの受贈及び交換に関すること。 

(6) リポジトリに関すること。 

(7) 資料の撮影及び複写に関すること。 

(8) その他図書館資料及び図書館に関すること。 

(9) 学生・教員の研究活動への支援。 

(10)危機管理体制の強化。 

 

3．令和 7年度 重点的に取り組むべき課題（学長方針に対応する施策や計画の成果） 

 課題の概要 課題解決に向けた施策の概要 実績 

(1) 

学長方針 Ⅲ-5より 

「「教職協働」の構築による

大学運営の強化と学生の学

習（シラバスと授業状況）・

生活支援の強化」に関する

こと。 

～利用者目線の図書館整備

の充実を目指す～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇レファレンスサービスの充

実 

・年度当初の「図書館教育」に

係る授業内容の充実。（図書館

利用・ラーニングコモンズ利

用・文献複写・相互貸借を含

む） 

〇図書館を活用した授業サポ

ートの拡充 

 

・教員との連携強化を図る 

 

 

 

 

 

 

〇リファレンス件数24件。

迅速かつ適切に対応した。 

・新入生対象の「図書館教

育」実施の支援（計 3 回、

受講者 270名） 

 

 

〇教員の要望に応じ、図書

館を利活用した授業を促

進した。 

・図書館職員による新入生

対象の「図書館教育」実施

(前述) 

・教員による図書館資料

(本)探しの学習支援（計 5

件、受講者 79名） 

・教員による図書館教育の
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〇「2030 デジタル・ライブラ

リー」推進に関する検討会の

動向を注視しながら電子化の

推進・学術情報流通等への検

討及び対応 

〇作大論集等、研究成果物発

行と閲覧等の管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇教員の研究用図書購入及び

文献複写等の管理 

 

 

 

 

 

〇読書指導の充実 

・学生の読書活動時間増加を

目指した取り組みを構築す

る。 

 

・職員による絵本の「読み聞

かせ指導」を行う。 

・図書館内における新着図書

（雑誌も含む）や話題図書の

紹介や掲示によるアピール及

び電子図書館の整備と利用拡

場の提供（授業、ゼミ等） 

（計 12件） 

 

〇大学図書館コンソーシ

アム連合（JUSTICE）の情報

を活用し、価格高騰が続く

外国語データベースの契

約を見直して予算圧縮に

努めた。2026 年度より質を

維持しながら安価なデー

タベースに変更する。 

〇作大論集年 2回発行（第

21・22号）。 

・本学発行の紀要（冊子体）

を収集し、館内に配架。本

学学術情報リポジトリ登

録の推進（本学発行の紀要

5冊）。 

○研究費図書購入実績：経

営学部 57 件、人間文化学

部 72件、短期大学部 19件。 

・相互貸借実績：文献複写

依頼 78 件、文献複写受付

18件、現物貸借依頼 6件、

現物貸借受付 35件。 

〇実績は前述「図書館教

育」参照。 

・授業に即した絵本を図書

館で貸出す取組みを行な

った。 

・「読み聞かせ指導」の依頼

はなかった。 

・新着図書、話題の図書、

芥川賞・直木賞受賞作品の

配架やクリスマス・ハロウ

ィン等季節感を出したデ
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大を図る。 

 

 

 

・図書館通信「SAKU らいぶ」

の定期的な発行及び内容の充

実を図る。（年間５回） 

 

 

〇図書館資料の収集・整理及

び閲覧貸出システムの充実 

 

ィスプレイ等、展示替えを

計 19回実施。 

・電子図書館トップページ

のデザイン刷新。 

・「SAKU らいぶ」年 5 回発

行。仮図書館移転中におい

ても学生の読書習慣を継

続できるように紙面を工

夫した。 

〇図書館資料の収集とし

て、和書 892 冊、洋書 24

冊、電子書籍 54 冊、視聴

覚資料 19 点（寄贈、その

他含む）。 

・図書館システムの電子リ

ソース機能を活用し、図書

館資料のデータ連携を推

進した。OPAC トップページ

のコンテンツを整備し、利

用者の利便性向上を図っ

た。 

(2) 

理事長方針 8より 

「ラーニングコモンズの拡

充」に関すること 

学長方針Ⅲ 9 

「学内における施設等の整

備」 

～「学びの場」としての 

図書館機能の充実～ 

 

 

 

〇ラーニングコモンズの充実 

・学生が自由に学び合える学

修環境を整備する。（備品の拡

充） 

 

 

・イベント等による「研修活

動」の充実を図る。（電子図書

利用等） 

 

 

 

 

・ふれあいルームの利用案内

の啓発 

 

・仮図書館移転期間中も、

可動式のテーブルと椅子、

ホワイトボード等を設置

し、学生の学修支援を図っ

た。 

・SA 研修実施(図書館・情

報センター合同)。年 2回、

参加者前期 13 名、後期 23

名（教職員含む） 

・電子図書関連のイベント

は予算の関係で実施でき

なかった。 

・図書館入口デジタルサイ

ネージによる広報等。 
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・ラーニングコモンズの活用

啓発に加え、授業やゼミなど

教員による利用の支援 

〇短大授業「わいわいひろば」

開催時におけるふれあいルー

ム内キッズスペースの設置及

び提供 

・遠隔授業をより効率的に実

施する教員サポート実施 

 

 

 

○図書館内で遠隔授業を効果

的に受講するための支援を拡

充する。 

（ゼミ室１・ゼミ室 2・グルー

プ学習室・院生ブース・ふれ

あいルームの整備と学生への

個別サポート等） 

・実績は前述「図書館教育」

参照。 

 

〇19 回開催のうち図書館

の活用は 2回、計 3組の利

用があった。キッズスペー

ス設置 8回。 

・授業やオリエンテーショ

ン等、ゼミ室利用計 6回。

教員の求めに応じて機器

操作等のサポートを行っ

た。 

〇図書館空調工事による

本館閉館の影響もあり、遠

隔授業支援の実績はなか

った。 

 

(3) 

理事長方針 8 

「キャンパスの活性化」 

 

学長方針Ⅲ-2 

「リカレント教育・リスキ

リング教育の実施に向けた

検討」に関すること 

 

～「作大・作短図書館」の地

域へのアピール～ 

 

○図書館の一般開放 

・一般利用者への案内および

リスキリングといった学び直

しを目的とする利用者への支

援 

 

 

 

・開館時間延長 

 

 

 

 

・一般利用者(年間)：入館

者数延べ 363名、利用者証

作成 30名。 

・近隣の中学生のインター

ンシップ受入れ（図書館司

書の仕事体験）。清原中学

校生徒 3名参加、3日間。 

・定期試験期間（前期延べ

8日間、後期延べ 12日間）

に開館時間を 19 時まで延

長した。 

・図書館一般開放（LRT 電

停から徒歩 2分）について

図書館入口デジタルサイ

ネージや「SAKUらいぶ」で

紹介し、地域へアピールし
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た。 

(4) 

学長方針 Ⅲ-9 

「学内における施設等の整

備」に関すること 

～「快適な利用環境整備を

目的とした図書館運営」と

「学生や教職員が気兼ねな

く利用できる図書館機能」

の拡充 

〇感染防止対策の継続 

・各感染症の予防対策の継続

実施による（入館時の体温測

定、定期的なテーブル消毒、

換気及び空気清浄機の設置

等）快適な利用環境の提供 

〇危機管理体制の整備 

・防災訓練を年に一度に実施

する。 

 

 

 

 

 

・消火器・消火栓・防火シャッ

ター・非常口・放送設備等機

器・AEDの定期的な点検と動作

確認を行う。 

・避難経路の定期的な安全確

認及び確保を行う。 

 

・開館日は、使用済のテー

ブル消毒、空気清浄機12台

及び換気扇稼働。 

 

 

 

・SD 研修の一環として図

書館防災訓練実施(年 1

回）。事務局 4 課、図書館

および情報センターSA 計

23名参加。終了後報告書を

作成し、成果と次年度の課

題等を纏めた。 

・上記防災訓練において、

各設備や器具の動作確認、 

非常口や避難経路を確認

し、実践的な研修を行っ

た。 

(5) 

学長方針 Ⅳ【大学・短大事

務局】に関すること 

～図書館の運営状況を確実

に開示できる図書館運営報

告書等の作成～ 

 

〇図書館運営報告書 2025 の

作成 

・その前提として、図書館の

各種サービス・環境整備・図

書館授業利用のサポート等の

ことを確実に進めていく。 

〇環境整備の充実を図る。 

・清原ホールも含めた環境整

備を実施する。 

〇図書館運営報告書 2025

の作成。 

・館長及び図書館職員で資

料を共有し、課題について

は次年度改善する。 

 

＜図書館＞ 

仮図書館へのラーニング

コモンズとしての最低限

の機能を移設し、利用者へ

の利便性向上に努めた。 

＜清原ホール＞ 

操作マニュアルの確認お

よび、外部貸出への対応

を実施した 
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4．令和 7年度の主な事業計画に対する実績（具体的な事業・取り組みに対する実績） 

(1) 「2030 デジタル・ライブラリー」推進に関する検討会の動向を注視しながら、研究

データポリシー及びオープンアクセスポリシーを踏まえた本学学術情報リポジトリ

の活用及び電子リソースの拡充 

・本学学術情報リポジトリの利用案内資料を新たに作成し、新入生の図書館教育や新任

教職員研修で説明および配付した。 

・前年度（令和 6年度）に加入した大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）の情報

を活用し、価格高騰が続く外国語データベースの契約を見直して予算圧縮に努めた。

2026年度より質を維持しながら安価なデータベースに変更する。 

(2) ラーニングコモンズの活性化及び環境整備： 

仮図書館では、限られたスペースながら可動式のテーブルと椅子、ホワイトボード等

を移設し、学生の学修支援とサービス向上に努めた。 

本年度は仮図書館での開館だった為、本館の環境整備は実施しなかった。 

(3) 危機管理体制の整備（安心安全な図書館）： 

   SD研修の一環として、図書館防災訓練を年 1回実施した。職員 13名が参加し、各設

備や器具の動作確認、非常口・避難経路の確認等、実践的な研修を行った。また、専

門知識をもつ事務局職員(看護師、防災士)が講話する等、企画面でも他部署と連携を

図った。 

(4) 蔵書点検の実施： 

   図書資料の IC 化に伴い、蔵書点検作業の大幅な効率化や図書探索作業の簡便化を図

った。職員 5名が対応し、図書館 SAも一部従事した。作業日数は延べ 8日間。紛失

件数 0件。 

(5) 図書館の一般開放 

   ・一般利用者の令和 7年度実績(年間)は、入館者数延べ 363名、利用者証作成 30名

であった。利用者数が減少（前年度比 543名減）したのは、図書館空調工事による

図書館本館閉館（仮図書館移転）の影響があったと思われる。 

   ・一方で、令和 7 年度は広報を強化し、図書館だより「SAKU らいぶ」や図書館入口

デジタルサイネージ等を活用して地域へアピールした。 

・地域貢献の面では、仮図書館移転期間中に「清原中学校の生徒 3名のインターンシ

ップ（図書館司書の仕事体験）を受け入れ、地域の事業に協力した。 

 

5．備考 

図書館本館の空調工事により、令和 7年 7月 1日～12月末まで図書館の機能を仮図書館

（場所：中央研究棟２階会議室）に移転して運営した。スペースや物品など制約があるな

かで、レファレンスサービスや文献複写・相互貸借の受付、学外でも閲覧できる電子書籍
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の購入および広報、本館に所蔵されている資料を取り寄せるリクエストサービス（実績

110 件）を行うなど、利用者サービスの維持を図った。移転に伴う引越し作業（現状復帰

を含む）は、図書情報課職員を中心に施設課職員や図書館 SAの協力を得て行い、費用の

削減に努めた。 

 

17）事務局 

1．担当教職員(スタッフ) 

事務職員：大学・短期大学部事務局全職員 

  中山忠男(大学・短大事務局長) 

  【総務課】宇梶貴之(課長)、山口弘美（係長）、谷田部清子、石嶋悠子、川野香菜 

  【施設課】稲田稔（課長）、堀江達也（課長補佐）、齋藤祐司、髙久慶一 

  【会計課】村上照一(課長)、菊地和美、今井和子、髙橋愛華 

  【入試・地域協働広報課】野路香織(課長)、星野健夫（課長補佐）、香取美歌(係

長)、 

阿久津文隆（係長）、白川浩美、青山弘子（兼任）、水口皇紀、清水新太郎、

青山椿（兼任）、渡辺俊二、五十嵐尚美 

  【教務課】国谷祐子(課長)、田中美幸(係長)、櫻井美穂、布施智子、長瀬悠美、 

富澤真愛 

  【学生課】小野山佳広(課長)、金塚玲子(課長補佐)、川上裕美、小川保子、小林美

紀、 

星野よし美 

  【キャリア・就職支援課】海老澤智(課長)、川又一訓(課長補佐)、藤本宏子、 

藤浦美紀子 

  【図書情報課】平野友理(課長)、大久保綾子(課長補佐)、渡辺香織(係長)、 

飯村由美子、西田智哉、石川万里、本澤慎也、難波美帆、齋藤和希、 

髙倉美幸（兼任） 

  【ＥＭ・ＩＲ課】平野友理（課長・兼任）、飯村由美子(兼任)、髙倉美幸 

  【企画広報室】青山弘子、青山椿 

  ほか、法人事務局の古内伸一(法人事務局長)、松本光治(課長)にも協力を得ている。 

  

2．令和 7年度 基本方針 

 [基本方針の骨子] 学校法人船田教育会事務組織規程を規範として、その第 2条⑵、第 4

条、第 5条第 2項、第 6条第 2項及び第 3項、第 7条、第 8条、第 9条に基づきその業務

を行う。 

(1) 大学・短期大学部学長の示す目標や方針を実現するため、その事務分野の業務を行 

    う(同事務組織規程第 6条第 2項による)。 
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(2) 事務組織の定めとして置かれた各部署は、職制や職務に従い、組織的かつ忠実にそ

の任を遂行する(同事務組織規程第 4 条、第 5 条第 2 項、第 6 条第 2 項及び第 3 項、

第 7条、第 8条による)。 

(3) 定められた各部署の事務分掌を正しく理解し、これを遂行する(同事務組織規程第 9

条による)。 

(4) 全ての業務は、法律を守り、顧客満足度を高め、ステークホルダーへの責任を果たす

ことを結果として求める。 

 

3．令和 7年度 重点的に取り組むべき課題(学長方針に対応する施策や計画の成果) 

 
課題の概要 

課題解決に向けた施策の

概要 
実績 

(1)  教職協働体制の構築と

強化 

(1) SD 研修等による教

職協働に関する知識の

修得 

(2) 専門性の構築と能

力の向上 

(3) 事務分掌の検証と再

構築 

(4) スタッフポートフォ

リオの作成 

SD 研修を実施し、教職

協働に関する理解の深化

と意識改革を図った。ま

た、障害学生支援等の専

門研修を継続的に実施

し、業務分野別の知識・対

応力の向上に努めた。さ

らに、業務の棚卸し及び

フロー分析に向けた整理

を進めるとともに、スタ

ッフポートフォリオの整

備に向けた基礎的な情報

収集及び検討を行った。 

(2)  大学・短大における第 4

クールを視野に入れた第

三者評価受審への対応と

改善 

(1) 第三者評価機関や

文部科学省の指針を精

査し、第 4クールで重視

される点を把握 

(2) 合同自己点検評価

委員会を中心に、学部、

研究科、事務局が連携

し、評価対応を組織的

に実施 

合同自己点検評価委員

会等において第三者評価

結果の指摘事項を整理

し、対応方針を定めた。関

係部署が連携して改善を

進めるとともに、その進

捗管理を行っている。あ

わせて、第 4 クールを見

据え、内部質保証及び点

検評価体制の見直し・整

備を進めている。 

(3) 諸規程の整備 (1) 理事長・学長のガバ 私立学校法改正の趣旨
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ナンス体制を担保・保

障出来る制度の整備・

拡充 

(2) 各部署の関連する

既存規程を見直す。関

連規程の可能性を検討 

を踏まえ、役員の資格及

び選解任手続並びに各機

関の職務・運営に関する

管理運営制度の見直しを

行い、その内容を寄附行

為に反映した。 

(4)  定期的な「ガバナンス・

コード」の適合（遵守）状

況の点検と結果の公表 

(1) 毎年 8月までに適合

状況点検を実施 

(2) ⑴を受けて、9 月ま

でに結果公表案を作成 

(3) 3 月までに結果公

表 

  日本私立大学協会が策

定したガバナンス・コー

ド 2.0 版の受入れを決定

し、これに基づく適合状

況の点検評価を実施し

た。あわせて、点検結果を

取りまとめ、３月中に本

学ホームページにおいて

公表した。 

(5) 安全・衛生管理の強化

とゼロカーボン・キャン

パス実現に向けた省エネ

化の推進 

(1) 都度、危機管理会議

等で検討・検証を重ね

る。 

(2) ゼロカーボン・キャ

ンパス実現を念頭に、

電力消化減少に向けた

施設設備の計画的改善

を継続する。 

(3) 太陽光発電に代表

されるような、エネル

ギー創出計画の立案・

実現 

LED 照明の導入や高効

率空調設備への更新等、

省エネルギー化に向けた

施設設備の改善を計画的

に実施した。また、一部に

ついては外部補助金の活

用を図り、導入コストの

抑制にも取り組んだ。 

(6) 大学等改革総合支援事

業等の補助金獲得に向け

た教職協働体制の強化 

(1) 前年度の結果を精

査し、改善可能かどう

かの検討を含め、その

詳細を把握する。 

(2) 大学・短大で協働で

きる事項を確認する。 

(3) 要件ごとの設問特徴

をつかみ、課題を明確

化する。 

大学等改革総合支援事

業に係る調査項目の分析

を行い、本学の規模や特

性を踏まえた対応方針の

整理を進めた。そのうえ

で、重点的に取り組むべ

き事項を選定し、組織的

な対応に向けた検討を行

った。 
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(4) すべてを PDCA サ

イクル化する。 

(5) PT 化など、組織的対

応を行う。 

(7) 部署間の連携強化 (1) 事務局内の部署間

を横断する次長配置の

検討 

(2) グループ制に似た

部局再編成の検討 

部署間の連携強化に向

け、次長に調整機能を持

たせる体制の在り方につ

いて整理を進めた。また、

業務内容や目的に応じた

グループ化の可能性につ

いて検討し、組織再編に

向けた基礎的な方向性を

取りまとめた。 

 

4．令和 7年度の主な事業計画に対する実績(具体的な事業・取り組みに対する実績) 

(1) 職務権限規程及び職務権限基準票を策定し、事務局の責任体制を明確化する（継続

案件）。 

職務範囲・権限及び責任の明確化による内部統制・リスクマネジメント強化に向け、

制度設計の方向性の整理及び他大学事例の情報収集を行った。これらを踏まえ、本学

への適用に向けた具体的検討を継続している。 

(2) 業務リスク分析や不正防止計画の策定による不正発生防止（継続案件） 

競争的研究費等を含む経費支出の運営・管理については、透明性及び信頼性を確保す

るとともに不正使用の防止を図り、適正な管理・監査を実施している。 

また、不正防止計画等については、運用状況の点検を行い、実効性向上に向けた見直

しについて検討を進めた。 

 

5．その他 

事務職員の人材育成や適正配置、新規職員採用等を計画的に推進し、就業環境の整

備・改善に引き続き取り組んでいく。また、教学環境の整備・改善においても、事務局

が主体的に参画し、組織としての機能強化を図っていく。 

 
2． 施設・設備、修繕事業の概要 

 教育や研究を一層充実させるための投資及び修繕として、施設・設備事業の総投資額は 

432.7百万円、修繕事業 12.1百万円となりました。 

 主な事業の内容は次の通りです。 
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【施設・設備事業】 

(1) 図書館・清原ホール・第 2体育館空調更新・新設工事（EHP）     [383.2 百万円] 

 

(2) 高圧線引込共同溝設備工事                   [10.8百万円] 

 

(3) 情報センター講習室等パソコン更新               [10.1百万円] 

 

(4) 第 3教育棟多目的トイレ改修工事                 [4.2 百万円] 

 

(5) 図書館ゼミ室パソコン更新                    [3.8 百万円] 

 

(6) 第 3教育棟屋外防犯カメラ更新工事                              [2.8百万円] 

 

(7) 情報センターLED 照明設備更新工事                               [2.7 百万円] 

 

(8) 第 3教育棟(3306/3209)映像・音響設備改修              [2.6 百万円] 

 

(9) 第 1教育棟(1104)空調改修工事                       [2.5 百万円] 

 

(10)空調機器消費電力メーター取付                    [1.9 百万円] 

 

(11)公認心理師課程センター設置の什器更新                          [1.8百万円] 

 

(12)清原ホール音響・映像機器等交換修理工事              [1.8 百万円] 

 

(13)第 1教育棟トレーニング室器機（ハーフラック他）更新             [1.8百万円] 

 

(14)第 1教育棟(1401)移動式机・椅子更新                  [1.0百万円] 

 

(15)スポーツマネージメント研究室パソコン更新                       [0.6 百万円] 

 

(16)サッカーゴール更新                                             [0.6百万円] 

 

(17)短大名称変更に伴う屋外看板（2ヵ所）更新                        [0.5百万円] 

 

【修繕事業】 
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(1) 消防設備（誘導灯）修繕工事                    [4.6 百万円] 

 

(2) 野球場バックスクリーン改修工事                                 [3.1 百万円] 

 

(3) 中央研究棟地下プール残水汲取り清掃                       [1.1百万円] 

 

(4) 消防設備（屋内消火栓等）修繕工事                   [1.0 百万円] 

 

(5) けやき剪定                            [1.0百万円] 

 

(6) 学生会館北側ドア修繕工事                  [0.7百万円] 

 

(7) 学生会館天井部雨漏り修繕工事                      [0.6百万円] 

 

３ 財務の概要               

1. 資金収支計算書について 

資金収支計算書は、当該年度の諸活動に対応する収入および支出の内容を明らかにする

とともに期首と期末の支払資金残高を比較するもので、企業の資金繰り表に相当します。 

令和 7年度の収入の部合計は、学生数が概ね想定通りに推移したこと、国の修学支援奨

学金対象範囲が拡大したことなどから、1,922百万円となりました。 

一方、支出の部は、上記奨学金と同額の奨学費支出、学校法人会計基準変更に伴う賞与

引当金計上により人件費支出が増加したこと、空調工事完了に伴う支出などから、2,072

百万円となりました。この結果、翌年度繰越支払資金は、昨年度末比 191百万円減の

1,321百万円となりました。 

2. 活動区分資金収支計算書について 

活動区分資金収支計算書は、資金収支計算書の決算額を「教育活動」、「施設整備等活

動」、「その他の活動」の 3つの活動区分に分けて、学校法人の活動区分ごとに資金の流

れを把握しようという計算書です。 

令和 7年度の教育活動資金収支差額は 258百万円のプラス、施設整備等活動資金収支差

額は 354百万円のマイナス、その他の活動資金収支差額は 6百万円のプラスとなり、支払

資金の増減額 90 百万円のマイナスとなりました。 

3. 事業活動収支計算書について 

企業会計の損益計算書に相当する事業活動収支計算書は、①教育活動収支、②教育活動

外収支 及び ③特別収支の三分野毎に、収支差額を明示する計算書です。 
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令和 7年度の基本金組入前当年度収支差額は、主に奨学費および賞与引当金繰入の増加

の影響により、37百万円の支出超過となりました。 

4. 貸借対照表    

貸借対照表は、学校法人の会計年度末の財政状態を表すものです。令和 7年度末（令和 8

年 3月 31日）の貸借対照表の概要は次のとおりです。 

(1) 資産の部 

総資産は、空調設備等に対する固定資産の取得が増加したため、前年度末比61百万円

増加し、9,744百万円となりました。 

(2) 負債の部 

    総負債は、入学者数が前年度比増加したことに伴う前受金増加、賞与引当金を新たに

計上したことなどにより、前年度末比98百万円増加し、935百万円となりました。 

(3) 純資産の部 

基本金は、第1号基本金の空調設備実施に伴う固定資産増加などにより、前年度末比79

百万円増加し、14,981百万円となりました。繰越収支差額は、116百万円減少し、 

△6,171百万円となりました。基本金と繰越収支差額の合計額である純資産の部合計は、

前年度末比37百万円減少し、8,809百万円となりました。 
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 貸  借  対  照  表　要　約　表

資  産  の  部 （単位：円）

A　本年度末 B　前年度末 増　減（A－B）

8 ,365 ,933 ,001 8 ,211 ,921 ,560 154 ,011 ,441

8 ,183 ,356 ,953 8 ,029 ,345 ,512 154 ,011 ,441

2,351,534,572 2,351,534,572 0

3,974,180,514 3,780,802,446 193,378,068

408,070,254 435,240,263 △ 27,170,009

1,309,767,848 1,306,448,031 3,319,817

180 ,000 ,000 180 ,000 ,000 0

180,000,000 180,000,000 0

2 ,576 ,048 2 ,576 ,048 0

1 ,378 ,548 ,245 1 ,471 ,380 ,607 △ 92 ,832 ,362

1,321,853,030 1,411,836,463 △ 89,983,433

46,684,988 56,796,790 △ 10,111,802

9 ,744 ,481 ,246 9 ,683 ,302 ,167 61 ,179 ,079

負債の部、純資産の部

A　本年度末 B　前年度末 増　減（A－B）

405 ,876 ,266 409 ,901 ,003 △ 4,024 ,737

0 0 0

405,876,266 409,244,963 △ 3,368,697

529 ,273 ,118 427 ,511 ,937 101 ,761 ,181

0 0 0

357,957,500 306,289,000 51,668,500

106,649,787 102,768,493 3,881,294

935 ,149 ,384 837 ,412 ,940 97 ,736 ,444

14 ,980 ,711 ,196 14 ,901 ,349 ,713 79 ,361 ,483

14,855,711,196 14,776,349,713 79,361,483

125,000,000 125,000,000 0

△ 6,171,379,334 △ 6,055,460,486 △ 115 ,918 ,848

8 ,809 ,331 ,862 8 ,845 ,889 ,227 △ 36 ,557 ,365

9 ,744 ,481 ,246 9 ,683 ,302 ,167 61 ,179 ,079

6 ,670 ,483 ,195 6 ,747 ,623 ,993 △ 77 ,140 ,798

＜基本金について＞

　　　　「学校法人会計基準」で定められている基本金の分類。

（第1号基本金）　土地、建物、備品、図書などの固定資産の取得価額

（第4号基本金）　１ヵ月の運転資金（文部科学大臣の定める額）

（未収入金)

（未払金）

令和8年3月31日

科　　　　　　　　目

固定資産

有形固定資産

     （土地）

     （建物）

特定資産　　　　　　　　　　

     （減価償却引当特定資産）

その他の固定資産　　　　　　　　　　

流動資産

（現金預金)

     （構築物）

     （図書）

資産の部合計

科　　　　　　　　目

固定負債　　　　　　　　　　　　　　

（長期借入金）

（退職給与引当金）

流動負債

（短期借入金）

（前受金）

負債の部合計

負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

減価償却額の累計額

基本金

（第1号基本金）

（第4号基本金）

繰越収支差額

純資産の部合計

計算書類
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事　業　活　動　収　支　計　算　書　要　約　表

令和7年4月 1日から

令和8年3月31日まで

（単位：円）

A　予算額 B　決算額 差異（A－B）

学 生 生 徒 等 納 付 金 1,428,413,200 1,438,438,200 △ 10,025,000

手 数 料 22,807,740 22,772,140 35,600

寄 付 金 5,117,000 5,122,000 △ 5,000

経 常 費 等 補 助 金 315,801,700 308,468,500 7,333,200

付 随 事 業 収 入 4,729,464 5,268,456 △ 538,992

雑 収 入 57,844,309 58,227,089 △ 382,780

教 育 活 動 収 入 計 a 1 ,834 ,713 ,413 1 ,838 ,296 ,385 △ 3,582 ,972

人 件 費 904,863,109 903,579,219 1,283,890

教 育 研 究 経 費 802,603,566 812,628,566 △ 10,025,000

管 理 経 費 179,601,984 177,623,867 1,978,117

徴 収 不 能 額 等 2,680 2,680 0

教 育 活 動 支 出 計 b 1 ,887 ,071 ,339 1 ,893 ,834 ,332 △ 6,762 ,993

A △ 52 ,357 ,926 △ 55 ,537 ,947 3 ,180 ,021

受 取 利 息 ・ 配 当 金 3,505,147 3,646,100 △ 140,953

そ の 他 の 教 育 活 動 外 収 入 0 0 0

教 育 活 動 外 収 入 計 c 3 ,505 ,147 3 ,646 ,100 △ 140 ,953

借 入 金 等 利 息 0 0 0

そ の 他 の 教 育 活 動 外 支 出 0 0 0

教 育 活 動 外 支 出 計 d 0 0 0

B 3 ,505 ,147 3 ,646 ,100 △ 140 ,953

C △ 48 ,852 ,779 △ 51 ,891 ,847 3 ,039 ,068

資 産 売 却 差 額 0 0 0

そ の 他 の 特 別 収 入 80,782,851 82,243,033 △ 1,460,182

特 別 収 入 計 e 80,782,851 82,243,033 △ 1,460,182

資 産 処 分 差 額 25,244,078 25,244,078 0

そ の 他 の 特 別 支 出 41,664,473 41,664,473 0

特 別 支 出 計 f 66,908,551 66,908,551 0

D 13,874,300 15,334,482 △ 1,460,182

5,805,285 0 5,805,285

△ 40 ,783 ,764 △ 36 ,557 ,365 △ 4 ,226 ,399

基本金組入額合計 △ 432,645,978 △ 192,154,719 △ 240,491,259

当年度収支差額 △ 473,429,742 △ 228,712,084 △ 244,717,658

前年度繰越収支差額 △ 6,055,460,486 △ 6,055,460,486 0

基本金取崩額 0 112,793,236 △ 112,793,236

翌年度繰越収支差額 △ 6,528,890,228 △ 6,171,379,334 △ 357,510,894

（参考）

事業活動収入計(a+c+e) 1,919,001,411 1,924,185,518 △ 5,184,107

事業活動支出計(b+d+f) 1,953,979,890 1,960,742,883 △ 6,762,993

＜教育活動収支・教育活動外収支・特別収支・基本金＞

　　教育活動収支、教育活動外収支、特別収支に３分類し収支バランスを表示している。

　　教育活動収入は、学生生徒納付金や補助金などの学校法人の負債とならない収入で、借入金

　　や前受金は除かれます。

　　基本金は、教育研究活動を行うために取得した建物や備品などの資産の額です。

 　　　 科　　　目

支
出

支
出

教
育
活
動
外
収
支

収
入

収
入

教
育
活
動
収
支

収
　
入

経 常 収 支 差 額 (A+B)

特
別
収
支

[ 予 備 費 ] E

支
　
出

教 育 活 動 収 支 差 額 (a-b)

教 育 活 動 外 収 支 差 額 (c-d)

特 別 収 支 差 額 (e-f)

基本金組入前当年度収支差額(C+D-E)
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資　金　収　支　計　算　書　要　約　表

令和7年4月 1日から
令和8年3月31日まで

収　　入　　の　　部 （単位：円）

A　予算額 B　決算額 差異（A－B）

学 生 生 徒 等 納 付 金 収 入 ※ 1,428,413,200 1,438,438,200 △ 10,025,000

手 数 料 収 入 ※ 22,807,740 22,772,140 35,600

寄 付 金 収 入 5,117,000 5,122,000 △ 5,000

補 助 金 収 入 ※ 315,801,700 389,170,050 △ 73,368,350

資 産 売 却 収 入 0 0 0

付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入 ※ 4,729,464 5,268,456 △ 538,992

受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入 ※ 3,505,147 3,646,100 △ 140,953

雑 収 入 57,844,309 58,227,089 △ 382,780

借 入 金 等 収 入 0 0 0

前 受 金 収 入 346,678,500 357,957,500 △ 11,279,000

そ の 他 の 収 入 57,482,485 58,951,991 △ 1,469,506

資 金 収 入 調 整 勘 定 △ 436,662,550 △ 352,962,363 △ 83,700,187

当 年 度 資 金 収 入 合 計 1,805,716,995 1,986,591,163 △ 180,874,168

前 年 度 繰 越 支 払 資 金 1,411,836,463 1,411,836,463

3 ,217 ,553 ,458 3 ,398 ,427 ,626 △ 180 ,874 ,168

支　　出　　の　　部

A　予算額 B　決算額 差異（A－B）

人 件 費 支 出 908,066,245 904,570,508 3,495,737

教 育 研 究 経 費 支 出 579,854,568 589,879,568 △ 10,025,000

管 理 経 費 支 出 147,740,786 145,753,539 1,987,247

借 入 金 等 利 息 支 出 ※ 0 0 0

借 入 金 等 返 済 支 出 0 0 0

施 設 関 係 支 出 401,535,970 401,535,970 0

設 備 関 係 支 出 31,110,008 30,793,144 316,864

資 産 運 用 支 出 0 0 0

そ の 他 の 支 出 112,299,614 112,299,614 0

7,871,145 0 7,871,145

資 金 支 出 調 整 勘 定 △ 101,727,993 △ 108,257,747 6,529,754

当 年 度 資 金 支 出 合 計 2,086,750,343 2,076,574,596 10,175,747

翌 年 度 繰 越 支 払 資 金 1,130,803,115 1,321,853,030 △ 191,049,915

3 ,217 ,553 ,458 3 ,398 ,427 ,626 △ 180 ,874 ,168

当 年 度 資 金 収 支 差 額 △ 281 ,033 ,348 △ 89 ,983 ,433 △ 191 ,049 ,915

支　　出　　の　　部　　合　　計

（ 予 備 費 ）

科　　　　　　目

科　　　　　　目

収　　入　　の　　部　　合　　計
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活　動　区　分　資　金　収　支　計　算　書　要　約　表

令和7年4月 1日から

令和8年3月31日まで

（単位：円）

金額

学生生徒等納付金収入 1,438,438,200

手数料　収入　　 22,772,140

寄付金収入　　　　　　　　　　　　 5,122,000

経常費等補助金収入　　　　　　　　　　　　 308,468,500

付随事業・収益事業収入　　　　　　　　　　　　 5,268,456

雑収入　　　　　　　　　　　　　　　 58,227,089

教育活動資金収入計 1 ,838 ,296 ,385

人件費支出　　　　　　　　　　　　　 904,570,508

教育研究経費支出　　　　　　　　　　 589,879,568

管理経費支出　　　　　　　　　 145,753,539

教育活動資金支出計 1 ,640 ,203 ,615

差引 198,092,770

調整勘定等 60,226,595

258 ,319 ,365

施設設備寄付・補助・売却収入 80,701,550

減価償却引当特定資産取崩収入 0

施設整備等活動資金収入計 80 ,701 ,550

施設関係支出 401,535,970

設備関係支出 30,793,144

減価償却引当特定資産繰入支出 0

施設整備等活動資金支出計 432 ,329 ,114

差引 △ 351,627,564

調整勘定等 △ 2,490,840

△ 354 ,118 ,404

△ 95 ,799 ,039

借入金等収入 0

預り金受入収入 2,169,506

仮払金回収収入 0

受取利息・配当金収入 3,646,100

過年度修正収入 0

その他の活動資金収入計 5,815,606

借入金等返済支出 0

預り金支払支出 0

仮払金支払支出 0

借入金等利息支出 0

過年度修正支出 0

その他の活動資金支出計 0

差引 5,815,606

調整勘定等 0

5,815,606

△ 89 ,983 ,433

1 ,411 ,836 ,463

1 ,321 ,853 ,030

 　　　前年度繰越支払資金

 　　　翌年度繰越支払資金

　　　　小計（教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額）

そ
の
他
の
活
動

収
入

支
出

その他の活動資金収支差額　　　　　　　　　

 　　　支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）

施
設
整
備
等
活
動

収
入

支
出

施設整備等活動資金収支差額

 　　　 科　　　目

教
育
活
動
収
支

収
入

支
出

教育活動資金収支差額　　　　　　　　　　
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Ⅰ．資産総額　　　　　　　　　　　　 金

     内　　①基　本　財　産　　　 金

      　　 ②運　用　財　産　　　 金

    　　 　③収益事業用財産　　　 金

Ⅱ．負債総額　 金

Ⅲ．正味財産 金

［１］資　　　産

１．基　本　財　産

（１）土地

（２）建物

（３）構築物

（４）図書

（５）教具・校具及び備品

（６）その他

２．運　用　財　産

（１）現金・預金

（２）その他

［２］負　　　債

１．固　定　負　債

（イ）長期借入金

（ロ）その他

２．流　動　負　債

（イ）短期借入金

（ロ）その他

2,351,534,572円

3,974,180,514円

408,070,254円

9,744,481,246円
8,183,356,953円

0円

935,149,384円
8,809,331,862円

（令和8年3月31日現在）

財 産 目 録

239,271,263円

102,768㎡

33,537㎡

1,321,853,030円

1,561,124,293円

1,309,767,848円

138,454,359円

529,273,118円

84 件

1,349,406円

区　　　分 金　　　額

16,185

229,748

0円

529,273,118円

405,876,266円

0円

405,876,266円
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４ 学校法人の業務の適性を確保するための体制（内部統制シス

テム）の整備及び運用状況の概要 

 
1. 関係する決議の内容 

令和6年10月28日開催の理事会において、学校法人船田教育会内部統制システム整備基

本方針を策定した。 

 

2. 体制整備及び運用状況の概要 

 

(1) 経営に関する管理体制 

理事の業務執行の明確化等を図るため、下記の規程等に基づき運用している。 

・学校法人船田教育会 常勤理事会設置規則（令和2年4月1日施行） 

・学校法人船田教育会 理事会業務委任規則（令和7年4月1日施行） 

 

(2) 理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

下記の規程を整備した。 

 学校法人船田教育会 文書保存規程（令和7年4月1日施行） 

 

(3) リスク管理に関する体制 

下記の規程等に基づき、運用している。 

・学校法人船田教育会 危機管理規則（平成24年8月1日施行） 

・学校法人船田教育会 防災規則（平成22年4月1日施行） 

・学校法人船田教育会 自衛消防隊規則（平成22年4月1日施行） 

 

(4) コンプライアンスに関する管理体制 

教職員の職務執行が寄附行為、法令等に適合確保のため、下記の規程等に基づき運

用している。 

・学校法人船田教育会 コンプライアンス規則（平成21年4月1日施行） 

・学校法人船田教育会公益通報者保護規則（平成22年4月1日施行） 

・学校法人船田教育会 個人情報の保護に関する規程（令和4年4月1日施行） 

 

(5) 監事の監査業務の適正性を確保するための体制 

下記の規程を整備した。 

・学校法人船田教育会 監事監査規則（令和7年4月1日施行） 
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［資料］

１．財務比率推移（旧基準：平成26年度まで） ※①

比　　率 算　　式 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

学生生徒等納付金

帰属収入

寄付金

帰属収入

補助金

帰属収入

基本金組入額

帰属収入

人件費

帰属収入

教育研究費

帰属収入

管理経費

帰属収入

消費支出

消費収入

帰属収入－消費支出

帰属収入

　※① 平成27年度の比率は、旧基準に置き換えたもの。平成28年度以降は新基準。

２．財務比率（新基準：平成27年度から）
比　　率 算　　式 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 全国平均※

学生生徒等納付金

経常収入

寄付金

事業活動収入

補助金

事業活動収入

基本金組入額

事業活動収入

人件費

経常収入

教育研究費

経常収入

管理経費

経常収入

事業活動支出

事業活動収入－基本金組入額

基本金組入前当年度収支差額

事業活動収入

※令和6年度：医歯系法人を除

３．学校会計と企業会計

　企業が利益追求を事業目的にしているのに対し、学校法人は教育・研究活動を目的としています。企業
会計は計算書類にもとづく収益と費用の差額による利益により経営実績を明らかにしますが、学校法人会
計は計算書類による財務の面から、教育研究活動が円滑に遂行されたかを明らかにします。

　学校法人が持続的発展をする状況測定のために、企業の損益計算書に相当する事業活動収支計算書
は、大変重要な計算書です。本法人の財務比率の推移は、上記のとおりです。

　平成27年度から、学校法人会計基準の改正に伴う新たな財務比率となりましたが、特別収入・特別支出
の計上がない場合は、旧基準による比率と同じになります。

113.2% 107.4%

事業活動収支差額比率 13.4% 11.2% 11.7% 3.8% -0.9% -1.9% 3.3%

基本金組入後収支比率 84.0% 94.2% 93.0% 111.3% 98.0%

44.1% 37.3%

管 理 経 費 比 率 8.4% 9.3% 7.9% 8.5% 10.4% 9.6% 8.9%

教 育 研 究 経 費 比 率 35.2% 34.6% 34.4% 34.6% 39.1%

10.0% 10.0%

人 件 費 比 率 42.4% 45.0% 45.0% 54.1% 51.4% 49.1% 50.9%

基 本 金 組 入 率 -3.0% 5.8% 5.1% 13.6% -2.9%

0.3% 2.0%

補 助 金 比 率 15.3% 14.0% 16.0% 16.3% 12.8% 20.2% 15.0%

寄 付 金 比 率 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1%

4.5% 12.0%

学 生 生徒 等納 付金 比率 82.3% 82.0% 79.6% 79.2% 82.3% 78.1% 72.0%

帰 属 収 支 差 額 比 率 -17.5% -21.3% -12.4% -3.4% 4.5%

10.4% 9.9%

消 費 収 支 比 率 137.5% 151.9% 115.1% 117.4% 107.5% 106.7% 93.7%

管 理 経 費 比 率 13.1% 14.0% 11.2% 11.1% 10.1%

50.1% 43.1%

教 育 研 究 経 費 比 率 39.9% 44.1% 38.5% 37.3% 35.9% 34.8% 32.4%

人 件 費 比 率 63.2% 61.9% 61.9% 54.4% 48.8%

12.4% 10.4%

基 本 金 組 入 率 14.6% 20.2% 2.4% 11.9% 11.2% 10.5% 6.2%

補 助 金 比 率 14.7% 12.0% 13.5% 16.7% 14.4%

80.2% 77.8%

寄 付 金 比 率 0.1% 0.1% 0.4% 0.7% 0.9% 2.0% 0.4%

学 生 生徒 等納 付金 比率 79.3% 82.6% 75.8% 78.2% 80.2%
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